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要  約 

1. 国の概要 

パレスチナ自治区（以下、「パレスチナ」という。）は、東をヨルダンに接する『ヨルダン川西

岸地区（以下、「西岸地区」という）』と西を地中海、南をエジプトに接する『ガザ地区』に分か

れている。国土面積は約 6,020 平方キロメールで、西岸地区が約 5,655 平方キロメートル（三重

県と同程度）、ガザ地区が約 365 平方キロメートル（福岡市よりやや広い）である1。パレスチナ

は、地中海性気候と砂漠性気候の中間のような気候であり、雨季（10～4 月）と乾季（5～9 月）

に分かれている。 

パレスチナの人口は約 485 万人で、西岸地区が約 292 万人、ガザ地区が約 193 万人である。

1948 年のイスラエル建国に伴い多くのパレスチナ人が難民となり、2018 年時点で西岸地区に約

85 万人、ガザ地区に約 142 万人、ヨルダンに約 224 万人、シリアに 56 万人、レバノンに約 48

万人など、国連パレスチナ難民救済事業機関（The United Nations Relief and Works Agency 

for Palestine Refugees in the Near East、以下、「UNRWA」という。）が把握している難民

数は約 555 万人にのぼる2。 

パレスチナ全体の経済は、政情不安に伴い国際援助機関からの支援の減少やイスラエルからの

継続的な厳しい規制により、経済成長が抑制され、2018 年の実質国内総生産（Gross Dometic 

Product、以下、「GDP」という。）成長率は 0.9％であり、2017 年の GDP 成長率 3.1％を下回っ

た。パレスチナにおける 1 人当り GDP は、2017 年から 2018 年にかけてマイナス傾向で、西岸

地区では 0.8％のわずかにプラス成長、ガザ地区では－9.5％のマイナス成長となっており、西岸

地区とガザ地区では生活水準に大きな格差が生じている。 

 

2. プロジェクトの背景、経緯及び概要 

パレスチナでは 2017 年時点で妊産婦死亡率が 15.7（出生 10 万対）、5 歳未満児死亡率が 13.9

（出生千対）、及び平均余命が 73.13 となるなど、1990 年（それぞれ 118、43、68.08）と比較

して著しく改善したものの、疾病構造の変化により、循環器系疾患、癌、脳血管疾患等を合わせ

た非感染性疾患（Non-Communicable Diseases 、以下、「NCDs」という。）が死亡原因の 7 割

以上を占め、母子保健関連疾患のそれを上回っていることが確認された（2016 年世界保健機関

（WHO3））。 

NCDs 対策の遅れは、診療環境の整備不足などに起因しており医療サービスが適切に供給され

ていないということを意味しているが、これにより NCDs 患者等をパレスチナ自治区域外の医療

機関へ紹介・移送せざるを得ないケースが常態化し、その件数が増加の一途を辿っていることが

挙げられる。これら自治区外での診療費用は自治政府の保健財源から支出され、2017 年の公的

保健支出の 37％を占めており、保健財政逼迫の主要因となっていた。 

                                                        
1 外務省「パレスチナ基礎データ」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/plo/data.html） 
2 Health department annual report 2018. UNRWA 2019. 
3 World Health Profile 2015 Palestine (http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_18926.pdf?ua=1) 
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こうした状況の下、パレスチナ政府は「国家保健戦略（2017-2022）」（National Health Sector 

Strategy 2017-2022）を策定し、NCDs 予防の啓発推進、NCDs 死亡率低減や重症化防止のため

の早期発見、医療サービス向上等の実現に優先的に取り組むこととし、それらの具体的施策とし

て二次及び三次病院におけるインフラ整備を掲げ域内での医療体制整備の結果として移送にかか

るコストを削減し、保健財政の正常化を目指している。 

本計画の実施は、パレスチナの拠点病院にて主に NCDs 診療に必要な医療機材を整備すること

で、これら NCDs 対策に係る課題解決を図ることを目的として、パレスチナにおける医療サービ

スの強化と質を向上させることにより、NCDs の早期発見、早期治療を実現し、域外搬送の減少

に伴う医療財政の健全化へ寄与すると共に、パレスチナの人々の健康増進に貢献することが期待

されている。 

 

3. 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

独立行政法人国際協力機構（以下、「JICA」という。）は協力準備調査のため、2019 年 4 月 5

日から 5 月 4 日まで調査団を現地に派遣し、パレスチナ政府関係者と協議を行うと共に、計画対

象地域における現地調査を実施した。帰国後の国内作業の後、2019 年 10 月 11 日から 10 月 26

日まで実施された準備調査報告書案の現地説明を経て、本準備調査報告書を取りまとめた。 

以下に協力対象事業の概要を示す。 

 

3-1. 協力対象サイト 

本計画では、西岸地区のラフィディア外科病院、ガザ地区のヨーロッパ・ガザ病院、ナセル・

メディカル・コンプレックス、インドネシア病院の 4 病院を対象として、医療機材の整備を実施

する。 

 

3-2. 機材計画 

本計画にて整備する機材の計画概要は下表のとおりである。 

 

表 1-1  主な機材計画 

病院 主な診療/機材 
機材整備により強化され

る治療、検査の対象疾患

西岸地区 
ラフィディア外科病院 

機材整備対象部門：心臓カテーテル室、MRI 室、循環器

科（心臓外科、心臓血管手術、CCU）、X 線撮影室 
心血管疾患 

機材アイテム：血管造影撮影装置、MRI、患者監視装置、

造影剤自動注入器、人工心肺装置、C-アーム、ICU ベッ

ド、セントラルモニター、等 

ガザ地区 
ヨーロッパ・ガザ病院 

機材整備対象部門：X 線撮影室、内視鏡室、手術室、臨

床検査室、血液銀行、眼科、中央滅菌室 
心血管疾患、糖尿病合併

症、癌、呼吸器疾患 

機材アイテム： デジタル X 線撮影装置、移動型 X 線撮

影装置、超音波診断装置、内視鏡システム（軟性）、高圧

蒸気滅菌装置、眼科用手術顕微鏡、洗濯機、等 
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ガザ地区 
ナセル・メディカル・

コンプレックス 

機材整備対象部門：MRI 室、X 線撮影室、内視鏡室、手

術室、臨床検査室、血液銀行、中央滅菌室 
心血管疾患、糖尿病合併

症、癌、呼吸器疾患、脳血

管疾患 機材アイテム：MRI、デジタル X 線撮影装置、超音波診

断装置、内視鏡システム（軟性/硬性）、高圧蒸気滅菌装

置、全自動生化学検査装置、洗濯機、等 

ガザ地区 
インドネシア病院 

機材整備対象部門：X 線撮影室、内視鏡室、手術室、臨

床検査室、血液銀行、中央滅菌室 
心血管疾患、糖尿病合併

症、癌、呼吸器疾患 

機材アイテム： デジタル X 線撮影装置、移動型 X 線撮

影装置、超音波診断装置、内視鏡システム（軟性、硬性）、

高圧蒸気滅菌装置、洗濯機、等 

 

3-3. ソフトコンポーネント 

本計画によって整備される医療機材には、初めて導入される機材や既存機材とは異なる機材操

作が必要になる機材が多く含まれている。機材使用者（エンドユーザー）や維持管理部門の技術

者は基本的な操作技術や保守技術があることは認められるものの、各自の知識や経験による技術

に頼っている状況であり、標準化された点検フォーマットは無く、使用知識や技術習得のための

研修会も実施されていないため、病院間、診療科間に操作技術や保守技術にバラつきがある。ま

た、各病院に医療機器管理台帳はあるものの、改善が必要である。そのため、エンドユーザーの

機材操作技術や日々の点検作業、維持管理部門の技術者の点検・修理技術の更新・習得に必要な

技術指導と標準化フォーマットの導入により、病院全体の医療サービスの質的な向上を図ること

が求められている。 

本計画では、医療機材の保守管理と適正な保守技術の指導を内容とするソフトコンポーネント

を実施する。ソフトコンポーネントを実施することで、計画的で標準化された点検作業が行われ、

医療機材が有効に活用・維持管理される。 

 

3-4. 機材保守サービス 

MRI、CT スキャン、血管撮影装置など故障時に患者の治療や病院の診療機能に影響を与える可

能性があるため長期の保守管理が不可欠な機材に対し、1 年間の無償保証期間が満了した後の 2 

年間の定期的点検とオンコールサービスを付与し、修理部品および交換部品代も含むこととする。

ユーザーがマニュアルどおりの使用を行っていた中で故障したケースは、その修理部品を含む。

また、メーカーが推奨している定期的に交換が必要な部品も保守サービスに含む。一方で、ユー

ザーの瑕疵で故障した際の修理部品や、試薬や使い捨て部品などの消耗品については全てユー

ザー負担とする。 

 

4. プロジェクトの工期及び概略事業費 

本計画の実施工程は、実施設計期間に約 6 ヶ月間、調達期間に約 15 ヶ月間を想定している。ま

た、機材据付け後に 1 回目のソフトコンポーネントを約 1.7 ヶ月間実施し、その 3 ヶ月後に 2 回

目のソフトコンポーネントを約 1.2 ヶ月間実施する計画である。 
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本計画に必要な概略事業費は、総額 19.11 億円（無償資金協力 18.99 億円、パレスチナ側負担

0.12 億円。適用為替レート: 1US$=112.12 円、2019 年 5 月時点）と見込まれる。 

 

5. プロジェクトの評価 

5-1. 妥当性 

(1) 拠点病院の負担軽減の観点 

西岸地区においては、ラマッラ市内のパレスチナ・メディカル・コンプレックス（Palestine 

Medical Complex。以下、「PMC」という。）、ヘブロンのクイーン・アリア病院の 2 大病

院が最も多い診療科を備え、患者数も集中している。これら 2 病院の病床稼働率はそれぞれ

105%と 142%で、既にキャパシティーを越える患者を受け入れており、患者の受け入れ拒否

や診療や治療までに長期間待つケースが生じている。また、カテラボを有し、急増する心疾

患患者を多く受け入れているのもこの 2 病院であり（クイーン・アリア病院は今後数か月内

にカテラボを設置予定）、今後も一層心血管患者が増加することが保健庁や病院関係者にも

予想されている。そのため、これら病院に次いで西岸地区で 3 番目の規模となるラフィディ

ア外科病院にカテラボや高度画像診断機器等を整備し患者を分散させることは、医療サービ

スへのアクセス向上のみならず、医療サービスの質の向上の意味からも有意義である。 

ガザ地区においては、三次病院の機能も持つアル・シーファ病院が診療科、機材保有状況

等最も充実しており、病院からのリファラル患者も多く受け入れていることから、ガザ地区

全体の患者の 7 割が集中している。ガザ地区保健庁としては、アル・シーファ病院を三次医

療施設として機能を回復させ、ガザ地域内でリファラル体制を築く計画である。そのために

は、各地域拠点病院の機能やサービスを強化する必要があることから、北部ガザ（インドネ

シア病院）、ラファ（ヨーロッパ・ガザ病院）、ハンユニス（ナセル・メディカル・コンプ

レックス）の地域拠点病院が選定された。 

 

(2) NCDs に関連する高度医療サービスへの地理的アクセスの改善の観点 

循環器系疾患、癌、脳血管疾患等を合わせた NCDs のうち、心疾患に関しては、西岸地区

では中部に位置する PMC、南部に位置するクイーン・アリア病院、北部（ナブルス、ジェニ

ン、トゥルカレム、カルキリヤ、サルフィート、チュバス含む）に位置するラフィディア外

科病院が拠点病院と定められている。ラフィディア外科病院はカテーテル治療を行える体制

になく、クイーン・アリア病院のカテーテル治療も未だ開始されておらず、術後の Quality 

of Life に負担が大きい開胸手術をおこなっている。そのため、北部の対象患者の多くは PMC

へのリファーを余儀なくされている。しかし、PMC における同治療の受入れキャパシティ

ーは既に飽和状態に達しており、治療に数ヶ月待たされる状況となっている。 

また、癌、脳血管疾患などの疾病診断に使用される MRI を保有する公的病院は西岸地区で

は PMC のみであり、PMC のキャパシティー不足により対応できない患者は民間病院へと

リファーされている。民間病院の医療サービスに対する費用は公的病院よりも約 3 倍程度高
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額であり、保健庁から支払われる規定額（治療や手術内容によって割合が変わるが、費用の

8～9 割程度を保健庁が負担、残りを患者が負担）を越える費用は患者が支払うことになって

おり、保健庁の負担のみならず患者の負担も大きい。 

以上のことから、ラフィディア外科病院にカテーテルラボや MRI 等の高度画像診断機器等

を整備することで、北部地域の約 100 万人の住民のこれら高度医療機器による診断や治療へ

のアクセスが改善され、患者費用負担も軽減も期待されている。 

ガザ地区においては、住民は居住地域（行政区）にある病院で先ず診断を受ける必要があ

り、そこで対応できない場合に他行政区の病院に送られることになっている。そのため、各

行政区の地域拠点病院のサービス内容、設備、キャパシティーを増強することは、それぞれ

の地域の患者にとっての医療サービスの利便性を高め、ガザ地区全体の医療サービス提供体

制の効率化を図ることができる。 

 

(3) 開発計画との整合性 

疾病構造が大きく変化し NCDs に起因する死亡が多数を占めるようになった。診療環境の

整備不足などが原因で NCDs 対策が遅れているが、これにより、NCDs 患者のパレスチナ域

外及び域内民間病院へのリファラルにかかる支出が保健財政を逼迫している。このような背

景から、保健財政健全化のために公的病院の専門性を高め、より多くの患者を域内で治療で

きるようにするため、パレスチナ政府は 2017 年に「国家保健戦略 2017-2022」を策定し、

NCDs への取組を一層推進することを打ち出した。 

本計画はNCDs対策に必要な診察や診断、治療を行うために必要な機材供与を目的として

実施され、パレスチナ政府の方針に合致している。また、特にガザ地区において顕著である

が、がんや心疾患患者の域外(西岸地区から、域外もしくは東エルサレム、ガザ地区から域外

もしくは東エルサレムへの搬送)リファラルへの申請の多くがイスラエル側に却下されてお

り、適切な治療を受けることができずに死亡するケースも散見される。このようなことから、

NCDs 疾患にかかる公的病院の医療技術の高度化への支援や保健財政健全化への支援のみな

らず、人道的見地からも妥当性があると判断される。 

 

5-2. 有効性 

以下に本計画の実施により期待される目標値を示す。 

 (1) 定量的効果 
 

ガザ地区   

指標名 
基準値 

（2018 年実績値）

目標値（2024 年） 
【事業完成 3 年後】

ガザ地区からガザ地区外へのリファラル数（回/年） 21,266 16,266 

※検査機器導入に伴い早期発見患者が見込まれる癌等の患者は除外 
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ラフィディア外科病院   

指標名 
基準値 

（2018 年実績値）

目標値（2024 年） 
【事業完成 3 年後】

MRI 検査数（回/年） 0 5,000 

心臓手術件数（開心術、心臓カテーテル手術を含む）（回/年） 0 1,000 

 
ヨーロッパ・ガザ病院   

指標名 
基準値 

（2018 年実績値）

目標値（2024 年） 
【事業完成 3 年後】

CT 検査数（回/年） 9,499 11,677 

CT によって診断された冠動脈疾患患者（人/年） 100 120 

 
ナセル・メディカル・コンプレックス   

指標名 
基準値 

（2018 年実績値）

目標値（2024 年） 
【事業完成 3 年後】

MRI 検査数（回/年） 0 5,000 

 
インドネシア病院   

指標名 
基準値 

（2018 年実績値）

目標値（2024 年） 
【事業完成 3 年後】

内視鏡による検査・手術数（回/年） 0 500 

 

 

 (2) 定性的効果 

1）患者の満足度が向上する。 

2）医療従事者のサービスが改善される。 

 

 以上の内容により、本計画の妥当性は高く、また有効性も見込まれると判断される。 
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

(1) 人口及び主要保健指標 

パレスチナの人口増加は著しく、1990 年に約 200 万人であった人口は、2018 年には 485 万人

と、約 2.5 倍に増加している（西岸地区：292 万人、ガザ地区：193 万人）。高い人口増加率の

背景として、妊産婦死亡率や乳幼児死亡率の減少ともに、平均余命の延びなどがある（表 1-1 参

照）。人口構成としては 15 歳未満の若年層人口が 38.7％であるのに対し、65 歳以上の高齢者人

口は 3.3％程度となっており、未だ高齢化についての懸念は少ない。また、男性の人口が女性に

対して 103.5％となっている4。 
 

表 1-1  主要保健指標の推移 

 1990 2018 

平均余命 68.1* 73.9** 

5 歳未満児死亡率（出生千対） 43*** 13.4** 

乳児死亡率（出生千対） 35.6（1990-1994)* 10.7（2017）*** 

妊産婦死亡率（出産 10 万対） 118**** 16.7** 

出典：* UNDP. (2018). Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update: Briefing note 
for countries on the 2018 Statistical Update-Palestine, State of.  
http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-
Profiles/PSE.pdf#search='life+expectancy+1990+Palestine+WHo' 

** Ministry of Health, State of Palestine. (2019). Health Annual Report 2018.  
*** Ministry of Health, State of Palestine. (2018). Health Annual Report 2017. 
**** WHO Regional Office for Eastern Mediterranean. (2015). Palestine Health Profile.  

 

(2) 疾病構造 

一方、過去 20 年の保健状況の変化として、NCDs に起因する死亡が多数を占めるようになり、

感染症や母子保健関連疾患の死亡者数を上回るなど、疾病構造が大きく転換した。中でも、心血

管疾患（脳血管疾患含む）（死因第 1 位：44.5％）、がん（死因第 2 位：15.4％）、糖尿病合併

症（死因第 5 位：7.5％）、呼吸器疾患（死因第 6 位：3.7％）と 4 大 NCDs が死因の上位を占め

る。 
 

表 1-2 死亡原因上位 10 位（2018 年) 

 死亡原因 死亡率全体に占める割合 

1 心血管疾患 31.5％ 

2 がん 15.4％ 

3 脳血管疾患 13.0％ 

                                                        
4 Ministry of Health, State of Palestine. (2019). Annual Health Report 2018.  
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4 周産期死亡 9.5％ 

5 糖尿病合併症 7.5％ 

6 事故 4.0％ 

7 呼吸器疾患 3.7％ 

8 先天性異常 3.5％ 

9 慢性腎疾患 2.9％ 

10 消化器疾患 2.7％ 

出典：State of Palestine, Ministry of Health. (2019). Health Annual Report 2018. 
注：呼吸器疾患には感染性のものも含まれる。 

 

がん死亡率の内訳としては、肺がんが最も多く 17.3％、次いで大腸がんが 11.8％、乳がんが

10.0％、白血病が 8.4％、脳腫瘍が 8.2％となっている5。一方、罹患率としては、女性で最も多

いのは圧倒的に乳がん（全体の 39.5％）、次いで大腸がん（8.8％）、甲状腺がん（8.7％）とな

っている。男性では肺がん（13.3％）、白血病（10.4％）、大腸がん（9.9％）、膀胱がん（9.8％）

の順となっている6。また、糖尿病の（合併症による）死亡率は 25.2、うち男性は 23.1、女性は

27.4（人口対 10 万）（2017）となっている7 8。 

 

1-1-2 保健医療サービス供給体制の現状と課題 

 
(1) 保健医療サービス供給体制およびレファラル状況 

パレスチナには、公的、民間含め、一次医療施設（Primary Health Care クリニック；PHC ク

リニック）が 732 施設、二次以上の病院は 82 施設ある（表 3 参照）。また、二次/三次医療施設

は、 52 施設が西岸に、 30 施設がガザ地区にある。その内、公的病院は 27 施設、

UNRWA(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees)運営病院は 1 施設、

NGO 運営病院は 35 施設、民間病院は 17 施設、軍病院 (Palestinian Military Medical Service)

は 2 施設となっているが、ガザ地区には民間病院がなく9、公的病院以外の病院は殆どが NGO の

運営によるものであり、利益率も低いことから設備などにも限りがあるのが現状である。 

 

表 1-3  保健医療施設の数と運営主体 

 保健庁 UNRWA NGO 民間 軍 総数 

 PHC クリニック 

西岸地区 418 43 112 - 12 585 

ガザ地区 50 22 70 - 5 147 

総 数 468 65 182 - 17 732 

                                                        
5 Ministry of Health, State of Palestine. (2018). Annual Health Report 2017.  
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 日本の糖尿病年齢調整死亡率は男性が 5.5、女性が 2.5（2015）（人口対 10 万）。 
9 2019 年 2 月にガザで初めての営利民間病院がガザ市内に開設されたが、患者のリファラルに関する保健庁との契約はまだ取

り交わされていない。 
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 二次/三次病院 

西岸地区 14 1 20 17 0 52 

ガザ地区 13 0 15 0 2 30 

総 数 27 1 35 17 2 82 

出典： State of Palestine, Ministry of Health. (2019). Health Annual Report 2018. 

 

西岸地区においては、救急以外の一般外来患者は、まず一次施設である PHC クリニックを訪れ

ることを推奨され、そこから公的二次/三次施設へ送られるが、公的病院のベッド数不足や設備不

足等で対応できないケースは域内の民間病院やパレスチナ域外の病院へと送られることになって

いる10。ガザにおいては、救急以外の患者はまず、在住区域の PHC クリニックか在住する県の二

次病院を外来で受診することになっており11、必要な場合にはそこから他県の公的病院に送られ、

ガザ地区の公的病院で受け入れ不可能なケースは、NGO、西岸地区、パレスチナ域外へと搬送さ

れる。公的病院、民間病院、域外の病院を含むすべてのリファラル件数は年々増加傾向にあり、

2014 年には 74,683 件であったリファラル件数 2018 年には 109,816 件と大幅に増加している（図

1-3 参照）。 

域内公的病院以外へのリファラル件数（域外、及び域内民間へのリファラル件数）については、

2014 年には 10,338 件（総リファラル件数の 14%）であったのが、2018 年には 21,446 件（総リ

ファラル件数の 20％）と 2 倍以上に増加している。リファラルに係るコストの抑制は保健財政の

健全化のための最重要課題と認識され、特に域外リファラルに係るコスト12を削減するために、パ

レスチナの公的病院の専門性を高めより多くの患者を域内で治療できるようにすることが保健戦

略に盛り込まれている。 

 

                                                        
10 一方で、救急サービスが必要でない患者が救急患者として二次/三次病院を訪れるケースも多い。過去の調査（JICA. (2018). 
パレスチナ自治区保健医療セクター（非感染性疾患対策）情報収集・確認調査ファイナルレポート）における検証では、西

岸地区で最も規模の大きい公的病院である PMC（パレスチナ・メディカル・コンプレックス）の救急外来の患者の 5 人に 4
人が実際には救急の症状ではなかったという結果が得られている。また、一般外来患者が直接二次/三次施設を訪れることに

対しての制限も特にないため、PHC クリニックで対応可能な患者の多くが二次/三次施設でサービスを受けている現状があ

る。これに対し、現在 WHO 主導により家庭医制度の普及が推進されており、各世帯が固定した地域の PHC クリニックを

訪問し、継続治療・指導を受けられるようなシステムへと移行中である。 
11 ガザ地区保健庁への聞き取りによる。 
12 域内公的病院以外へのリファラルに係るコストの内、保健庁は治療費のみを負担し、交通費や入院に係る費用は患者負担で

ある。また、救急患者については救急車で搬送することのことであった。 
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出典：WHO.(2019). Right to Health: Crossing barriers to access health in the occupied Palestinian territory 2018. 

 

図 1-1  域内公的病院以外へのリファラル件数（域外、及び域内民間病院へのリファラル件

数の推移）（2014 年-2018 年） 

 

上記、域内公的病院以外へのリファラル件数（21,446 件）の内、39％が西岸地区の東エルサレ

ムにある 6 つの民間病院が受け入れ先となっている13。6 つの民間病院はパレスチナ域内の病院

であるにもかかわらず、イスラエルや域外病院へのリファラル同様、これら病院へのリファラル

にはイスラエルの許可が必要となっている。なお、2018 年 9 月には、米国トランプ大統領の方針

により、これら 6 つの東エルサレム民間病院へ行われていた支援（2,500 万ドル）が凍結される

こととなり、これら病院におけるリファラル患者の受け入れにも大きな支障が出ると予想されて

いる14 

近年では世銀やその他ドナーのサポートにより、域内のリファラルに係るルールや規則の明確化、

保健庁によるリファラル統括システムの導入等が行われ15、必要不可欠なリファラルに絞り込む

ことで総コストは 2016 年以降減少に転じており（図 1-4 参照）、2016 年には 566,720,980NIS16

（約 174 億 8900 万円）であったのが、2017 年には 431,074,775NIS（133 億 297 万円）へと減

少した17。つまり、最も財政をひっ迫させていた域内公的病院以外へのリファラルの件数自体は

依然増加している一方で、域内公的病院へのリファラルコストが大幅に削減されたことにより、

域内公的、民間、域外病院すべてにかかるリファラルの総コストは抑えられつつあるといった状

況である18。2018 年のリファラル件数は増加しているため、再びコスト増になる可能性があるた

め注視が必要とされる。 

                                                        
13 WHO. (2019). Right to Health: Crossing barriers to access health in the occupied Palestinian territory 2018. 
14 The Jerusalem Post. (2018 年 9 月 18 日付の記事). Trump Freezes funding to East Jerusalem Hospitals. 
15 西岸地区保健庁への聞き取り。 
16 2019 年 5 月 7 日の為替レート：１NIS（イスラエルシェケル）＝30.86 円に基づく。 
17 Ministry of Health, State of Palestine. (2018). 
18 Ibid. 
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出典：WHO.(2018). Right to Health: Crossing barriers to access health in the occupied 
Palestinian territory 2017. 

図 1-2  リファラルに係る総コストの推移（2013 年-2017 年） 

 

域外リファラルには、コスト以外の問題もある。パレスチナから域外へのリファラルにはパレ

スチナ政府だけでなくイスラエル政府からの承認が必要となる。近年は、リファラル申請への許

可が下りるまでの期間が長くなり19、さらに許可が遅れるケースも増加しており、その傾向は特

にガザ地区からのリファラルについて顕著である（図 1-5 参照）。2017 年から 2018 年にかけて

状況は若干改善されたものの、2018 年のガザからガザ域外へのリファラル申請（患者と付き添い

含め）は 40％近くと依然高い数字で却下された、もしくは承認が遅れたと報告されている20。特

にがん化学療法の 2クール目以降の患者21や 55 歳以下の男性のリファーはイスラエル政府に拒否

される傾向にある22。重篤患者については生死に関わる状況であることから、人道的な見地から

も重大な問題とされる。 
 

 
出典： WHO.(2018). Right to Health: Crossing barriers to access health in the occupied Palestinian territory 2019. 

図 1-3  ガザからガザ域外へのリファラル申請に対するイスラエルの回答状況 

                                                        
19 2017 年に申請まで緊急患者を除く域外リファラルの許可が下りるまでの期間が 20 営業日から 23 営業日へと変更された。 
20 WHO.(December, 2018). Health Access: Barriers for patients in the occupied Palestinian territory. 
21 WHO. (2015). Palestine Health Profile 2015. 
22 ガザ地区保健庁への聞き取り。 

許可 却下 遅れ 

ガザ地区(NIS) 西岸地区(NIS) 合計(NIS) 
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域内公的病院以外へのリファラル（域外、及び域内民間病院へのリファラル）の対象となった

ケースの内訳（図 1-6 参照）を見ると、がん疾患が圧倒的に多い（西岸地区 24％、ガザ地区 22％

程度）。それ以外に多いリファラルの理由としては、泌尿器科・腎疾患（西岸地区 10％、ガザ地区

5％）、心血管疾患（西岸地区 10％、ガザ地区 5％）、血液・リンパ系疾患（西岸地区 10％、ガザ

地区 10％）、消化器疾患・一般外科（西岸地区 6％、ガザ地区 7％）、小児科（西岸地区 6％、ガザ

地区 7％）、眼科（西岸地区 6％、ガザ地区 5％）、心臓カテーテル治療（ガザ地区 8％）、整形外科

（ガザ地区 8％）となっている。 

また、がん疾患にかかるリファラルの内訳として最も多いのは血液がん及びリンパ腫（全体の

24％）であり、次いで乳がん及び子宮がん（20％）、内分泌がん（15％）、大腸がんや直腸がんを

含む消化器系がん（12％）などとなっている23。加えて、リファラル削減の観点から優先度が高い

検査・治療は、化学療法、放射線治療、骨髄移植、核医学検査、遺伝子診断を含む特殊病理組織検

査等とされ24、公的病院におけるこれらの治療や診断かかる医療技術の高度化が急がれている。 

 
 

 
出典： WHO.(2019). Right to Health: Crossing barriers to access health in the occupied Palestinian territory 2018. 

 
図 1-4  域内公的病院以外へのリファラル（域外、及び域内民間リファラル）ケースの内訳

（2017 年） 
 
 
 
 

                                                        
23 WHO.(2018). Right to Health: Crossing barriers to access health in the occupied Palestinian territory 2017. 
24 Ministry of Health, State of Palestine. (2018). 

がん 

神経科および神経外科 

その他 

整形外科 

心臓カテーテル治療 

眼科 

小児科 

消化器疾患・一般外科 

血液・リンパ系疾患 

心血管疾患 

泌尿器科・腎疾患 

ガザ地区 西岸地区 



7 
 

(2) 二次/三次病院の機能とサービス 

現在、保健庁は、域内公的病院以外へのリファラルを削減することにより医療費を抑える目的

の下、公的病院の専門性を高めることに注力しており、それにより、多くの公的病院が複数の専

門科を備えるようになっている（表 1-4、1-5 参照）。西岸地区では、ラマッラ、ヘブロン、ナブ

ルス等人口の多い県の 3 病院（PMC、クイーン・アリア病院、ラフィディア外科病院）は、外来

患者数のみならず周辺病院からのリファラル受け入れ数も多く、がん治療や心血管疾患治療の拠

点にもなっており、比較的多くの専門科を有している。一方のガザ地区には 12 の公的病院が存

在するが、特にアル・シーファ病院やヨーロッパ・ガザ病院に専門科が揃っている。 

西岸地区及びガザ地区保健庁によれば、これら公的病院は、アル・シーファ病院が一部三次病

院の機能を有する以外はすべて二次病院の扱いとして位置付けられている。また、より高次の病

院にリファーを行う階層的なシステムが存在するわけではなく、各病院が相互にサービスを補完

する関係にあり、例えば、ナセル・メディカル・コンプレックスで受け入れた患者に対し MRI

検査が必要な場合には、MRI を有するヨーロッパ・ガザ病院やアル・シーファ病院など、ケース

毎のニーズに応えられる設備を有する病院に転送するという措置をとっている。その結果、一つ

のケースに対して複数の医療施設が関わることになることも多く、パレスチナ保健庁としては、

効率性、経済性、患者にとっての利便性等を欠いており、改善すべき点として整理している25。

また、比較的サービス内容や医療器材整備の整っている大規模病院（西岸地区の PMC やクイー

ン・アリア病院、ガザ地区のアル・シーファ病院など）に患者が集中しやすく、サービスの質に

支障をきたしているとの指摘も有る26。 

                                                        
25 Ministry of Health. (2016). The Master Plan for Organizing Medical Referrals to Service Providers Outside of the Public Sector. 
26 JICA. (2018). パレスチナ自治区保健医療セクター（非感染性疾患対策）情報収集・確認調査ファイナルレポート 
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1-1-3 開発計画 

パレスチナの国家開発計画、保健政策は、「国家政策アジェンダ27」、「国家保健戦略 2017-2022 
28」等に明らかであり、2016 年以降、NCDs への取り組み、さらにそのための一次、二次、三次

医療サービスへのアクセス改善と質の向上を特に重視する流れとなっている。2016 年に発行され

た「国家政策アジェンダ」では、2017 年から 2022 年にかけての主要開発政策を掲げ、保健政策

については、より質の高いヘルスケアを全ての人に提供するために、ガバナンスの強化、質やア

クセスの改善、高次医療の安価な提供を目指すとしている。また、非感染性疾患による死亡率が

急増している背景を受け、今後は生活習慣病、予防への対策強化を行い、家庭医制度に力を入れ

ていくことを強調している。 

同じく 2016 年に発行された「国家保健戦略 2017-2022」では 6 つの戦略が示されており、「域

内各地域の医療サービスを向上させ（Localization of Health Services）、全てのパレスチナ人が

包括的な医療サービスを受けられるようになること」（戦略 1）と共に、「NCDs のマネージメン

ト、予防ケア、コミュニティの意識改善、ジェンダー関連プログラムの促進」を掲げる（戦略 2）。

さらに、「NCDs の予防と治療に向けた国家戦略 2017－202229」では、国家の NCDs 対策は、早

期発見・治療、及び患者中心の質の高い継続的なヘルスケアの実現を目指し、マルチセクトラル

な取り組みを持って行うとしている。またそのために、①ガバナンス強化、②予防活動の推進（糖

分、塩分、アルコール摂取の抑制、運動の症奨励等）、③サーベイランス及びモニタリング評価活

動の強化、④ヘルスケア及び保健システムの強化の 4 つを柱に、包括的な計画を打ち立てている。 

ガザ地区においては、2013 年に「ガザ地区保健セクター戦略計画 2014-201830」が打ち出され

ており、2019 年現在も継続されている。上位目標として、「一次、二次、三次レベルにおける包

括的、統合的、標準的な質の高いヘルスケアサービスと情報が提供されることにより、パレスチ

ナ人の健康状態が改善される」が掲げられ、7 つの中間目標とそれぞれの小項目が示されており、

目標 1.4「二次、三次病院における医療サービスの強化」、目標 1.5「域外リファラルの削減」、目

標 1.6「診断、治療サービスの質の改善」、目標 4.3「医療機材やリソースの確保」等の項目が含ま

れる。 

 

1-1-4 社会経済状況 

 パレスチナは、ヨルダン川西岸から地中海東海岸までの地方を指し、ヨルダン川西岸地区とガ

ザ地区とに分かれている。国土は総面積が約 6,020 平方キロメートル〔西岸地区 5,655 平方キロ

メートル（三重県と同程度）、ガザ地区 365 平方キロメートル（福岡市よりやや広い）〕である。

人口は 2018 年時点で 485 万人（西岸地区：292 万人、ガザ地区：193 万人）31であった。西岸地区

の人口増加率は 2.3％、ガザ地区は 3.0％で、これは世界の国々と比較しても高い人口増加率を有

している。 
                                                        
27 State of Palestine. National Policy Agenda – Putting citizens first. (2016). 
28 Ministry of Health, State of Palestine. National Health Strategy 2017-2022. (2016).  
29 General Directorate of Primary Health Care, Ministry of Health, State of Palestine. (2016). National Strategic Plan for Prevention and 

Control of Noncommunicable Diseases (NCD’s) 2017-2022.  
30 Ministry of Health, Palestinian Authority. (2013). Health Sector Strategic Plan 2014-2018:Gaza Governorate. 
31 Research and Monetary Policy Department, Palestine Monetary Authority. Annual Report 2018 (2019)  
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1948 年のイスラエル建国に伴い多くのパレスチナ人が難民となり、2018 年時点で西岸地区に

約 85 万人、ガザ地区に約 142 万人、ヨルダンに約 224 万人、シリアに 56 万人、レバノンに約 48

万人など、国連パレスチナ難民救済事業機関（以下、「UNRWA」という。）が把握している難

民数は約 555 万人にのぼる32。 

国際援助機関からの支援の減少や公共事業の大幅な落ち込みと給与の大幅カットに加え、イス

ラエルによるガザ地区の完全封鎖による物資や人の出入り制限に起因するガザ地区の経済成長の

鈍化が、パレスチナ全体の経済成長を抑制している。2018 年の実質国内総生産（Gross Dometic 

Product、以下、「GDP」という。）成長率は 0.9％であり、2017 年の GDP 成長率 3.1％を下回っ

た33。西岸地区における 2018 年の GDP 成長率は 3.1％で、2017 年の 8.5％よりも下降している。

ガザ地区では 2018 年の GDP 成長率は－6.9％で 2017 年の－12.5％よりもやや回復したが、依然

としてマイナス成長である（図 1-7 参照）。ガザ地区においては、パレスチナにおける 1 人当り

GDP は、2017 年から 2018 年にかけてマイナス傾向で、西岸地区では 0.8％のわずかにプラス成

長、ガザ地区では－9.5％のマイナス成長となっており、西岸地区とガザ地区では生活水準に大き

な格差が生じていることが分かる（図 1-8 参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-5 実質 GDP 成長率           図 1-6 実質一人当り GDP 
 
 
 

2018 年のパレスチナにおける失業率は

30.8％であった（西岸地区は 17. 6％、ガザ地区

は 52.1％）。ガザ地区では、イスラエルによる

封鎖の影響による労働市場と経済環境の悪化に

より、52.1％という世界水準よりも遥かに高い

失業率となっている34。特に、ガザ地区の女性と

若者（15～24 歳）の 2017 年の失業率はそれぞ

れ 68.9％と 64.6％と深刻な状況に陥っている

（表 1-6 参照）。 

                                                        
32 Health department annual report 2018. UNRWA 2019. 
33 Palestine Monetary Authority (PMA), 2019. Annual Report 2018. 
34 Ibid. 

パレスチナ 西岸地区 ガザ地区 
パレスチナ 西岸地区 ガザ地区 

パレスチナ 西岸地区 ガザ地区

パ
ー
セ
ン
ト
 

パ
ー
セ
ン
ト
 

図 1-7 失業率 



12 
 

表 1-6 労働市場統計（2016 年、2017 年） 

項目 
パレスチナ 西岸地区 ガザ地区 

2016 年 2017 年 増減 2016 年 2017 年 増減 2016 年 2017 年 増減

人口（15 歳以上）（千人） 2,930 3,024 3.2 1,853 1,909 3.0 1,076 1,116 3.6

労働力人口（千人） 1,341 1,375 2.5 845 870 2.9 496 505 1.7

雇用者数（千人） 981 997 1.7 574 582 1.4 289 284 -1.7

失業者数（千人） 361 377 4.6 154 157 2.1 207 220 6.4

就労率 45.8 45.5 -0.3 45.6 45.6 0.0 46.1 45.2 -0.9

男性（25 歳以上） 71.6 71.2 -0.4 72.8 72.9 0.1 69.6 68.3 -1.3

女性（25 歳以上） 19.2 19.0 -0.3 17.6 17.5 -0.1 22.0 21.6 -0.4

若者（15～24 歳） 32.8 32.3 -0.5 33.5 32.8 -0.7 31.6 31.4 -0.2

失業率 26.9 27.4 0.6 18.2 18.1 -0.1 41.7 43.6 1.9

男性 22.2 22.3 0.1 15.5 14.9 -0.6 34.4 35.8 1.4

女性 44.8 47.4 2.6 29.8 31.8 2.0 65.3 68.9 3.6

若者 41.7 43.3 1.6 29.8 30.1 0.3 61.5 64.6 3.1

就労比率（対人口）  37.3 37.4 0.1 26.9 25.5 -1.4

男性  61.6 62.1 0.5 45.7 43.8 -1.9

女性  12.4 11.9 -0.5 7.6 6.7 -0.9

若者  23.5 22.9 -0.6 12.2 11.1 -1.1

出典:  The situation of workers of the occupied Arab territories. ILO 2018. 

 

 産業構造としては、2017 年の GDP 構成比で農・漁業 2.8％、工業 13.0％、建設業 6.5％、商

業・外食産業・ホテル業 20.4％、運輸・通信業 5.7％、サービス業 37.3％と第三次産業が半分以

上占めている35。2017 年の産業別成長率は、農・漁業と運輸・通信業はマイナス、その他はプラ

ス成長であった。就労人口の 66.4％を占めるサービス業の GDP 成長率の寄与度が 7.3％のみで、

雇用創出ポテンシャルは限定的となっている36。 

 

表 1-7 パレスチナの産業別 GDP 成長率と就労人口比率（2017 年） 

 
年間 
成長率 

GDP 
シェア率 

GDP 成長

寄与度 

就労人口比率 

合計 男 女 

農業・漁業・林業 -5.7 2.8 -5.6 6.5 6.3 7.7 

運輸・通信 -3.1 5.7 -6.0 7.1 8.1 2.5 

サービス業 0.6 37.3 7.3 38.7 33.0 66.4

製造業・鉱業・採石業 2.2 13.0 9.0 13.9 14.5 10.8

税収 5.4 14.3 24.1 - - - 

建設業 6.3 6.5 12.6 10.6 12.6 0.8 

商業・外食産業・ホテル業 9.6 20.4 58.5 23.1 25.4 11.8
出典: The situation of workers of the occupied Arab territories. ILO 2018.  

                                                        
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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1-2 無償資金協力要請の背景及び概要 

パレスチナでは 2017 年時点で妊産婦死亡率が 15.7（出生 10 万対）、5 歳未満児死亡率が 13.9

（出生千対）、及び平均余命が 73.13 となるなど、1990 年（それぞれ 118、43、68.08）と比較

して著しく改善したものの、疾病構造の変化により、循環器系疾患、癌、脳血管疾患等を合わせ

た NCDs が死亡原因の 7割以上を占め、母子保健関連疾患のそれを上回っていることが確認され

た（2016 年世界保健機関（WHO37））。この背景として、NCDs 対策が遅れており、また診療環

境の整備不足から、NCDs 患者等をパレスチナ自治区外の医療機関へ紹介・移送せざるを得ない

ケースが常態化し、その件数が増加の一途を辿っていることが挙げられる。これら自治区外での

診療費用は自治政府の保健財源から支出され、2017 年の公的保健支出の 37％を占めており、保

健財政逼迫の主要因となっていた。 

こうした状況の下、パレスチナ政府は「国家保健戦略（2017-2022）」を策定し、NCDs 予防の

啓発推進、NCDs 死亡率低減や重症化防止のための早期発見、医療サービス向上等の実現に加え

て、二次及び三次病院におけるインフラ整備を掲げた。また、域外移送にかかるコストを削減し、

保健財政の正常化を目指している。 

本計画の実施は、パレスチナの拠点病院にて主に NCDs 診療に必要な医療機材を整備すること

で、これら NCDs 対策に係る課題解決を図ることを目的として、パレスチナにおける医療サービ

スの強化と質を向上させることにより、NCDs の早期発見、早期治療を実現し、パレスチナの

人々の健康増進に貢献することが期待されている。 

独立行政法人国際協力機構（以下、「JICA」という。）は協力準備調査のため、2019 年 4 月 5

日から 5 月 4 日まで調査団を現地に派遣し、パレスチナ政府関係者と協議を行うと共に、計画対

象地域における現地調査を実施した。帰国後の国内作業の後、2019 年 10 月 11 日から 10 月 26

日まで実施された準備調査報告書案の現地説明を経て、本準備調査報告書を取りまとめた。 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
37 World Health Profile 2015 Palestine (http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_18926.pdf?ua=1) 
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1-3 我が国の援助動向 

 パレスチナに対する保健医療分野での我が国の技術協力と無償資金協力の実績を以下に示す。 

 
 

表 1-8  我が国の技術協力の実績（保健医療分野） 
協力内容 実施年度 案件名/その他 概要 

技術協力プ

ロジェクト 

2005～2008
年度 

母子保健に焦点を当

てたリプロダクティ

ブ ヘルス向 上プロ

ジェクト 

母子保健行政やサービスの機能を強化するとともに、

女性に対する家庭訪問や男性・若者に対するワーク

ショップにより、母子保健・リプロダクティブヘルス

に関する啓発を支援し、難民が多数を占める同自治区

全域における女性と子供の健康の改善を目指した。 

2008～2012
年度 

母子保健リプロダク

ティブヘルス向上プ

ロジェクトフェーズ 2

初のアラビア語母子手帳を開発。母子健康手帳国家調

整委員会（NCC）の設置による制度化の基礎づくり、

同国全土での母子健康手帳の活用、母子保健従事者へ

の技術訓練を支援した。 

 

表 1-9  我が国の無償資金協力実績（保健医療分野）（単位：億円） 

実施年度 案件名 
供与 

限度額 
概要 

2017 年度 

パレスチナにおける

障害児・発達障害児に

対する早期発見・治療

改善計画（UNICEF連

携） 

5.04 億

円 

パレスチナの公立病院における新生児医療の質の向上、

障害児・発達障害児の早期発見・早期治療精度の改善、

障害児・発達障害児に対する行政サービスの向上、障害

児を取り巻く差別をなくすための正しい知識の普及活

動を実施することにより、パレスチナ自治政府が「国家

児童発育政策」の重点項目として掲げている、障害児・

発達障害児の早期診断と療育支援体制作りに向けた努

力を支援することを目的とした。 

2018 年度 

ガザ地区におけるパ

レスチナ難民キャン

プ診療所への太陽光

発 電設備設 置計画

（UNRWA 連携） 

4.95 億

円 

深刻な電力不足に直面しているガザ地区において、同地

区にある UNRWA 運営の診療所等に太陽光発電設備を

設置することにより、電力の安定的な供給を通じた当該

診療所における医療サービスの向上の実現を図り、パレ

スチナ難民の和平志向の民意の強化及び民生の安定と

向上に寄与することを目的とした。 

※有償資金協力による協力実績はない。 
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1-4  他ドナーの援助動向 

 近年は、シリアや周辺諸国における危機によりドナー支援は顕著に減少傾向にあることに加え、

2017 年のトランプ大統領就任以降、米国の親イスラエル外交によるパレスチナへの支援額の大幅

削減（年間 200 億円超の削減）、また、パレスチナ難民を支援する UNRWA への拠出金が停止さ

れるなど 、パレスチナ全体として財政難や資金不足への影響がある。 

保健セクター支援として目立つところでは、主に WHO や USAID が保健システム強化にかか

る技術支援等を、日本、イタリア開発協力機関、イスラム銀行（Islamic Bank）が病院建設や機

材整備を、UNFPA がマンモグラフィーの導入等による乳がん検診の推進等を行ってきている 。

ガザ地区の保健セクターにおける主要ドナーは、WHO、国際赤十字（ICRC）、国境なき医師団

（MSF）、Medical Aid for Palestinians（MAP）-UK 、カタール、イスラム銀行等であるが、

多くは機材や物資等の支援である 。 

また、本事業対象 4 病院へのドナー支援の状況も西岸地区とガザ地区では異なっている。西岸

地区のラフィディア外科病院では現在、イタリア開発協力機関より、がんユニット設立のための

支援が行われている。内容は特に乳がん検診のための機材供与とトレーニングであり、今年中に

終了する見込みである。また、救急センターの建設に対して地元コミュニティからの支援、一部

医療機材への支援が UNFPA やノルウェーからあり、いずれも小規模とのことであったが、複数

のドナー支援があることが伺えた。ガザ地区のナセル・メディカル・コンプレックスについては

緊急センターの建設に対して赤十字と MSF から、整形外科部門への支援が WHO からあるとの

回答が得られた一方で、インドネシア病院とヨーロッパ・ガザ病院については目立った支援はな

い。 

パレスチナにおける二次病院の建設や機材整備の計画は基本的にドナー支援に依拠しており、

政府から複数のドナーに広く要望が出され、それに対して支援が得られた病院や分野から少しず

つ増築、改築、機材整備を行っている経緯が垣間見られる。そのために、支援金確保から 5、6 年

以上の長期間を経てようやくプロジェクトが完了することもあれば、途中で支援金が足りずに頓

挫し開設にまで至らない公立病院もいくつか存在する。特に西岸地区においては、病院の建設、

増設、機材整備計画に対するドナー支援の動向は流動的であり、今後のプロジェクト実施にあた

り注視が必要である。 

西岸地区において、多くの病院の建設、増設、機材整備に関わるイタリア開発機関によれば、

NCDs 対策支援を主眼とした機材供与を行う予定であり、マンモグラフィー、超音波検査機、生

体検査装置、吸引式組織生検装置等が含まれるとのことであった。現時点では、ラフィディア外

科病院に対する供与機材は本プロジェクトで想定される供与機材と重複はないものと判断される

が、今後、同機関による支援内容を再検証の上、重複を防ぐこと、さらに本プロジェクトと相乗

効果がでるような形の協力が行えるよう検討を行うことが望ましい。マンモグラフィーの導入と

共にトレーニングを行った経験を有する同機関からは、婦人科部門だけでなく全体的に機材メン

テナンス技術と共に医療診断技術についても問題があると指摘されており、メンテナンス技術や

医療診断技術についてのトレーニングの有用性が認識された。 
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第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

(1) 保健省の組織体制 

パレスチナにおける保健行政は 1 名の保健大臣をトップとし、その下に、それぞれ西岸地区と

ガザ地区を担当する副大臣が 1 名ずつ任命され、双方の副大臣の下、若干異なる行政形態により

保健サービスの提供を行っている。西岸地区においては、副大臣監督下に 14 の主要な部局が存在

し（図 2-1）、それぞれ保健サービスの運営管理を担っており、二次、三次病院におけるサービス

を管轄するのは病院局（General Directorate of Hospitals）である。一方、病院への医療機材の

供給やメンテナンスを担う部署として、大臣直属下にサービス供給ユニット（Service 

Procurement Unit）がある。一方、ガザ地区保健庁は西岸地区保健庁とは組織図が異なり、副大

臣管轄下の各部局は 8 つある（図 2-2）。この内、二次、三次病院におけるサービスを管轄するの

は副大臣下の病院局（General Directorate of Hospitals）であり、医療機材のメンテナンスを担

うのはエンジニアリング・メンテナンス局（General Directorate of Engineering and 

Maintenance）である。 

 

 

図 2-1 西岸地区保健庁組織図 
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図 2-2 ガザ地区保健庁組織図 

 

かなり中央集権的な様相を呈する一方で、ファタハ政権とハマス政権の関係悪化の影響もあり、

西岸地区とガザ地区の両地区を統一する行政管理体制はとられていない。そのため、ガザ域内で

保健行政関連機関に働きかけを行う場合には、その内容についてガザ地区保健庁の了解を得た上

で、西岸地区保健庁の承認も得なければならない。 

 

(2) 対象病院における組織・人員 
【ラフィディア外科病院】 

ラフィディア外科病院は西岸地区北部のナブルス県に位置し、図 2-3 にあるような組織図

の下、医療職員 459 名（医師 81 名、看護師 201 名、検査技師 27 名、放射線技師 17 名、臨

床研修医 80 名等）および事務職員 109 名の合計 568 名の職員を抱える（2018 年次の値）。

医療職員については 2014 年の 418 名から増加しているものの、患者数はそれ以上に増加し

ている。西岸地区における各公的病院への職員配置や増員は西岸地区保健庁により行われる

が、ラフィディア外科病院についても例外ではなく、年度ごとに病院から保健庁に増員を要

請し、それに対して必ずしも希望通りの職員配置が行われるわけではない。また、民間病院

で副業を持つ医療職員も複数名いるとのことであった。 

 

 



18 
 

 

図 2-3 ラフィディア外科病院組織図 

 

 

表 2-1 ラフィディア外科病院職員数と推移（2015 年-2018 年） 

出典：ラフィディア外科病院への質問票、及び聞き取りに基づき作成。 

 

 

【ヨーロッパ・ガザ病院】 

ヨーロッパ・ガザ病院はガザ地区において、診療科の数からアル・シーファ病院に次ぐ規

模の機能を持つ病院であり、病床数もアル・シーファ病院、ナセル・メディカル・コンプレッ

クスに次いで多い（表 1-5 参照）。CT や MRI など高度画像診断機材も保有しており、他病院

からのリファラル患者も多い。図 2-4 のような組織体制の下、患者対応マニュアルや独自の

データベースを用いた診療記録等も適切に保管しており、比較的強固なマネージメント体制

を築いていると判断される。職員数 829 名のうち、医療職員が 600 名（医師 190 名、看護師

320 名、放射線技師 11 名等）、事務職員が 229 名となっている。2015 年には合計 732 名で

あった職員数は 2018 年には 829 名へと増加している。 

 

2014 22 54 195 32 21 17 7 1 1 12 105 68 535

2015 28 50 195 32 21 17 7 1 1 12 106 69 539

2016 27 50 196 32 22 17 7 1 1 12 107 73 545

2017 27 54 196 32 23 17 7 1 1 9 109 80 556

2018 27 54 201 32 27 17 7 1 1 12 109 80 568
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図 2-4 ヨーロッパ・ガザ病院組織図 

 

 

表 2-2 ヨーロッパ・ガザ病院職員数と推移（2015 年-2018 年） 

 

出典：ヨーロッパ・ガザ病院への質問票、及び聞き取りに基づき作成。 

 

【ナセル・メディカル・コンプレックス】 

ナセル・メディカル・コンプレックスはハンユニス県の拠点病院として、比較的多くの診

療科と病床数を有する（表 2-3 参照）。図 2-5 にあるような組織図の下、医療職員 625 名（医

師 247 名、看護師 218 名、放射線技師 29 名等）、事務職員 225 名の合計 876 名の職員が在

籍する。職員数は過去数年の間に増加しており、2018 年には 1,000 人に達している。 
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図 2-5 ナセル・メディカル・コンプレックス 

 

 

表 2-3 ナセル・メディカル・コンプレックス職員数と推移（2015 年-2018 年） 

 
出典：ナセル・メディカル・コンプレックスへの質問票、及び聞き取りに基づき作成。 

 

 

【インドネシア病院】 

2015 年 12 月に設立されたインドネシア病院は比較的新しく、職員の多くはその時に新規

採用された者ではなく他病院から異動してきた者である。過去の記録類が適切に保管されて

いなかったことにより、2017 年以前の職員数は不明となっているが、これは設立まもなく患

者が急増したことにより、それに対応できるだけの事務管理運営能力を病院が有していな

かったことによる。そのため、機材供与にあたり、当病院への適切な数の職員配置と一層の

マネージメント強化支援をガザ地区保健庁に依頼した。 

2018 年の職員数は、医療職員 316 名（医師 95 名、看護師 143 名、検査技師 25 名、放射

線技師 25 名等）を含め、合計 437 名と、診療科の少なさに対して（内科、外科、外来等。表

1-5 参照）多くの職員を抱える。ガザ地区保健庁によれば、「インドネシア病院は設立以来患
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者が年々増加しており、職員増員の要望も大きい」とのことであった。実際に 2018 年度の

データでは、ガザ地区内の病院の中では外来（一般および救急）患者数がアル・シーファ病

院、ナセル・メディカル・コンプレックス、ヨーロッパ・ガザ病院に次いで多い（表 1-5）。

ガザ地区における各病院の職員増員は、病院からガザ地区保健庁に要望が行われ、さらにガ

ザ地区保健庁から西岸地区保健庁に要望が出されたうえ、職員給与への予算配分が行われて

いる。 

 

 

 

図 2-6 インドネシア病院組織図 

 

表 2-4 インドネシア病院職員数（2018 年） 

 

出典：インドネシア病院への聞き取りに基づき作成。 

 

 

2-1-2 財政・予算 

(1) 保健セクター 

パレスチナの 2017 年度の公的保健予算及び支出は下表のような構成になっている。予算

の 51％、支出の 37％を給与支払いが占めており、これについての支払い遅延（債務）はな

い。一方、域内公的病院以外への支払い額は、2015 年以降減少傾向にあるとはいえ、未だに

予算の 25％、支出の 37％を占める。また、残った部分（予算の 24％、支出の 27％）が医薬
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品、医療証文品の購入、ランニングコスト等に充てられている。 
 

表 2-5 パレスチナ総保健予算及び支出（2018 年） 
（単位: NIS） 

 

出典：Ministry of Health, State of Palestine. (2019). Health Annual Report 2018. 
注：間接支出とは、前年度に執行され今年度予算から差し引かれたもの 

 

パレスチナの保健予算は人口比に応じ、約 5 分の 3 が西岸保健庁に、残りの約 5 分の 2

がガザ保健庁に振り分けられる。西岸およびガザ地区にある各公的病院の予算総額、及び費

目毎の予算額は、毎年、病院からそれぞれの保健庁に要望が出されるものの（西岸の病院か

らは西岸地区保健庁に、ガザの病院からはガザ地区保健庁に）、それを基に実際の予算を配

分するのは双方の保健庁の権限となっている。職員の給与、機材のメンテナンスに係る費用

は保健庁から直接支払われ、また、医薬品や医療消耗品は中央倉庫から供給されており、各

病院の裁量で自由に使える予算はほとんどない38。 

 

 
出典：Ministry of Health, State of Palestine. (2019). Health Annual Report 2018. 
   Ministry of Health, State of Palestine. (2018). Health Annual Report 2017. 
   Ministry of Health, State of Palestine. (2017). Health Annual Report 2016. 
   Ministry of Health, State of Palestine. (2016). Health Annual Report 2015. 
   Ministry of Health, State of Palestine. (2015). Health Annual Report 2016. 

 

図 2-7 総保健予算及び支出、累積債務額の推移（2014‐2018 年）（単位：NIS） 

                                                        
38 ナセル病院関係者によれば、月額 USD2,000 程度とのこと。 

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

年間保健予算 年間保健支出 累積債務額

職員への給与 -                         856,189,013         856,189,013          48% 856,189,016        -                            856,189,016       49%

公的病院以外への支払い 415,425,191      447,093,546         862,518,737          25% 52,049,726          539,956,236          592,005,962       34%

薬品、医療消耗品への支払い 190,272,163      312,454,858         502,727,021          18% 33,627,691          185,305,852          218,933,543       13%

資金・ランニングコスト 20,914,403        151,557,805         172,472,208          9% 10,353,412          65,957,688            76,311,100         4%

合計 626,611,757     1,767,295,222    2,393,906,979     100% 952,219,845      791,219,776        1,743,439,621  100%

予算 支出

前年度までの繰

り越し額
年度予算 予算総額 ％ 間接支出* 直接支出 総支出額 ％
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 (2) 保健医療施設の予算 

上記のように、職員の給与、機材のメンテナンスに係る支出は保健庁の権限となっており、

医薬品や医療消耗品は中央倉庫から供給されているため、各病院の裁量で自由に使える予算

はほとんどない。そのため、病院には病院の活動運営や資機材購入に費やした経費の正確な

記録はない。 

 

2-1-3 技術水準 

(1) 診療実績 
【ラフィディア外科病院】 

表 2-6 に明らかなように、ラフィディア外科病院の外来患者数は西岸地区において PMC、

クイーン・アリア病院に次いで 3 番目に多く、病床数も 4 番目に多い。また、病床稼働率は

99.7％と高い。患者数は年々増加傾向にあり、外来患者数は 2015 年の 168,037 人から 2018

年には 216,068 人に、入院患者総数は 29,247 人から 30,332 人に増加している。また、検査

数も増加しており、CT など高度画像診断機材による検査数も増えている（表 2-6 参照）。 
 

表 2-6  ラフィディア外科病院における外来・入院患者数、手術件数、検査数の推移 

 
出典：ラフィディア外科病院のデータベース、及び西岸地区保健庁発行の各年次報告書に基づき作成。 

注：*表にあげた診療科以外にも外来患者や入院患者を受け付けている科があり、それらも含めた総数。 
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【ヨーロッパ・ガザ病院、ナセル・メディカル・コンプレックス、インドネシア病院】 

ヨーロッパ・ガザ病院についても、外来、入院患者数、手術件数、検査数等、着実に増加し

ており、特に CT や MRI 等高度画像診断機材による検査数が目立って増加している（表 2-7

参照）。 
ナセル・メディカル・コンプレックスも外来、入院患者数共に微増傾向にあるが、インド

ネシア病院、ヨーロッパ・ガザ病院における増加率に比べて大きな推移はない（表 2-8 参照）。

ガザ地区保健庁によれば、近年インドネシア病院の患者数が急増しており、外来患者数はア

ルアクサ病院に次いで多い（表 1-5 参照）。インドネシア病院は診療記録を行うデータベース

に不備があり、患者数等の集計が適切にできていない問題があるが、抽出可能な記録を見る

限り、外来患者、手術件数、検査数共に徐々に増加していることが伺える（表 2-9 参照）。 

 
 

表 2-7  ヨーロッパ・ガザ病院における外来・入院患者数、手術件数、検査数の推移 

 
出典：ヨーロッパ・ガザ病院のデータベースから数字を抽出。 

注：*表にあげた診療科以外にも外来患者や入院患者を受け付けている科があり、それらも含めた総数。 
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表 2-8  ナセル・メディカル・コンプレクスにおける外来・入院患者数、手術件数、検査数の推移 

 
出典：ナセル・メディカル・コンプレックスのデータベースから数字を抽出。 
注：*表にあげた診療科以外にも外来患者や入院患者を受け付けている科があり、それらも含めた総数。 

 

 

表 2-9  インドネシア病院における外来・入院患者数、手術件数、検査数の推移 

 
出典：インドネシア病院の記録から数字を抽出。 

注：内科には小児科、腎臓科、心臓科等が含まれ、外科には泌尿器科、整形外科等が含まれる。 

　 2014 2015 2016 2017 2018

　内科 ‐ 3,227             18,800           19,200           23,440          

  外科 ‐ 16,367           17,500           23,900           N/A

　救急 ‐ 105,500        108,500        102,900        110,000       

　内科 ‐ 3,888             4,150             4,500             4,400            

  外科 ‐ 2,917             3,250             4,100             3,480            

　一般外科 ‐ 890                1,140             1,300             N/A

　整形外科 ‐ 1,090             1,200             1,500             1,300            

　泌尿器科 ‐ N/A N/A 220                128               

　血管科 ‐ N/A 137                250                513               

　　臨床検査 ‐ 460,471        494,727        550,300        689,778       

　　CT　 ‐ 8,142             8,269             11,671           15,701          

　　内視鏡 ‐ N/A N/A N/A N/A

　　病理検査 ‐ 6,595             5,970             6,210             7,355            

外来患者

入院患者

手術

検査
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 (2) 医療従事者研修 

本計画の実施に歩調を合わせ、非感染症分野の人材育成に係る技術協力プロジェクトが計

画されている。このプロジェクトでは、①画像診断や病理診断の診断能力の向上、②緩和ケ

アやリハビリテーションに係る治療技術の向上、そして③病院管理マネージメントや院内感

染対策のための院内マネージメント能力の向上を目指す。この技術協力プロジェクトが実施

されることになれば、パレスチナの医療従事者の技術力の向上が図られることになる。本計

画と技術協力プロジェクトの相乗効果をもたらし、パレスチナにおける NCDs 対策が改善さ

れることが期待される。 

 

2-1-4 既存施設・機材 

(1) 施設 

1) ラフィディア外科病院 

 

図 2-8 ラフィディア外科病院敷地配置図 

救急棟

本館棟
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設立年：1976 年 敷地面積：5,000 ㎡、病床数は外科に 200 床 

西岸地区、ナブルス県に 1976 年、国立ラフィディア外科病院として設立された。現在の診

療科目は一般外来科、専門外科、心疾患科、小児科、産婦人科、眼科、火傷治療科及び救急

科が設置されている。西岸地区北部の拠点病院となっており、外来患者及びリファラル受け

入れも多くなっており、特に癌治療、心血管疾患治療の拠点として活動している。 

敷地南側に増築中の救急棟は地下階に MRI の設置、1 階には救急部門、2 階に血管造影撮

影装置などの高度医療機材が供与される計画である。この増築工事は段階的に進んでおり、

機材設置までには工事は完了する予定である。ラフィディア外科病院へ計画されている全て

の医療機材は、現在建設中のこの診療棟に設置されることになる。 

 

2) ヨーロッパ・ガザ病院 

 

図 2-9 ヨーロッパ・ガザ病院敷地配置図 

設立年：2000 年 敷地面積：6200 ㎡、病床数：247 床  

ヨーロッパ・ガザ病院は、ガザ地区南部及びラファ―県の拠点病院となっている。診療科

目は総合診療科、小児科、心血管科、カテーテルラボ、一般外科、専門外科、腫瘍科、眼科、

外来科となっており、病床数は 247 床ある。調査を行った病院では唯一汚水処理装置を有す

る病院で、発電装置、R/O 脱塩装置、軟水化装置、ボイラー、冷房用チラーなども稼働して

いる。供与機材の多くは既存医療機材の入れ替えが多いため、電力負荷の増加は少ない。世

銀による援助にて病院の屋根にソーラー発電装置（ピーク時 250kw）を設置する計画が進行
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中で、日中の発電により電力を補完する。 

 

3) ナセル・メディカル・コンプレックス 

 

 

図 2-10 ナセル・メディカル・コンプレックス敷地配置図 

設立年：2000 年 敷地面積：50,000 ㎡、病床数；270 床  

ガザ地区南部ハンユニス県の拠点病院。診療科目は総合診療科、小児科、心血管科、一般

外科、産婦人科、外来科となっている。 

産科棟は 2019 年 2 月に竣工、開院した。 

日本大使館の支援で WHO が発電ピーク時に 250KW のソーラー発電設備を医薬品倉庫の

屋根に設置を完了し、2019 年 2 月から稼働している。このソーラー発電設備はバッテリーを

備えていないタイプのため、日中発電された電力を直接病院に送電し、一般電力を補完して

いる。 
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4) インドネシア病院 

 

 

図 2-11 インドネシア病院敷地配置図 

 

設立年：2012 年 4 月に地下階、1 階、2 階が完成し開院し、3 階 4 階を現在増築している。  

敷地面積：16,260 ㎡、病床数 110 床。建物形状がエルサレムにある「岩のドーム」基部の

八角形を模したデザインと言われている。 

ガザ地区北部ガザ県バヒットラヒヤの拠点病院であり、診療科目は総合診療科、一般外科、

外来科となっている。地下階には倉庫、滅菌室、食堂、厨房、洗濯室、1 階には中心部に X

線、CT、薬局、臨床検査室、建物外周には ICU、手術室、救急部、理学療法室、2 階には入

院部門が配置されている。現在既存病院の上に 3 階、4 階の病棟を建設中であり、ドラフト

説明時の 2019 年 10 月には 3 階、4 階部分の外壁躯体工事が完了し、外壁仕上げ工事及び屋

根スラブ工事が進行中となっていた。 

病院敷地北側の 5,000 ㎡の敷地が政府から病院増築用地として提供され、現在既存建物が

解体され、敷地の整地作業が進行中であった。現在この敷地をどのように使い増築工事を行

うか検討中であり、施設建設資金はカタールから支援が得られることになっているとの説明

があった。 
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(2) 医療機材 

1) ラフィディア外科病院 

画像診断部門：アナログ一般 X 線撮影装置 2 台、デジタル X 線撮影装置 1 台、歯科パノラ

マ撮影装置 1 台、超音波診断装置 1 台、CT スキャン 1 台が整備されている。アナログ X 線

撮影装置は 2004 年に購入されたが、メンテナンスを続け使用されている。2019 年の初めか

ら PACS、HIS が導入されており、全ての公的病院の診断画像や患者情報が PMC のサーバー

に送られ、どの病院からアクセスしても情報を見ることができる。そのため、他病院にリ

ファーしても、画像やカルテを持参する必要が無い。患者の識別には国民 ID を使って全ての

情報を管理している。 

救急部門：2019 年 1 月に改修工事を行った。救急部門に専用のデジタル一般 X 線撮影装

置がある。CT 撮影が必要な場合は、エレベータで地下に搬送する。 
ICU、手術部門：全部で 9 つ整備されている。ICU は 10 ベッドあり、うち 2 部屋が隔離

部屋となっている。全ての患者監視装置は ICU 室の中央にあるナースステーションのセント

ラルモニターとつながっており、患者の状態をリアルタイムで観察している。ICU 機器の多

くが 2010 年に整備されているが、どの機材も問題なく使用されている。 

 

ラフィディア外科病院からはカテラボ、心臓手術用機材、CCU 向け機材が要請されている

がいずれも既存機材は存在しない。現在これら部門用の建物を建築中（ローカルからのドネー

ション）であり、本案件により機材が据え付けられた時点で使用を開始する予定である。な

お、既存施設で使用している既存機材を新設の建物に移設する計画は無い。 

 

2) ヨーロッパ・ガザ病院 

ガザ地区の対象 3 病院の中では一番規模が大きく、機材も充実している。 

画像診断部門：MRI は 2014 年に保健庁の予算で購入した。5 年間のメーカー保証を付け

ていたが、2019 年初めに 5 年間のメーカー保証が切れている。現在はメンテナンス契約を結

んでいるが、スペアパーツ交換や液体ヘリウム充填などは含まれていない。液体ヘリウムが

蒸発しているため充填が必要である。現地代理店とは液体ヘリウム購入の契約を交わしてい

るが、イスラエル側からの輸送許可が下りず 2 か月以上放置されていた。その後、イスラエ

ル側からの許可が下りたため、2019 年 10 月時点では正常に稼動している。MRI 以外には超

音波診断装置 2 台、アナログ一般 X 線撮影装置 1 台、デジタル一般 X 線撮影装置 1 台（CR

タイプ）、モバイル X 線撮影装置 2 台、CT スキャン 1 台が設置されている。撮影した画像

はサーバーに保存し病院全体で見ることができる。しかし、サーバー容量が不足しているた

め、カテラボのデータは共有することができていない。 

カテラボ：2004 年に 1 室が増設されカテラボは 2 室ある。2011 年に血管撮影装置 1 台が

故障したがモデル廃盤によりスペアパーツの調達ができなくなったため、現在稼働している

のは 1 室のみである。カテラボの構成品は、シングルプレーン血管撮影装置（天吊型）、造
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影剤注入器、除細動器、患者監視装置、ポリグラフである。カテラボの隣には回復室と病室

（2 ベッド）があり、バルーン手術を受けた患者は 1 日入院するが、それ以外の患者は 6 時

間ほど休息して退院している。 

眼科：外来受付の隣に眼科診察室が 6 室ある。スリットランプなどの診察機材が揃ってお

り、患者であふれかえっている（外来患者約 120 人/日＋緊急患者約 30 人/日）。眼科専用の

手術室が一室あり、白内障手術などを行っている。白内障手術装置が 1 台あるが、製造から

10 年以上が経過しており、老朽化が進んでいる。 

内視鏡部門：内視鏡専門の病室、検査室 2 室がある。上部消化器官用と下部消化器用で部

屋が分かれている。自動内視鏡洗浄装置はないため、桶に消毒液を浸して消毒している。 

検査部門：生化学分析装置 2 台、自動血球分析装置 4 台、血液凝固計 2 台、電解質分析装

置 2 台など必須機器は整備されている。遠心分離機は 1 台のみ稼動しているが、スイングロ

ーターがなく、さらにチューブサイズに合ったバスケットではないため使い勝手が悪い。 

滅菌・洗濯部門：ランドリーはヨーロッパ・ガザ病院以外に 2 病院分をカバーしている。

業務用大型洗濯機 3 台、業務用大型乾燥機 3 台が整備されているが老朽化により洗濯機 2 台、

乾燥機 2 台のみが稼動している。洗濯機の 1 台は感染症専用として使用されている。滅菌部

門では滅菌器 2 台（1 台大型、1 台中型）が稼動している。病院全体の滅菌物を滅菌してい

るため容量が足りず、大型滅菌機は 1 日に 12 回程度稼動している。 

 

3) ナセル・メディカル・コンプレックス 

画像診断科：一般 X 線撮影装置 2 台（アナログ）、マンモグラフィー1 台、パノラマ歯科

撮影装置 1 台、超音波診断装置 2 台を所有している。超音波診断装置に TEE プローブ（経

食道心エコー用）は付いておらず、1 台は調達から 17 年、もう 1 台も 8 年が経過しており老

朽化が激しい。 

透析科：25 台の透析装置が整備されている。常に患者で溢れかえっており、電気の供給

状況や順番待ち患者は深夜や早朝などの透析を余儀なくされている。うち 8 台はメーカー推

奨の上限稼働時間 20,000 時間を超えており、故障のリスクが高い。また、緊急患者用（ICU

向け）の透析を計画しているが、ICU 室に RO 水の給水設備が無いため、緊急患者は一般透

析患者と一緒に透析を受けており、感染リスクが高い状態である。 

内視鏡科：内視鏡検査室が 2 室あり、上部消化管内視鏡と下部消化管内視鏡を所有してい

る。気管支鏡の内視鏡本体は所有しているが、光源やモニターなどの専用ユニットが無い。

そのため、消化管内視鏡のユニットを使いまわしており、内視鏡検査を待つ多くの患者がい

る状況である。内視鏡消毒機は洗浄後に薬液に浸す古いタイプを使用している。 

検査科：生化学分析装置や遠心分離機が整備されている。生化学分析装置を 2 台所有して

いるが、1 台は故障中、もう 1 台は調達から 10 年以上が経過しており更新の必要性が高い。 

滅菌・洗濯部門：2014 年までガザ地区全域の病院（現在は主にナセル・メディカル・コン

プレックスとアルアクサ病院）の洗濯を行っていたため、業務用大型洗濯機 6 台、業務用大
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型乾燥機 3 台が整備されている。しかし現在稼働しているのは洗濯機 2 台、乾燥機 1 台のみ

である。洗濯用には真水が必要であるが、隣接するボイラー室の RO 水製造装置が故障して

いるため、塩分含有量が高い井戸水を使用せざるを得ず、洗濯機内部の錆による故障・放置

の原因となっている。 

 

4) インドネシア病院 

画像診断部門：X 線透視撮影装置 1 台、モバイル X 線撮影装置 1 台があり、正常に稼働し

ている。一般 X 線撮影装置が故障しているので、X 線透視撮影装置で一般撮影も行っている。

胸部撮影用にはモバイルX線撮影装置と故障した一般X線撮影装置の構成品であるブッキー

スタンドを用いて撮影している。CR リーダー、CR プリンターが整備されているが、プリ

ンターはフィルムが調達できないため使用していない。撮影した画像は院内 LAN で接続さ

れたコンピュータで共有している。CT は 64 スライスで（2015 年製造）正常に稼働してい

る。5 年保証期間中であるため、毎月現地代理店技術者がメンテナンスに訪れている。 

内視鏡部門：病院内に内視鏡検査室は配置されているが、所有している上部消化管内視鏡

1 本と下部消化管内視鏡 1 本は故障している。そのため、内視鏡検査を必要とする患者は全

てアル・シーファ病院にリファーしている。 

ICU、CCU：10 ベッド配置されているが、ICU と CCU は区別していない。1 ブースの構

成品はベッド、輸液ポンプ、シリンジポンプ、人工呼吸器、患者監視装置である。患者監視

装置はナースステーションのセントラルモニターにつながっている。 

検査部門：生化学分析装置、自動血球計数装置、血液凝固計、電解質分析装置など基本的

な機材が整備されている。多くの機材が据付後 3～4 年程度経過しているが問題なく使用さ

れている。 

滅菌・洗濯部門：家庭用洗濯機 3 台、大型業務用洗濯機 1 台、大型業務用乾燥機 1 台、シ

ーツ用大型アイロン 1 台、小型アイロン 1 台を所有している。業務用高圧蒸気滅菌機は 2 台

あり、容量は 250L と 500L である。250L の容量の滅菌機は稼働しているが、500L の容量

の滅菌機は老朽化のため故障している。 

 

2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

(1) ラフィディア外科病院 

 a) 電気設備 
本館棟： 

北部電力供給公社（Northern Electricity Distribution Company、以下、「NEDCO」とい

う。）のサブステーションより 11,000V にて受電し、敷地内にある変圧器室にある 2 台の変

圧器 630KVA（1000A）にて 3 相 380V に降圧され、病院内に 9 割（1130KVA- 1800A）並



33 
 

びに近隣住宅、住宅棟（4 階建）に約 1 割(120KVA-200A)の電力を供給している。 

電源のバックアップとして変圧器室隣にある発電機室には発電機が 3 台設置され、燃料タ

ンク容量は 2000 リットルとなっている。 

① 発電機 500KVA 

② 発電機 750KVA 

③ 発電機 450KVA 酸素発生装置専用 

1 台目と 2 台目の発電機は停電時には自動で始動する回路が組まれている。 

総電気容量は 700KVA あるが、ピーク時消費電力量は 500KVA との事であり、電力的には

十分な容量を持っている。 

また、X 線撮影装置、超音波診断装置、血液分析装置、サーバー室などの機器には個別に

UPS と AVR がビルトインで設置され、高額機器を停電並びに電圧変動の多い電気から守っ

ている。 

 
救急棟： 

救急科は新設棟の 1 階に位置している。CT スキャンが 2019 年 2 月に設置され、この 1 階

だけ単独で稼働している。 

MRI 設置予定の救急棟の地下階の変圧器室には 1,000KVA の変圧器が設置され、電力を供

給している。発電機は 350KVA が地下階に置かれているが、まだ設置位置が決まっていない

ため稼働できる状況になっていない。2019 年 10 月のドラフト説明時に確認したところ、発

電機の設置位置は MRI への振動、騒音を考慮し検討中となっていた。 

この建物は現在、地下階と 1 階の 2 階建てになっている。しかしすでに 2 階には心臓血管

外科、3 階に小児科が増築されることが決定され、渡り廊下工事が進行中であり、小児科の増

築工事は近々開始される予定とのこと。2019 年 10 月のドラフト説明時には、2 階の心臓血

管外科の躯体工事は完了し、外壁仕上げ並びに屋上防水工事が進行中であり、医療機材設置

時までには建設工事は完了予定となっている。 

MRI が設置される地下階は工事が進行中であり、カテーテルラボが設置される 2 階部分は

前述のとおり躯体工事が完了している段階である。このことから、当該部屋に設置される医

療機材への電源供給も建設工事の一環として工事されることで同意された。建設工事の進捗

状況は逐次コンサルタントに報告を行うことになっており、医療機材の機種の決定により載

荷荷重への対応、電気供給容量への対応、ケーブルピットの作成など必要な工事を調整しな

がら進めることが同意された。 

 

 b) 給水設備 

給水は全て市水（井戸水）に依存している。本館棟には 140 ㎥の地下水槽があり、屋上に

40 ㎥の消火栓用水槽を備えている。救急棟には 12 ㎥の水槽、5 ㎥の消火栓用水槽が設置さ
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れている。 

水質検査は年に 2 回保健省により実施され、飲料用に不適格となる塩素の含有量は基準値

以下であることが確認されている。 

 

 c) 汚水排水設備 

敷地内には汚水処理設備を建設できるほどの余裕がなく、公共下水設備への接続となって

いる。 

 

 d) 通信設備 

USAID の支援にて、本館棟に 50TB の容量のサーバー室が完備し、空調設備、

UPS(10KVA)+AVR が 2 重のバックアップ設備で守られている。西岸地区では、ラマッラに

ある保健省と 12 の公的病院のネットワークが光ファイバーで結ばれており、映像データの

共有が可能となっている。 

このネットワークは現地 IT ネットワーク会社 CMC 社により行われ、メンテナンスもこの

会社から派遣された社員が常駐し対応している。 

 

(2) ヨーロッパ・ガザ病院 

 a) 電気設備 

ガザ電力供給公社（GAZA Electricity Distribution Company、以下、「GEDCO)という。）

から 22000V の電力を敷地内の変電室にあるトランス（2000Amp‐1340KVA）で受電し、降

圧（3 相、380V）され電気室に給電されている。当病院での夏場のピーク時電力使用量は冷

房用のチラーを稼働させるため 1500Amp となっている。 

この電力のバックアップとして 5 台の発電機が設置されている。 

G-1 発電機 1500KVA  中古品 

G-2  発電機 1250KVA 

G-3  発電機 1000KVA  3000 時間稼働 

G-4  発電機 900KVA 

G-5  発電機 110KVA Cath Lab. 専用発電機 UPS は設置されていない。アル・シーファ

病院から移設。 

この発電機の内 G-3 と G-4 は近い将来（2019 年 7 月頃）、シンクロ化される予定である。

現在のピーク時電力使用量は 1500KVA のため、この 2 台の発電機がシンクロされることに

より、電力の供給（1900KVA）は問題ないことになる。 
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 b) 給水設備 

敷地内に井戸があるが、塩分濃度（2000TDS39）が高いため、断水時の緊急用にのみ使用

している。このため給水はイスラエルより供給されている市水（塩分濃度 160TDS）に依存

しており、65 ㎥の受水槽に溜め使用している。流し台では原水は通常の鉛色の配管に蛇口を

付けているが、R/O 処理した水は緑色の配管に蛇口が付いており、識別できるようになって

おり飲料も可能となっている。 

 

 c) 汚水排水設備 

敷地内に汚水処理設備があり、そこで曝気、沈殿ろ過、蒸発させた後に排水路に放流処理

している。 

 

 d) 通信設備 

病院内のネットワークは Wifi で構築されている。 

現在設置されている IT 機器の概要は以下の通り。 

サーバー  1TB   5 台 

NAS サーバー  32TB   1 台 

Wifi   Access Point  30 台 

デスクトップ  PC   20 台 

タブレット   Saumsung Galaxy Tab A 10.5”, 32 GB, (Wifi)   35 台 

画像診断機器で撮影した画像は RadiAnt DICOM Viewer にて見ることが可能となってい

るが、ライセンス契約をしているわけではなく、試用版を使用しているとの説明があった。 

 

 (3) ナセル・メディカル・コンプレックス 

 a) 電気設備 

GEDCO から 22,000V の電力を敷地内の変電室にあるトランス（2,000Amp‐1,340KVA）

で受電し、降圧（3 相、380V)にされ電気室に給電されている。C 棟の現在のピーク時電力使

用量は 1,000KVA であることから、MRI、X 線撮影装置などの供与機材の機種が確定した場

合、それらの電力使用量を加え再度ピーク電力使用量を確認し変圧器容量の過不足を検証す

る必要がある。 

電源のバックアップとして 2 台の発電機（1,275KVA）が設置され、停電時には自動発停装

置が設置されているが、2 台のシンクロナイズ化はまだ行われていない。発電容量は 2 台で

2,550KVA あり、ピーク時電力使用量は 1,000KVA であることから、発電量は足りている。

燃料タンクは日常用 4000 リットル、大型 6,0000 リットルが設置されている。 

                                                        
39 TDS: Total Dissolved Solids 総溶解固形物。東京の水道水は約 150TDS 程度。 
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 b) 給水設備 

敷地内にある 3本の井戸(深さ 80m)の内、C棟に近い井戸からくみ上げた水を使っている。

受水槽（40 ㎥）は原水のまま手洗い、トイレ用に使用する系統と R/O 処理した水を溜める水

槽 30 ㎥があるが現在 60 ㎥の受水槽を工事中である。 

 

 c) 汚水排水設備 

病院としての汚水処理装置は所有していないため、公共下水に直接放流している。 

 

 d) 通信設備 

病院内のネットワークは Wifi で構築されている。 

現在設置されている IT 機器の概要は以下の通り。 

サーバー  6TB   1 台 

Wifi   Access Point  6 台 

PC      200 台 

画像診断機器で撮影した画像は PACS にて読影が可能となっている。 

 

 (4) インドネシア病院 

 a) 電気設備 
ガザ地区の電力は 25％がガザ地区内発電所、60％がイスラエル、15％がエジプトから電力

供給されている。また、カタールからの支援で発電機用燃料が調達できていることにより、

ガザ地区では基本的に区画毎に 8 時間の停電ローテーションを実施し、8 時間停電すると、

16 時間の給電を繰り返すことにより電力不足に対処している。 

インドネシア病院では、GEDCO からの電力を街中の大型トランスから市中への配線ルー

トとは別に、直接に特別ルートで 11,000V にて配電されており、敷地際にある柱上トランス

（1000Amp – 670KVA）で降圧（３相、380V)にされ電気室に給電されている。このため計画

停電対象電力ラインとは違うため、計画停電対象になっていないことから、2 日に平均 1～2

時間の停電が発生しているとの説明であった。 

現在の病院全体のピーク電力使用量は 560KVA であるが、現在工事が進行中の 2 階、3 階

の増築工事が完了した場合 160KVA の電力消費量増加が見込まれピーク時の電力量は

720KVA になることから、柱上トランス容量 670KVA では容量が不足することになる。 

本計画によりデジタル X 線、高圧滅菌器、洗濯乾燥機などの電力消費量の多い機器が設置

された場合少なくとも 150KVA 以上の電力消費量が増えることになり、更にトランスの容量

が不足するため、増築工事、供与機材分の消費電力を加えた変圧器容量を持った変圧器に交

換が必要となる。 

電源のバックアップとして発電機が 400KVA、500KVA、640KVA の 3 台の発電機が設置さ
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れている。 

① 400KVA：使用時間 4704 時間、始動回数 3,486 回 英国製 燃料タンク容量 600l 

② 500KVA：使用時間 3338 時間、始動回数 3079 回 英国製 燃料タンク容量 700l 

③ 640KVA：使用時間 3224 時間 始動回数表示無し イタリア製 燃料タンク容量

1,000l 

(ア) と②が停電時に連携し自動起動できるようになっている。 3 台の発電機の発電容量

は 1,540KVA の電力を供給できることになるが、発電機が古いことから発電量はこの

80％程度との説明がり、最大 1,230KVA の発電量があることになる。 

インドネシア病院のピーク時電力使用量は 560KV、2 階分の増築工事完了により 160KVA

が追加で必要になる。さらにデジタル X 線、洗濯機、乾燥機などが追加されると 150KVA が

追加で必要なる。このためピーク時の電力使用量は 870KVA となるが、非常電源の接続先を

限定することにより発電容量は足りることになる。 

また、X 線撮影装置、超音波診断装置、血液分析装置、サーバー室などの既存機器には個

別に UPS と AVR がビルトインで設置され、高額機器を停電並びに電圧変動の多い電気から

守っている。 

 

 b) 給水設備 

敷地内にある 1 本の井戸(深さ 80m)から地下埋設の受水槽（48 ㎥）に給水し、ポンプにて

屋上の高架水槽（20 ㎥）に汲み上げ給水している。特に水処理は行われていない。 

 

 c) 汚水排水設備 

病院としての汚水処理装置は所有していないため、公共下水に直接放流している。 

 

 d) 通信設備 

サーバー室は地上階の病院管理部に設置され容量は 4TB あり、UPS も設置されている。

Wifi ルーターは 1 階のサービス部門に 2 台、地上階の中央診療部、救急部、ICU に 8 台、2

階の入院部門には 5 台設置され無線 LAN が使えるようになっている。Wifi ネットワークを

使用し、音声通話システム VOIP（Voice over Internet Protocol）を使用しスタッフ間のコ

ミュニケーションが可能となっている。X 線画像の共有化までは行えていない。 

 

 

 

2-2-2 自然条件 

パレスチナ地域は、地中海性気候と砂漠性気候の中間のような気候であり、雨季と乾季がある。

雨季は 10～4 月で、気温が下がり冷たい風が吹き、時に気温が零度以下になることもある。乾季
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は 5～9 月で、晴天の日が続き、気温が 35℃に達することもある。 

ナブルス市 

 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

平均最高気温 12.4°C 12.1°C 16.1°C 20.8°C 25.5°C 28.1°C 29.6°C 28.0°C 26.6°C 25.7°C 21.6°C 16.4°C

平均最低気温 6.2°C 6.1°C 8.2°C 11.8°C 15.2°C 17.4°C 18.8°C 19.1°C 17.5°C 16.4°C 13.8°C 9.3°C

平均降雨量 155mm 135mm 90mm 34mm 5mm 0mm 0mm 0mm 2mm 17mm 60mm 158mm

平均湿度 74% 75% 66% 55% 47% 50% 65% 62% 73% 62% 54% 69%

ガザ市 

 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

平均最高気温 18.3°C 18.9°C 21.1°C 24.4°C 27.2°C 29.4°C 30.6°C 31.7°C 30.6°C 28.9°C 25.0°C 20.6°C

平均最低気温 9.4°C 10.0°C 11.6°C 13.8°C 16.4°C 19.5°C 21.4°C 22.2°C 20.5°C 17.7°C 14.5°C 11.6°C

平均降雨量 104mm 76mm 30mm 13mm 3mm 1mm 0mm 1mm 3mm 18mm 64mm 81mm

平均湿度 85% 84% 83% 82% 84% 87% 86% 87% 86% 74% 78% 81%

 

 

2-2-3 環境社会配慮 

日本側負担による機材調達およびパレスチナ側負担による機材据付対象施設における既存機材

の移動、改修工事、設備工事において、環境・社会的影響は発生しない。したがって「国際協力機

構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月）上、環境への好ましくない影響は最小限であり、

カテゴリ分類は「C」と判断される。 

 

 

2-3 その他（グローバルイシュー） 

パレスチナの妊産婦死亡率は 16.7（出生 10 万対）と周辺中東諸国と比較しても低く（ヨルダ

ン 58、イラク 50、エジプト 33 ）、平均余命も男性の 72.8 歳に対し女性は 75.1 歳となってい

る 。また、教育指標についても、小学校及び中学校の就学率(Gross enrolment rate)は、男児が

それぞれ 98.48％、85.24％であるのに対し、女児はそれぞれ 98.74％、93.9％と、男児と同等、

もしくはそれ以上であり、高校就学率にいたっては男児が 34.52％であるのに対し、女児が

54.35％と大きく上回る 。これら保健指標、教育指標を見る限り、ジェンダーギャップは必ずし

も大きくないと判断される。 

しかし一方で、他の中東諸国同様、アラブの伝統文化、社会、規範に基づく男女の意識や役割

の性差が根強く存在し、女性はまず妻であり、母であり、家を守り家族の世話をする役割を担う

という考え方がある。近年では、この伝統的なジェンダー役割分担の考え方に変化が生じつつあ

り、職に付き収入を得る女性も増えては来ているものの、収入を得ることが必ずしも女性のエン

パワメントにはつながっていない 。合計特殊出生率は 4.1 と依然として高く 、家庭内暴力を経

験する女性も多いことから、家庭内における地位や発言権は未だ低く抑えられていることが伺え
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る。これらの状況は、西岸地区よりも宗教的に保守的なガザ地区においてより顕著である 。 

さらに、保守的な地域では女性が一人で外出することを許されておらず、徒歩数分の範囲にあ

る近隣のクリニックまでは一人でアクセスできるものの、タクシーやバス等の交通手段を使う遠

方への移動には男性家族を伴う必要があるとのことであった 。また、女性患者は男性医師の前

で肌を露出することを避けようとする傾向にあり、このことがマンモグラフィーなど NCDs にか

かる検診率向上の阻害要因となっている 。 

上記を踏まえ、本事業実施に際し注意すべき事項は次の二点である。まず、導入する医療機材

に対し、女性の医師、看護師、検査技師等が極力配置されるよう各病院に要望することである。

二つ目は、待合室、検査室等に女性専用スペースが確保され、女性患者のプライベートが守られ

るよう配慮を行うことである。多くの病院では、既に受付、待合室、診察室、入院病棟が男女別

になっているが、CT や MRI 等は各病院に 1 台しかなく男女で共有せざるを得ない。女性患者が

不快な思いをすることのないよう、検査室や待合室が整備される必要がある。 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  プロジェクトの内容 
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第 3 章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

3-1-1 上位目標とプロジェクト目標 

パレスチナでは 2017 年時点で妊産婦死亡率が 15.7（出生 10 万対）、5 歳未満児死亡率が

13.9（出生千対）、及び平均余命が 73.13 となるなど、1990 年（それぞれ 118、43、68.08）

と比較して著しく改善したものの、疾病構造の変化により、循環器系疾患、癌、脳血管疾患等

を合わせた NCDs が死亡原因の 7割以上を占め、母子保健関連疾患のそれを上回っていること

が確認された（2016 年世界保健機関（WHO40））。こうした保健医療状況を確認するため、

JICA は 2017 年に「保健医療セクター基礎情報収集・確認調査」を実施した。その結果、NCDs

対策が遅れていること、診療環境の整備不足から、NCDs 患者等をパレスチナ自治区外の医療

機関へ紹介・移送せざるを得ないケースが常態化し、その件数が増加の一途を辿っていること

等が確認された。これら自治区外での診療費用は自治政府の保健財源から支出され、2017 年

の公的保健支出の 37％を占めており、保健財政逼迫の主要因となっている。 

こうした状況の下、パレスチナ政府は「国家保健戦略（2017-2022）」を策定し、NCDs 予防

の啓発推進、NCDs 死亡率低減や重症化防止のための早期発見、医療サービス向上等の実現に

加えて、二次及び三次病院におけるインフラ整備を掲げた。また、域外移送にかかるコストを

削減し、保健財政の正常化を目指している。 

本計画は、パレスチナの拠点病院にて主に NCDs 診療に必要な医療機材を整備することで、

これら NCDs 対策に係る課題解決を図ることをプロジェクト目標としている。上記戦略におけ

るインフラ整備を通じ、医療サービスの強化と質を向上させることにより、NCDs の早期発見、

早期治療を実現し、パレスチナの人々の健康増進に貢献することを上位目標とする。 

 

3-1-2 プロジェクトの概要 

本計画は上記のプロジェクト目標を達成するために、西岸地区のラフィディア外科病院、ガ

ザ地区のヨーロッパ・ガザ病院、ナセル・メディカル・コンプレックス、インドネシア病院の

4 病院を対象として、医療機材の整備を実施する。 

本計画にて整備する機材の計画概要は以下のとおりである。 

 

  

                                                        
40World Health Profile 2015 Palestine (http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_18926.pdf?ua=1) 
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《機材》 

表 3-1  協力対象事業の概要 

病院 主な診療/機材 
機材整備により強化され

る治療、検査の対象疾患

西岸地区 
ラフィディア外科病院 

機材整備対象部門：心臓カテーテル室、MRI 室、循環器

科（心臓外科、心臓血管手術、CCU）、X 線撮影室 
心血管疾患 

機材アイテム：血管造影撮影装置、MRI、患者監視装置、

造影剤自動注入器、人工心肺装置、C-アーム、ICU ベッ

ド、セントラルモニター、等 

ガザ地区 
ヨーロッパ・ガザ病院 

機材整備対象部門：X 線撮影室、内視鏡室、手術室、臨

床検査室、血液銀行、眼科、中央滅菌室 
心血管疾患、糖尿病合併

症、癌、呼吸器疾患 

機材アイテム： デジタル X 線撮影装置、移動型 X 線撮

影装置、超音波診断装置、内視鏡システム（軟性）、高圧

蒸気滅菌装置、眼科用手術顕微鏡、洗濯機、等 

ガザ地区 
ナセル・メディカル・

コンプレックス 

機材整備対象部門：MRI 室、X 線撮影室、内視鏡室、手

術室、臨床検査室、血液銀行、中央滅菌室 
心血管疾患、糖尿病合併

症、癌、呼吸器疾患、脳血

管疾患 機材アイテム：MRI、デジタル X 線撮影装置、超音波診

断装置、内視鏡システム（軟性/硬性）、高圧蒸気滅菌装

置、全自動生化学検査装置、洗濯機、等 

ガザ地区 
インドネシア病院 

機材整備対象部門：X 線撮影室、内視鏡室、手術室、臨

床検査室、血液銀行、中央滅菌室 
心血管疾患、糖尿病合併

症、癌、呼吸器疾患 

機材アイテム： デジタル X 線撮影装置、移動型 X 線撮

影装置、超音波診断装置、内視鏡システム（軟性、硬性）、

高圧蒸気滅菌装置、洗濯機、等 

 

《ソフトコンポーネント》 

本計画によって整備される医療機材には、初めて導入される機材や既存機材とは異なる機材

操作が必要になる機材が多く含まれている。機材使用者（エンドユーザー）や維持管理部門の

技術者は基本的な操作技術や保守技術があることは認められるものの、各自の知識や経験によ

る技術に頼っている状況であり、標準化された点検フォーマットは無く、使用知識や技術習得

のための研修会も実施されていないため、病院間、診療科間に操作技術や保守技術にバラつき

がある。また、各病院に医療機器管理台帳はあるものの、改善が必要である。そのため、エン

ドユーザーの機材操作技術や日々の点検作業、維持管理部門の技術者の点検・修理技術の更

新・習得に必要な技術指導と標準化フォーマットの導入により、病院全体の医療サービスの質

的な向上を図ることが求められている。 

本計画では、医療機材の保守管理と適正な保守技術の指導を内容とするソフトコンポーネン

トを実施する。ソフトコンポーネントを実施することで、計画的で標準化された点検作業が行

われ、医療機材が有効に活用・維持管理される。 

 

《機材保守サービス》 

MRI、CT スキャン、血管撮影装置など故障時に患者の治療や病院の診療機能に影響を与え

る可能性があるため長期の保守管理が不可欠な機材に対し、1 年間の無償保証期間が満了した

後の2 年間の定期点検とオンコールサービスを付与し、修理部品および交換部品代も含むこと
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とする。ユーザーがマニュアルどおりの使用を行っていた中で故障したケースは、その修理部

品を含む。また、メーカーが推奨している定期的に交換が必要な部品も保守サービスに含む。

一方で、ユーザーの瑕疵で故障した際の修理部品や、試薬や使い捨て部品などの消耗品につい

ては全てユーザー負担とする。 
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3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

(1) 基本方針 

本計画は、西岸地区のラフィディア外科病院、ガザ地区のヨーロッパ・ガザ病院、ナセル・

メディカル・コンプレックス、インドネシア病院の 4拠点病院において NCDs 診療に必要な医

療機材の整備を行い、NCDs 疾患の診療強化と医療サービスの向上を図るために必要な医療機

材を計画する。 
 

1) 本計画の妥当性の検討 

NCDs に起因する死亡が多数を占めるようになり、疾病構造が大きく変化したこと、そし

て NCDs 患者のパレスチナ域外及び民間病院へのリファラルにかかる支出が保健財政を逼迫

し、保健財政健全化のために公的病院の専門性を高め、より多くの患者を域内で治療できる

ようにするため、パレスチナ政府は 2017 年に「国家保健戦略 2017-2022」を策定し、NCDs

への取組を一層推進することを打ち出した。 

本計画はNCDs対策に必要な診察や診断、治療を行うために必要な機材供与を目的として

実施され、パレスチナ政府の方針に合致している。また、がんや心疾患患者の域外リファラ

ルへの申請の多くがイスラエル側に却下されており、適切な治療を受けることができずに死

亡するケースも散見される。このようなことから、NCDs 疾患にかかる公的病院の医療技術

の高度化への支援や保健財政健全化への支援のみならず、人道的見地からも妥当性があると

判断される。 
 

2) 対象地域（サイト）の妥当性の確認 

対象地域、及び病院選定の妥当性は以下の二点から確認できる。 
 

① 拠点病院の負担軽減の観点 

西岸地区においては、ラマッラ市内の PMC、ヘブロンのクイーン・アリア病院の 2 大病

院が最も多い診療科を備え、患者数も集中している。これら 2 病院の病床稼働率は 100％以

上となっており、既にキャパシティーを越える患者を受け入れている。また、カテラボを有

し、急増する心疾患患者を多く受け入れているのもこの 2 病院であり（クイーン・アリア病

院は今後数か月内にカテラボを設置予定）、今後も一層患者が増加することが予想されてい

る。そのため、これら病院に次いで西岸地区で 3 番目の規模となるラフィディア外科病院に

カテラボや高度画像診断機器等を整備し患者を分散させることは、医療サービスへのアクセ

ス向上のみならず、医療サービスの質の向上の意味からも有意義である。 

ガザ地区においては、三次病院の機能も持つアル・シーファ病院が診療科、機材保有状況

等最も充実しており、病院からのリファラル患者も多く受け入れていることから、ガザ地区

全体の患者の 7 割が集中している。ガザ地区保健庁としては、アル・シーファ病院を三次医
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療施設として機能を回復させ、ガザ地域内でリファラル体制を築く計画である。そのために

は、各地域拠点病院の機能やサービスを強化する必要があることから、北部ガザ（インドネ

シア病院）、ラファ（ヨーロッパ・ガザ病院）、ハンユニス（ナセル・メディカル・コンプ

レックス）の地域拠点病院が選定された。 
 

② 高度医療サービスへの地理的アクセスの改善の観点 

西岸地区の心疾患治療の拠点は、中部に位置する PMC、南部に位置するクイーン・アリア

病院、北部（ナブルス、ジェニン、トゥルカレム、カルキリヤ、サルフィート、チュバス含

む）に位置するラフィディア外科病院と定められている。ラフィディア外科病院はカテーテ

ル治療を行える体制になく、クイーン・アリア病院のカテーテル治療も未だ開始されていな

いため、北部の対象患者の多くは PMC へのリファーを余儀なくされている。しかし、PMC

における同治療の受入れキャパシティーは既に飽和状態に達しており、治療に数ヶ月待たさ

れる。 

また、MRI を保有する公的病院は西岸地区では PMC のみであり、PMC のキャパシテ

ィー不足により対応できない患者は民間病院へとリファーされている。民間病院の医療サー

ビスに対する費用は公的病院よりも高額であり、保健庁から支払われる規定額を越える費用

は患者が支払うことになっており、保健庁の負担のみならず患者の負担も大きい。 

以上のことから、ラフィディア外科病院にカテーテルラボや MRI 等の高度画像診断機器等

を整備することで、北部地域の約 100 万人の住民のこれら高度医療機器による診断や治療へ

のアクセスが改善され、患者費用負担も軽減も期待されている。 

ガザ地区においては、住民は居住地域（行政区）にある病院で先ず診断を受ける必要があ

り、そこで対応できない場合に他行政区の病院に送られることになっている。そのため、各

行政区の地域拠点病院のサービス内容、設備、キャパシティーを増強することは、それぞれ

の地域の患者にとっての医療サービスの利便性を高め、ガザ地区全体の医療サービス提供体

制の効率化を図ることができる。 
 

(2) 自然条件に対する方針 

パレスチナ地域は、地中海性気候と砂漠性気候の中間のような気候であり、雨季と乾季が

ある。雨季は 10～4 月で、気温が下がり冷たい風が吹き、時に気温が零度以下になることも

ある。乾季は 5～9 月で、晴天の日が続き、気温が 35℃に達することもある。 

本計画で整備する機材は主に室内で使用されるため、使用環境（温度、湿度）による機器

への影響は無い。既存機材においても、使用環境に起因する不具合等は確認されていないた

め、大きな懸念は無い。 
 

(3) 社会経済条件に対する方針 

電力供給については、西岸地区では調達機材の稼働に大きな影響を及ぼす可能性は比較的

低いものの電圧変動が激しい。ガザ地区では電力供給が不安定であり、ほぼ毎日非常用発電
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機が稼働しており、かつ電圧変動も大きいことから機材の電気回路への負担が大きい。この

ように、停電や急な電圧変動が多いという事情を鑑み、自動電圧調整装置や無停電電源装置

を計画に含め、停電による医療活動の中断や電圧変動による機材の故障を可能な限り避ける

計画とする。 
 

(4) 調達事情に対する方針 

本計画においては一部機材にについて日本製品に限定すると対象機材のメーカー数が限ら

れ、適正な競争が成立せず、公正な入札が確保されない恐れがある。よって、第三国製品の

調達を認める要件が適用となり、現地代理店におけるアフターセールスサービスが可能な日

本製品及び第三国製品を調達する計画とする。 

第三国まで調達範囲を広げる製品については、パレスチナ市場において調達が可能であり、

アフターサービス体制や機器の普及度といった要素を重要視することとする。価格のみで採

用されることがないよう努め、DAC あるいは OECD 加盟国、もしくはヨーロッパ諸国やア

メリカ合衆国に本社を置く製品に限定する等の一定の制限を設け、機材の品質を確保する。 

スペアパーツ等の入手については、西岸地区では特に問題は見受けられなかった。しかし、

ガザ地区では在庫がある場合は問題なく購入できるものの、在庫が無く域外から取り寄せを

しなければならない場合は、ガザ地区へ持ち込むためのイスラエル側の輸入許可を得るため

に時間を要する。特に X 線関係の交換部品やラボ機器用の試薬はドナー案件であっても 3 ヶ

月以上ほどかかるケースもあった。しかし、輸入許可申請から取得までの期間が定められて

いるわけではなく、時期や政治状況などにより変化するため、調達事情の現地の特殊性に配

慮して計画する。 
 

(5) 現地業者の活用に係る方針 

西岸地区のラマッラ市内やガザ地区のガザ市内では整備対象機材のメーカーの現地代理店

が多く存在し、機材の操作や設置にあたって十分な技術や経験を有した技術者がいることを

確認している。これら代理店ではスペアパーツの提供やアフターセールスサービスも行って

おり、本計画の整備対象機材に対する対応が可能である。日本国内もしくは第三国で調達し

た機材であっても、現地に代理店を持つメーカーに限定することで、機材引渡し後の修理、

交換部品の調達の迅速化を図ることができる。 

したがって、調達機材の設置や操作説明には、これら現地代理店を有効に活用する方針と

した。また、本計画で調達される機材の適切な運営・維持管理を確保するため、高額機材、

救命機材、精密機材等アフターセールスサービスが必須と判断される機材については、引渡

し後 1年間の無償保障期間満了から 2 年間、日本側負担による現地代理店を活用した保守サ

ービス契約を計画する。 
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(6) 運営・維持管理能力に対する対応方針 

西岸地区 

西岸地区保健庁内に医療機材メンテナンス部門である Biomedical Engineering Unit

（BMEU）があり、西岸地区の公的病院の医療機材メンテナンスを統括している。BMEU の

下に、機材仕様管理部門（機材調達部門）とメンテナンス部門の 2 つがある。機材仕様管理

部門は、医療機材調達の際の入札仕様を作成し、調達セクションで入札と機材の調達を行う。

メンテナンス部門は、下部組織として各病院のメンテナンス部門を配置し、調達後の機材の

維持管理を行う。 

ラフィディア外科病院のメンテナンス部門のスタッフ数は下表のとおりで、テクニシャン

は 24 時間体制で常駐しており、緊急の不具合にも対応できる体制が整えられている。病院

のメンテナンス部門のエンジニアやテクニシャンによる定期点検は全機材に対しては実施さ

れていないが、産婦人科、画像診断部門、手術部門などの高度医療機材が整備されている部

門については、6 か月に一度の割合で定期点検を行っている。 
 

表 3-2  ラフィディア外科病院メンテナンス部門のスタッフ数 

技師 医療機材 電気 土木 機械 

Engineer 3 0 0 1 

Technician 2 3 2 0 

 
 

西岸地区では、PMC にメインサーバーを置く病院情報システム（Hospital Information 

System）が全公的病院に完備されており、このシステムを通じて修理依頼、スペアパーツ・

消耗品の調達依頼が可能である。機材に不具合が発生すると各部門の医療スタッフが不具合

の起きた機器名、日時、状態などを入力する。病院や保健庁のメンテナンス部門でその情報

を見ることができ、すぐさま技術スタッフを派遣する。スペアパーツなどの交換が必要な場

合は、保健庁の保管庫在庫状況もこのシステム上で見ることができるので、在庫があれば時

間を要することなく交換部品の配送が可能である。しかし在庫が無い場合は、所定の手続き

に従って申請を行う必要があり、発注から入手まで約 3～4 か月を要する。 
 

ガザ地区 

ガザ地区保健庁内にも医療機材メンテナンス部門（ Engineering Maintenance 

Department）があり、ガザ地区の公立病院の医療機材メンテナンスを統括している。ガザ地

区では 5 つの行政区域にある地域拠点病院（北から順に、インドネシア病院、アル・シーフ

ァ病院、アルアクサ病院、ナセル・メディカル・コンプレックス、ヨーロッパ・ガザ病院）

にメンテナンス部門を置き、管轄地域の公的病院や公的クリニックの医療機材のメンテナン

スを行っている。それぞれの地域拠点メンテナンス部門には、医療機材科、電気科、土木科、

機械科がある。対象病院の技師数は次表のとおり。 
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表 3-3  ガザ地区対象病院メンテナンス部門のスタッフ数 

病院名 技師 医療機材 電気 土木 機械 

ヨーロッパ・ガザ病院 Engineer 5 2 1 1 

Technician 10 12 14 12 

インドネシア病院 Engineer 3 1 1 0 

Technician 1 3 1 1 

ナセル・メディカル・

コンプレックス 

Engineer 3 1 1 2 

Technician 5 9 9 17 

 

ガザ地区では、医療機材の故障時にはまず拠点病院のメンテナンス部門のテクニシャンと

エンジニアが修理を試みる。修理が難しい場合は、ガザ地区保健庁の医療機材メンテナンス

部門に依頼する。スペアパーツなどの交換が必要な場合は、保健庁の保管庫在庫状況を調べ、

在庫があれば時間を要することなく交換部品の入手が可能である。もし保健庁の倉庫にスペ

アパーツや修理部品、消耗品の在庫が無い場合、保健庁の医療機材メンテナンス部門から調

達部門と国際協力部門に必要な部品の購入を依頼する。調達部門では保健庁の予算を使い入

札を行う（500 ドル程度のスペアパーツは入札を通さずに購入が可能）が、予算が無い場合

などは国際協力部門が調達資金を提供してくれるドナーを探す。 

ガザ地区では病院情報システムが整備されておらず、既存の医療機材の維持管理は各病院

に任せている状態である。したがって、ガザ地区保健庁は各病院に設置されている医療機材

の使用状況やメンテナンス状況等を一括管理できていない。 

本計画は新規に整備される機材の調達と老朽化機材の新機種への更新であり、機材の操作

に精通しているエンドユーザーはいないため、引渡し時にはメーカー代理店技術者による初

期操作指導、運用指導を実施する。また、日常点検作業と定期点検作業、そして機材管理手

法の標準化を図るなど、調達機材の保守管理に必要な支援（ソフトコンポーネント）を行い、

運営維持管理能力の向上を図る。 
 

(7) 機材のグレードの設定に係る方針 

計画機材は高次医療施設としてのNCDs 診療に必要不可欠な医療機材である。機材グレー

ドの設定に関しては、対象 4 病院の医療活動内容と望まれている医療レベル、既存機材の使

用状況や類似医療施設の機材整備状況等を考慮し設定する。また、各病院の医療機材メンテ

ナンス部門や現地代理店によるメンテナンス体制と技術レベル、交換部品や消耗品の調達経

路について十分に分析の上、調達機材が適切に継続的に活用されるよう計画する。 
 

(8) 調達方法、工期に係る方針 

医療機材には、精密な機器や生命に重大な影響を与える可能性のある機器も多い。よって、

機材の調達にあたっては、品質と精度を確保できる機器を選択するとともに、その設置にあ

たっては、各機材に精通した技術者によって設置・調整が実施されるよう計画する。本計画
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の実施にあたっては、日本の無償資金協力における医療機材調達の経験が豊富な調達業者に

より機材調達が行われるよう、十分に配慮する。また、本計画は機材設置場所の確保や据付

け前工事（シールド工事など）を行う必要があり、機材の調達、設置などのスケジュールは

先方負担の準備工事や上記の据付け前工事の進捗状況に合わせて、適切に計画する。 

 

3-2-2 基本計画 

(1) 全体計画 

計画機材は NCDs 診療に必要な医療機材であるが、西岸地区のラフィディア外科病院とガ

ザ地区の 3病院とでは大きく異なる。ラフィディア外科病院は、MRI室やカテラボ、心臓外

科用手術室で使用する機材をユニットとして整備する一方、ガザ地区の 3 病院は各診療科で

行う NCDs 診療に必要な機材を整備する計画とする。 
 

(2) 機材計画 

1）整備対象機材の検討 

最終要請機材リストに記載されている機材は、機材内容や数量、配置場所、優先度につい

て各診療科の担当医と慎重に協議・検討・確認を行っており、基本的には妥当性の高い内容

となっている。国内解析では、現地踏査にて得られた既存機材の整備状況や使用状況、施設

平面図（案）を勘案し、各機材の整備の妥当性の検証を行い、機材計画に反映させる。機材

の絞り込みについては、下記の評価基準に従う。 
 

表 3-4 機材選定の評価基準 

① 日本の無償資金協力として不適切な機材でないこと。（一般家具や個人利用の機材等の排除） 

② 臨床用機材であること。（研究用機材は対象外。） 

③ 先方の臨床技能に整合した機材であること。 

④ 対象機材を利用すべき患者が十分に見込める機材であること。 

⑤ 現在の診療活動（位置づけ、機能等）に整合した機材であること。（将来計画の場合は具体的な実施

計画を確認の上、検討。） 

⑥ 既存機材の現況を踏まえた機材規模とすること。（重複を排除。） 

⑦ 運用にあたって、過度な負担を必要としない機材であること。（機材の現状を確認・評価。） 

⑧ 機材操作や維持管理が技術的に対応可能であること。 

⑨ 消耗品、交換部品が入手可能であること。 

⑩ 設置する諸室が整備されていること。 

上記の選定基準に対し、以下の 5 段階で評価を行った。  

《評価基準》  
5: 全く問題が無い  
4: 概ね問題が無い  
3: 懸念される点はあるものの、妥当性は認められる  
2: 懸念される点が多い  
1: 妥当性が認められない  
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各機材の総合的な評価は、全項目における上記の評価点を合計し、満点（50 点）の 80％

（40 点）以上で採用とした。全要請機材に対する評価結果は、「資料編 6. 機材検討表」に

示すとおり。 
 

2）機材数量の検討 

上記基準により選定された計画機材に対し、機材毎に使用頻度、既存機材の状況、将来の

医療活動等を勘案し、各機材の数量（案）を算定した。事業費積算により本計画の機材調達

費予算が確定されたのち、調達機材の最終的な数量調整を行い、各機材の個数別の優先度、

病院の調達事情環境等を勘案し決定した。最終調整により、数量変更があった機材は、「資

料編 3. 機材選定表」の備考欄に示すとおり。 
 

3）計画機材 

上記検討と事業費積算を行った結果、機材数点が予算の都合上で計画機材リストから外れ

た。計画機材リストから外れた機材は、「資料編 3. 機材選定表」の備考欄に示すとおりで

ある。 

本計画の計画機材リストは次頁に示すとおり。 
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表 3-5 計画機材リスト 

機材 

番号 

要請 

番号 
機材名 

ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｶﾞ

ｻﾞ病院

ﾅｾﾙ･ﾒﾃﾞｨｶ

ﾙ･ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

病院 

ﾗﾌｨﾃﾞｨｱ

外科病院

1 G-2 マルチスライス CT 1       

2 G-3 ガザ向け MRI   1     

3 G-4 デジタル X 線撮影装置 1 2 2   

4 G-5 デジタル X 線透視撮影装置 1       

5 G-7 移動型 X 線撮影装置 2 1 2   

6 G-9 CT 用 UPS     1   

7 G-10 超音波診断装置（TEE プローブ付き）   1 1   

8 G-11 超音波診断装置（カラードップラー式） 2 2     

9 G-12 ポータブル超音波診断装置 1 1 1   

10 G-13 心電計 3 3 3   

11 G-15 ホルター心電計   1 1   

12 G-16 トレッドミル     1   

13 G-17 人工透析装置   10     

14 G-18 C-アーム X 線装置 1       

15 G-19 消化器内視鏡システム 1   1   

16 G-20 気管支内視鏡システム   1     

17 G-21 内視鏡洗浄機 1 1 1   

18 G-22 腹腔鏡術器具セット   1 1   

19 G-24 膀胱鏡内視鏡システム   1 1    

20 G-25 高圧蒸気滅菌器 1 2 1   

21 G-26 腎盂尿管鏡   1 1   

22 G-27 尿管鏡   1 1   

23 G-28 切除鏡   1 1   

24 G-29 空気式砕石術装置   1    

25 G-30 レーザー式砕石術装置   1     

26 G-31 除細動装置 2       

27 G-32 ENT 手術用顕微鏡 1       

28 G-33 全自動生化学検査装置 1 2     

29 G-34 血液銀行用冷却遠心分離機 1 1     

30 G-35 遠心分離機 1 1 1   

31 G-36 血液銀行用冷凍庫   2 1   

32 G-37 セロフュージ     1   

33 G-38 患者監視装置 10 13 10   

34 G-39 筋電計   1     

35 G-40 ラボ用高圧蒸気滅菌装置 1 1 1   

36 G-42 パルスオキシメーター 15 15 10   

37 G-43 眼科用手術顕微鏡 1       

38 G-44 蛍光眼底造影撮影装置（FFA) 1       

39 G-45 光干渉断層計（OCT） 1       

40 G-46 超音波眼軸長/角膜厚測定装置（A&B スキャン） 1       

41 G-47 スリットランプ 5       

42 G-48 水晶体手術装置 1       

43 G-49 患者用ベッド 15 50 25   

44 G-50 ストレッチャー 7 7 5   
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機材 

番号 

要請 

番号 
機材名 

ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｶﾞ

ｻﾞ病院

ﾅｾﾙ･ﾒﾃﾞｨｶ

ﾙ･ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

病院 

ﾗﾌｨﾃﾞｨｱ

外科病院

45 G-51 
血液バッグ振盪器（リクライニングチェア付

き） 
  2 2   

46 G-52 ENT ユニット 2 2     

47 G-53 CO2 インキュベーター 1   1   

48 G-54 シリンジポンプ 10 20 10   

49 G-55 輸液ポンプ 10 20 10   

50 G-57 洗濯機 2 4 1   

51 G-58 シーツ用アイロン 1 1     

52 G-59 乾燥機 1 2 1   

53 G-63 外付けハードディスク 1 1 1   

54 W-1 西岸向け MRI       1 

55 W-2 MRI 用造影剤インジェクター       1 

56 W-3 麻酔器（MRI 対応型）       1 

57 W-4 患者モニター（MRI 対応型）       1 

58 W-5 MRI 周辺機器セット       1 

59 W-6 西岸向け血管造影撮影装置       1 

60 W-7 カテラボ用造影剤インジェクター       1 

61 W-8 麻酔器       1 

62 W-9 大動脈内バルーンパンピング       1 

63 W-11 超音波診断装置（TEE プローブ付き）       1 

64 W-12 ストレステスト用トレッドミル       1 

65 W-13 ホルター心電計       1 

66 W-14 プレッシャーワイヤー       1 

67 W-15 X 線防護エプロン       5 

68 W-16 人工心肺装置       1 

69 W-17 製氷機       1 

70 W-18 体外式心臓ペースメーカー（シングル）       1 

71 W-19 体外式心臓ペースメーカー（ダブル）       1 

72 W-20 開胸鋸       1 

73 W-21 ポータブル超音波診断装置       1 

74 W-22 無影灯       1 

75 W-23 血圧脈波検査装置       1 

76 W-24 デジタル C アーム       1 

77 W-25 手術台       1 

78 W-26 造影剤インジェクター       1 

79 W-27 超音波診断装置（カラードップラー）       1 

80 W-28 ハンドヘルド型超音波血流計       1 

81 W-29 ICU ベッド       15 

82 W-30 人工呼吸器       12 

83 W-31 セントラルモニターユニット（5 ベッド）       1 

84 W-32 セントラルモニターユニット（7 ベッド）       1 

85 W-33 点滴ステーション       15 

86 W-34 温マットレス       2 

87 W-38 ベッドサイドキャビネット       15 

88 W-39 ベッドサイドテーブル       15 

89 W-40 酸素流量計       15 
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機材 

番号 

要請 

番号 
機材名 

ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｶﾞ

ｻﾞ病院

ﾅｾﾙ･ﾒﾃﾞｨｶ

ﾙ･ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

病院 

ﾗﾌｨﾃﾞｨｱ

外科病院

90 W-41 吸引器（壁掛けタイプ）       15 

91 W-42 投薬カート       2 

92 W-43 救急カート       2 

93 W-44 除細動装置       2 

94 W-45 ECG       2 

95 W-46 薬品戸棚       2 

96 W-47 血圧計（パルスオキシメーター付き）       2 

97 W-48 デジタルモバイル X 線撮影装置       1 

98 W-49 X 線防護エプロン       2 

99 W-50 車椅子       1 

100 W-51 リネンカート       2 

 
 

4）メーカー保証期間満了後の保守サービス契約 

機材の納入後、比較的早い時期に装置に不具合が発生し使用不能状態に陥り、機材が放置

されてしまう状況を防ぐため、そしてパレスチナ保健庁の入札条件に極力合致させるため、

本案件では機材納入後 3 年間のメンテナンスサービスを含めることとする。通常付帯させる

1 年間のメーカー保証期間満了からの 2 年間のオンコールサービスおよび定期メンテナンス

サービスを日本側の負担で付帯する。この保守サービス契約には、スペアパーツや修理部品

の交換も含めることとする。 

保守サービス契約の対象機材の選定基準は、①故障発生が診療に大きな影響を及ぼす機材、

②現地代理店の技術者のみが修理できる機材とし、1 年当りの保守サービスの内容は下記の

とおりである。 
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表 3-6 保守サービス契約対象機材と内容 

機材

番号 

要請 

番号 
機材名 数量 

定期 

（回数） 

オンコール

（回数） 

1 G-2 マルチスライス CT 1 式 4 制限なし 

2 G-3 ガザ向け MRI 1 式 4 制限なし 

4 G-5 デジタル X 線透視撮影装置 1 式 2 制限なし 

13 G-17 人工透析装置 10 式 2 制限なし 

15 G-19 消化器内視鏡システム 2 式 1 制限なし 

16 G-20 気管支内視鏡システム 1 式 1 制限なし 

17 G-21 内視鏡洗浄機 3 式 1 制限なし 

18 G-22 腹腔鏡術器具セット 2 式 1 制限なし 

20 G-25 高圧蒸気滅菌器 4 式 2 制限なし 

24 G-29 空気式砕石術装置 2 式 2 制限なし 

28 G-33 全自動生化学検査装置 3 式 2 制限なし 

37 G-43 眼科用手術顕微鏡 1 式 1 制限なし 

42 G-48 水晶体手術装置 1 式 1 制限なし 

46 G-52 ENT ユニット 4 式 1 制限なし 

48 G-54 シリンジポンプ 40 式 1 制限なし 

49 G-55 輸液ポンプ 40 式 1 制限なし 

54 W-1 西岸向け MRI 1 式 4 制限なし 

55 W-2 MRI 用造影剤インジェクター 1 式 1 制限なし 

56 W-3 麻酔器（MRI 対応型） 1 式 2 制限なし 

59 W-6 西岸向け血管造影撮影装置 1 式 2 制限なし 

60 W-7 カテラボ用造影剤インジェクター 1 式 1 制限なし 

61 W-8 麻酔器 1 式 2 制限なし 

62 W-9 大動脈内バルーンパンピング 1 式 2 制限なし 

66 W-14 プレッシャーワイヤー 1 式 2 制限なし 

68 W-16 人工心肺装置 1 式 2 制限なし 

78 W-26 造影剤インジェクター 1 式 1 制限なし 

82 W-30 人工呼吸器 12 式 2 制限なし 

85 W-33 点滴ステーション 15 式 1 制限なし 
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3-2-3 概略設計図 

1) ラフィディア外科病院院 

 

図 3-1 ラフィディア外科病院敷地配置図 

 

地下階：MRI据付予定 

2 階：血管造営撮影装置据付予定 
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図 3-2 平面図・機材配置図（MRI） 

 

図 3-3 平面図・機材配置図（血管造影撮影装置） 

血管造影撮影装置

手術室 

CCU

CCU 
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2) ヨーロッパ・ガザ病院 

 

図 3-4 ヨーロッパ・ガザ病院敷地配置図 

 

 

1 階：CT スキャン、 

デジタル X線撮影装置、

デジタル X 線透視撮影装
置据付予定 

2 階：高圧蒸気滅菌

機据付予定



57 
 

 

図 3-5 平面図・機材配置図（放射線科） 

 

 

 

CT スキャン 

デジタル 
X 線 

撮影装置 

デジタル 
X 線 

透視撮影装置 
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図 3-6 平面図・機材配置図（高圧蒸気滅菌機、救急棟 2 階） 

 
  

高圧蒸気滅菌機 
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3) ナセル・メディカル・コンプレックス 

 

 

図 3-7 ナセル・メディカル・コンプレックス敷地配置図 

 

1 階放射線科：MRI、 
デジタル X線撮影装置据付予定 
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図 3-8 平面図・機材配置図（MRI、デジタル X 線撮影装置；放射線科） 

  

MRI

デジタル
X 線 

撮影装置

デジタル

X 線 
撮影装置
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4) インドネシア病院 

 

 

図 3-9 インドネシア病院敷地配置図 

 

地下階：高圧蒸気滅菌機

据付予定 

 
1 階：デジタル X 線撮影

装置据付予定 



62 
 

 

図 3-10 平面図・機材配置図（デジタル X 線撮影装置；1 階）

デジタル X線撮影装置 デジタルX線撮影装置 
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図 3-11 平面図・機材配置図（高圧蒸気滅菌機、地下階） 
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3-2-4 調達計画 

3-2-4-1 調達方針 

本計画は、日本国政府により閣議承認され交換公文（Exchange of Notes、E/N）および贈与

契約（Grant Agreement、G/A）が署名された後、正式に実施される。E/N、G/A の署名後、速

やかにパレスチナ実施機関と日本国法人のコンサルタントがコンサルタント契約を結び、計画

の詳細設計業務を行う。詳細設計後、日本国法人の医療機材調達業者選定のための入札が行わ

れ、落札した業者とパレスチナ実施機関の間で業者契約が締結され、医療機材納入・据付が実

施されることとなる。 
 

(1) 事業実施体制 

1）パレスチナ側実施体制 

本計画の実施機関は西岸地区保健庁であり、本計画に関連するパレスチナ側負担事業は、

西岸地区保健庁とガザ地区保健庁で分担して実施する。 
 

2）国際協力機構（JICA） 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、パレスチナ政府との間で G/A を締結し、本計画

が無償資金協力の制度にしたがって適切に実施されるよう実施監理を行う。 
 

3）コンサルタント 

両国政府による E/N、G/A の締結後、日本国法人のコンサルタントは、日本国の無償資金

協力の手続きに従い、直ちにパレスチナ側とコンサルタント契約を結ぶ。この契約に従い、

以下の業務を実施する。 
 

① 詳細設計：計画内容の最終確認、詳細設計図書（計画に含まれる医療機材に関する仕様

書やその他の技術資料）の作成等の詳細設計業務 
② 入札業務：実施機関が行う機材調達業者選定のための入札･契約に関する入札関連業務

（入札図書作成、入札業務、入札評価、業者契約） 

③ 調達監理：医療機材調達、納入、据付、操作指導、保守管理指導に対する監理業務 
④ 契約満了前検査：引渡し1年後の医療機材の瑕疵検査への立会い・確認業務 

⑤ 保守サービスの確認：保守サービスの実施状況と機材状況の確認業務 
 

「詳細設計」とは、協力準備調査報告書に基づき機材計画の詳細を決定し、それらに関す

る仕様書、入札条件書、及び医療機材調達に関する契約書案等からなる入札図書を作成する

ことを示し、機材調達に必要な費用の見積りも含まれる。また実施機関が行う医療機材納

入・据付業者の入札による選定への立ち会い、契約に必要な事務手続きおよび JICA への報

告等に関する入札関連業務を実施する。 
  

「調達監理」とは、医療機材納入・据付業者が実施する業務について、契約書どおりに実
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施されているか否かを確認し、契約内容の適正な履行を確認する業務を指す。さらに、計画

実施を促進するため、公正な立場に立ち、関係者に助言、指導、関係者間の調整を行うもの

で、主たる業務内容は下記の 3 とおりである。 
 

① 医療機材納入・据付業者より提出される機材仕様書その他図書の照合および承認手続き 

② 納入される医療機材の数量、品質・性能の出荷前検査及び承認 
③ 医療機材の納入・据付、取扱い説明の確認 

④ 据付前工事進捗状況の把握と報告 

⑤ 医療機材の完成検査および引渡しへの立会い 
 

コンサルタントは、上記業務を遂行する他、日本国政府関係機関に対し、本計画の進捗状

況、支払手続き、完了引渡しなどについて報告を行う。 
 

4）機材調達・据付業者 

本計画に係る機材調達・据付業者の発注先は、一定の資格要件を有する日本国法人に限定

され、資格制限付一般入札によって請負業者が選定される。 

機材調達・据付業者は、契約に基づき機材の調達・搬入・据付を行い、パレスチナ側に対

し当該機材の操作と初期操作指導を行う。また、機材引渡し後においても、継続的に機材の

スペアパーツ及び消耗品の保証期間中の無償供給及び保守サービス契約満了後の有償供給、

技術サポートを受けられるべく、機材供給メーカー・代理店の協力のもとに後方支援を行う。 
 

(2) 事業実施体制 

以下に本計画の事業実施体制を示す。 
 

図 3-12 本計画における事業実施体制 

日本国政府機関 

保健庁 在パレスチナ

日本政府 

代表事務所 

JICA パレス

チナ事務所  

外務省 

JICA 本部

情報共有

パレスチナ政府機関 

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約 

ﾗﾌｨﾃﾞｨｱ外科病院 

ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｶﾞｻﾞ病院 

ﾅｾﾙ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ病院 

Biomedical
Engineering 

Unit 

交換公文 
（E/N） 

コンサルタント 機材調達業者 

機材調達契約

調達監理

進
捗
等
の

報
告

 

進捗等の報告 

進捗等の報告 

贈与契約 
（G/A） 
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3-2-4-2 調達上の留意事項 

(1) スケジュール管理 

本計画はパレスチナ向けの機材整備案件であるもの、機材の輸入や国内輸送にはイスラエル

側の許可が必要になり、かつ制約を受ける。しかも、その手続きは煩雑であり、申請から許可

取得までに必要な期間もイスラエル側の判断によるところが大きいため、余裕を持たせ前広に

対応していくことが肝要である。さらに、機材整備対象施設は 4 病院あり、その内の 3 病院は

ガザ地区内にある。ガザ地区内には調達機材の据付工事に従事できる現地代理店のエンジニア

も限られていることから、機材輸入と国内輸送、各病院での据付けのスケジュール管理を慎重

に行う。 
 

(2) 機材据付技術者の派遣 

案件実施後、調達機材が継続的かつ適正に作動し、医療サービスに十分に寄与するためには、

機材の適正な操作及び維持管理法を伝達することが極めて重要である。したがって、機材据付

技術者は、各機材の取り扱いに習熟した技術者を選定するとともに､取り扱いの説明（操作技術､

簡易な修理技術や点検方法等）には十分な時間をとり､受け入れ側担当者の理解度を十分に確認

しつつ実施する。 
 

(3) 免税措置 

現地調査において保健庁と協議を行い、本計画の実施にかかる免税措置について、以下のと

おり確認した。しかし、パレスチナにおける特定の税金（関税、輸入機材の VAT）の徴税権は

イスラエル側にあるため、実際の免税手続きにおいては留意が必要である。 

 
＜手続き時期＞機材調達業者決定後 

＜申請先＞イスラエル税務署（パレスチナ財務計画庁経由） 

＜手続きの流れ＞ 

① 日本の調達業者が決定した後、西岸地区保健庁がパレスチナ財務庁に対し、必要書類

を添えてドネーションナンバー発行の依頼書を提出する。財務庁はイスラエル税務署

と協議の上、ドネーションナンバーを取得する（イスラエル税務署はイスラエル民政

官事務所（Coordination of Government Activities in the Territories 、以下 COGAT

とする）と協議を行うが、日本側はこの協議に関与できない）。 

② ドネーションナンバーが発行され、イスラエル税務署から財務庁に承認が通知され

る。 

③ ②の手続きが終わってから第三国よりドネーションナンバー対象製品のみを船出し、

輸入する。 

④ 現地業者がドネーションナンバーを付記することにより、輸入税、VAT が免除され

る。 
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＜必要書類＞ 

 E/N と G/A のコピー 

 西岸財務庁からの免税依頼レター 

 JICA から保健庁と財務庁に対するレター（本契約がドナー案件であることを示す） 

 

＜注意事項＞ 

機材が複数国から船積みされる場合は、船積みごとにドネーションナンバーが必要。また

同国であっても船積みが異なる場合は、船積みごとにドネーションナンバーが必要。 

 

＜所要期間＞約 1～2 ヶ月、場合によっては 5 ヶ月程度かかるケースもある。 

 

(4) 輸入許可申請 

＜手続き時期＞ドネーションナンバー取得後 

＜申請先＞ COGAT（現地クリアランスエージェント経由） 

＜手続きの流れ＞ 

①機材調達業者からクリアランスエージェント経由で、COGAT に対し必要書類を提出。 

②COGAT からの許可が出たら、輸送を開始する。 

（ガザ地区向け機材） 

③オンラインでどの機材がどの病院に入るか、用途、などを機材仕様書、カタログととも

に COGAT に申請。 

④機材ごとに必要な情報が追加で COGAT から要請されることもあるため、都度対応す

る。メールで輸入許可の連絡が来るため、これをもってガザ地区への輸入が可能となる。 

 

＜注意事項＞ 

イスラエルの港、空港の倉庫保管料は非常に高額であるため、保管をすることがないよう

に手続きを進め、許可が降りてから輸送をすることが望ましい。 

 

＜必要書類＞ 

 パッキングリスト、インボイス、Bill of Lading(船荷証券) 

 ドネーションナンバーが付記されたイスラエル税務署からのレター 

 

＜所要期間＞約 2～3 週間、ガザ地区向け機材はさらに 1 週間程度。 

 

(5) 安全管理 

ガザ地区での安全管理、ガザ地区入域に際しては、協力準備調査と同様に事前準備、防弾車

確保、緊急退避等で JICA パレスチナ事務所の支援と判断を受けながら、JICA 安全対策措置の

規定に従い行動する。これらの安全管理については、コンサルタント及び調達業者に適用させ

るものとし、ガザ地区内での作業は下記の安全対策を講じる。また、長期滞在が発生する際に
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安全情報の収集・分析のために安全対策アドバイザー（現地で傭上）を置く。 

パレスチナ入国、ガザ地区入域等のステータスについては、JICA 事務所とも密に連絡をとり

対応する。協力準備調査段階においては、調整中の部分もあり、継続的に情報を整理の上で、

実施に着手する。現段階での方向性は、基本的には、「西岸地区ビザ」と「ガザ地区入域許可」

を取得することとしているが、関係者の入域頻度によっては柔軟に対応することとしている。

また、「イスラエル労働ビザ」取得についても調整中である。 
 

【ガザ地区における安全対策】 
1. 作業時間：午前 9 時～午後 3 時。（午後 5 時～午前 8 時はホテル外出禁止） 

2. 活動日：日曜日～木曜日午前中。（金曜日、土曜日のガザ地区滞在禁止） 

3. 宿泊先：JICA 指定のホテル。 
4. 移動手段：防弾車を使用。（UNDP 所有の防弾車を利用） 

5. 行動方針：原則、複数人で移動。 

6. 携帯電話：携帯電話に加え、イリジウム衛星携帯電話を携行。 
 

3-2-4-3 調達・据付区分 

本計画の実施は日本とパレスチナとの相互協力により実施される。本計画は日本国政府の無

償資金協力により実施され、両国の施工区分／調達区分で特記すべき項目は次表のとおり。
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表 3-7 負担業務区分表 

業務内容 日本側 パレスチナ側

□ 機材調達関連 

- 機材調達 ○  

- 機材据付工事（シールド工事含む） ○  

- 試運転調整 ○  

- 使用方法など指導 ○  

- 機材設置に係る法的手続き・検査など  ○ 

□ 設備工事 

- 建物内のユーティリティー設備工事 ○ ○ 

- 調達機材への電源など接続工事 ○  

□ 機材保管場所の確保  ○ 

□ 輸送・通関業務 

- サイトまでの機材輸送 ○  

- 通関業務 ○ ○ 

- 免税措置  ○ 

□ 銀行取り決めと手数料の支払い  ○ 

□ 本業務関係者の出入国・滞在に必要な便宜供与  ○ 

□ 調達機材の適切で効果的な運用・管理  ○ 

□ 本業務実施に必要な許可手続き  ○ 

□ 無償資金協力に含まれない全ての関連業務にかかる費用負担  ○ 

 
 

3-2-4-4 調達監理計画 

(1) 調達監理方針 

日本国政府が実施する無償資金協力の方針に基づき、コンサルタントは概略設計の主旨を踏

まえ、詳細設計業務を含む一貫したプロジェクト遂行チームを編成し、円滑な業務実施を行う。

本計画の調達監理に対する方針は下記のとおりである。 
 

① 両国関係機関の担当者と密接な連絡を行い、遅滞なく医療機材整備が完了することをめ

ざす。 

② 医療機材調達･据付業者とその関係者に対し、公正な立場にたって迅速かつ適切な指導･

助言を行う。 

③ 医療機材据付、引渡し後の運用･管理について適切な指導･助言を行う。 

④ 医療機材据付工事が完了し、契約条件が満たされたことを確認した上で、医療機材の引

渡しに立ち会い、パレスチナ側の受領承認を得て、その業務を完了させる。 
 

(2) 調達監理計画 

本計画の調達先は、日本、パレスチナまたは第三国である。日本または第三国における船積

みの際には、船積港にて第三者検査機関による船積前機材照合検査を実施する。コンサルタン
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トは第三者機関から提出される検査証の内容を書面にて確認するものとする。またコンサルタ

ントは検査完了確認後、速やかに検査報告書を西岸地区保健庁宛てに発行し、報告を行う。本

計画で調達される全ての機材は据付工事・初期操作指導の完了後、保健庁責任者、機材調達業

者、コンサルタント立会いの下、検収・引渡しを行う。検収においては、契約書に示された内

容、モデル名、原産地、メーカー名、ODA ステッカー貼付の有無、外観検査などを実施する。 
 

3-2-4-5 品質管理計画 

本計画の計画機材は、日本メーカーに加え第三国まで調達範囲を広げるが、価格のみで採用

されることがないよう、DAC あるいは OECD 加盟国や指定した国の製品に限定することや

JIS マークや CE マーク、IEC マーク等の国際規格にて機材の品質を確認できること等の一定

の制限を設け、医療機材としての品質を確保する。 

さらに、本計画で調達される機材は完成品であることから、工場出荷前検査および船積前機

材照合検査により調達機材の品質管理を行う。工場出荷前検査は、工場等でメーカー特有の梱

包を要する機材、精密機械、大型機械など、船積前機材照合検査のみでは充分な品質確認が難

しい機材を対象に行う。船積前機材照合検査は、日本調達品、第三国調達品を対象に船積港

（または空港）周辺の指定倉庫にて行う。 
 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

パレスチナで生産されている医療機材はほとんど無く、日本製品、あるいは第三国製品を調

達することになる。ただラマッラ市内やガザ市内には医療機材を専門に扱っている代理店は多

く存在している。代理店調査を実施したところ、今回要請のあった機材のほとんどについて調

達経験があり、スペアパーツ等の購入についても特に問題は見受けられなかった。アフターセー

ルスサービスについても、現地代理店から直接、もしくは現地代理店を通して各メーカーから

の対応を依頼するといった方法によりパレスチナ内における対応が可能であることが確認され

た。 

輸送計画については、日本及び第三国から調達する機材については、イスラエル アシュドッ

ト港までの海上輸送、及びベングリオン国際空港までの航空輸送とし、両港から西岸地区のラ

フィディア外科病院とガザ地区の 3 病院までは陸上輸送することとなる。現地の特殊事情に配

慮した陸上輸送とし、円滑かつ安全な輸送を目指す。 
 

3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 

本計画で計画した機材は主に医療行為を目的としたものであり、人命に関わる機材について

は機材の運用や管理に最大の配慮を払う必要がある。したがって、機材据付時には、メーカー

もしくは現地代理店から整備機材について十分に知識がある技術者を派遣し、初期操作指導な

らびに運用指導を実施することとする。コンサルタントはこれらの指導が適切に実施されるよ

う監理するとともに、引渡し時には指導を受けた担当責任者が十分に理解したかどうかの確認

を行う。 
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3-2-4-8 ソフトコンポーネント計画 

現地調査期間中に、西岸地区とガザ地区の保健庁の機材整備担当部門から、調達機材の継続

的使用に必要な点検・整備に係る技術指導の要請があった。この部門は、“整備機材の継続的な

使用には、エンドユーザーによる日常点検やメンテナンス部門による定期点検が重要”との認識

を持っており、この点を支援する必要性は高いと判断したため、機材の保守管理に係るソフト

コンポーネントを計画する。 

西岸地区、ガザ地区共に、メンテナンス部門のエンジニアだけでなく、機材を実際に使用す

る各部門の医療従事者も対象に含め、始業時・終業時の点検方法、日常のメンテナンス方法を

チェックリスト形式で記録するフォーマット作成支援やメンテナンス方法の確認と実技指導を

行う。同時に簡易マニュアルを作成し、機材の操作方法やアラーム発生時に対処できるように

技術指導を行う。さらに、各部門の機器点検状況と機材の活用状況を病院管理者（院長もしく

は婦長など）へ定期的に報告する体制を構築し、必要な消耗品等を滞りなく入手できるような

体制作りを支援する。 

対象とする機材は各種モニター、シリンジポンプ、輸液ポンプ、人工呼吸器、麻酔器、吸引

器、大動脈内バルーンポンプ装置（IABP）、人工透析装置、カテラボ関連機材等である。 

詳細は添付のソフトコンポーネント計画書に示す。 
 

3-2-4-9 実施工程 

詳細設計及び調達に必要な期間について、E/N および G/A 締結後、コンサルタント契約締結

から詳細設計・入札図書承認までに約 4 ヶ月、その後入札及び業者契約までに約 3 ヶ月、機材

調達業者契約後の調達期間に約 9 ヶ月を予定している。次に事業実施工程を示す。 
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表3-8 業務実施工程表 
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3-3 相手国側分担事業の概要 

(1) 相手国負担事項 

調査を通じて確認された本計画に係る相手国負担事項は以下のとおりである。 

 
表 3-9 相手国負担事項 

入札まで  銀行取極（B/A）開設 

 コンサルタント契約にかかる支払授権書（A/P）発行及び手数料、支払い手数料 

引渡しまで  調達業者契約にかかる支払授権書（A/P）発行および発行手数料、支払い手数料 

 機材の速やかな荷揚げと通関 

 本計画にかかる施設建設、サービス提供に関連する日本人または第三国人の入国と

滞在許可 

 本計画にかかる機材調達、サービスの提供に関連し、被援助国において課税される

関税、内国税、その他の税金が、関連機関により免税されることを保証 

 本計画に含まれない家具及び備品（テーブル、椅子等）の調達 

 機材据付対象施設に設置されている既存機材の移設、施設改修工事、ユーティリ

ティー（電気、給排水、院内 LAN）工事の実施 

 プロジェクトモニタリングレポート（PMR）の提出 

 完工時のプロジェクトモニタリングレポート（PMR）最終版の提出 

 必要な職員の配置 

引渡し後  調達機材の適正使用・管理にかかる維持管理費用の確保 

 運営管理体制の構築 

 日常点検と定期点検の実施 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

(1) 運営体制および組織 

本計画の監督官庁・実施機関はパレスチナ西岸地区保健庁であるが、引渡し後は西岸地区保

健庁とガザ地区保健庁、および各病院がその運営・維持管理にあたる。本計画は、NCDs 診療

に必要な医療機材を整備することを目的としており、ラフィディア外科病院では心臓血管外科

領域の診療機能の強化を、ガザ地区 3 病院では放射線科や内視鏡科、泌尿器科、眼科など多岐

に渡る診療科の診療機能の強化を行う。そのため、両保健庁は、上記診療科に関連する医療ス

タッフの増員および現状のスタッフの研修を実施し、機材引渡し後の病院運営を円滑に実施で

きるよう計画している。 
 

(2) 要員計画  

パレスチナでは西岸地区、ガザ地区共に財政的に医療従事者や技師の確保を容易にできる環

境にはないが、医療従事者や技師の各病院への配置は保健庁が管理しているため、増員が必要

な場合は保健庁が中心となり要員の配置転換による増員を行える体制になっている。そのため、

西岸地区、ガザ地区共に本計画の対象となっている診療部門への増員は問題ない。 
 

(3) 機材維持管理計画 

西岸地区、ガザ地区共に保健庁に医療機材メンテナンス部門を有しており、それぞれの地区

の医療機材のメンテナンスを統括している。この部門の下に、各病院または地域拠点病院に下

部組織を置き、エンジニアとテクニシャンを配置して担当病院や担当地域の病院の医療機材の

点検や修理を行っている。 

機材据付け時の初期操作指導には、各病院のエンドユーザーのみではなく、メンテナンス部

門のエンジニア及びテクニシャンの参加も促す。 

また、調達機材を継続的に使用するためには日常点検や定期点検を確実に行う必要があるた

め、ソフトコンポーネントでエンドユーザーによる日常点検、メンテナンス部門のエンジニア

やテクニシャンによる定期点検の実演指導を実施する。調達機材の保守管理と機材維持管理に

必要な部品の調達計画や予算計画の作成指導も行い、整備機材が継続的に使用できる環境を整

えるために必要な支援を行う。 

さらに、本計画で調達される機材の適切な運営・維持管理を確保するため、引渡し後 1 年間

の無償保障期間満了から 2 年間、日本側負担による保守サービス契約を計画する。 
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3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、約 20 億円（予備的経費含む）と

なり、日本とパレスチナとの負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（3）に示す積算条件に

よれば、次のとおり見積もられる。ただし、この額は交換公文上の供与限度額を示すものでは

ない。 
 

(1) 日本側負担経費 
 

概略事業費 約 18.99 億円 

費用 概略事業費（百万円） 

機材調達費 18.00 

詳細設計・施工監理 0.8 

ソフトコンポーネント 0.19 

合計 18.99 

 
 

(2) パレスチナ側負担経費 
 

項目 
概算費用 

（千 USD） 
（千円） 

1) 放射線科用の電源ケーブルの敷設 
（ナセル・メディカル・コンプレックス） 

38 4,260

2) 既存機材の撤去（対象 4 病院） 28 3,139

3) 一般家具・備品の購入 9 1,009

4) 銀行手数料 34 3,812

合 計 109 12,220

 
 

(3) 積算条件 
 積算時点 ：2019 年 5 月 

 為替交換レート ：1US$=112.12 円 

 調達期間 ：詳細設計及び調達の期間は、実施工程に示したとおり。 

 その他  ：本計画は日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施されるものと

   する。 

 

3-5-2 運営・維持管理費   

(1) 機材年間保守管理費 

機材維持管理費は修理費用、および消耗品・交換部品費で構成される。消耗品は引き渡し

初年度から必要になるが、故障はメーカーの無償保証にて対応する。3 年目までは保守契約
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対象機材の修理費用は発生しないが、それ以外の機材は修理費用が発生する。4 年目以降は

全ての機材について保守契約が切れるので、保健庁自身で契約の更新もしくは修理時にメー

カー代理店を呼び対応を依頼する必要がある。修理費用はメーカー代理店の見積もり及び他

案件実績より算出した。 

 

＜各地区における年間に必要とされる維持管理経費＞ 

ガザ地区 

(単位：USD)      

 引渡し初年度 2 年目～3 年目 4 年目以降 

修理費用 0 675,417 1,232,937

消耗品・交換部品費 209,652 209,652 209,652

合計 208,482 883,899 1,441,419

 

西岸地区 

(単位：USD)      

 引渡し初年度 2 年目～3 年目 4 年目以降 

修理費用 0 138,232 695,482

消耗品・交換部品費 52,267 52,267 52,267

合計 52,267 190,499 747,749

 
 

消耗品費の明細は以下のとおり。 
 

表 3-10 年間消耗品費 

機材
番号 機材名 ガザ地区

計画数量
西岸地区
計画数量

消耗品 
交換部品 

年間 
必要量 

単価
(USD) 

小計
(USD)

3 デジタル X 線撮影装置 5   X 線フィルム 3 374  5,610 

5 移動型 X 線撮影装置 5   X 線フィルム 3 374  5,610 

7 超音波診断装置（TEE プ
ローブ付き）  2   

ゲル 2 12  48 

記録紙 10 8  160 

8 超音波診断装置（カラードッ
プラー式） 4  ゲル 2 12  96 

記録紙 10 8  320 

9 ポータブル超音波診断装置 3  ゲル 2 12  72 

記録紙 10 8  240 

10 心電計 9  ゲル 2 12  216 

記録紙 10 8  720 

11 ホルター心電計 2   電池 1 2  4 

13 人工透析装置  10    

ダイアライザー 1400 8  112,000 

血液回路 1400 3  42,000 

穿刺針 1400 1  14,000 
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機材
番号 機材名 ガザ地区

計画数量
西岸地区
計画数量

消耗品 
交換部品 

年間 
必要量 

単価
(USD) 

小計
(USD)

17 内視鏡洗浄機 3   フィルター 2 13  78 

18 腹腔鏡術器具セット  2  ポンプチューブ 5 161  1,610 

20 高圧蒸気滅菌器  4  

フィルター 1 19  76 

プレフィルター 1 48  192 

記録紙 3 2  24 

記録インク 1 38  152 

塩 1 23  92 

ガスケット 1 139  556 

23 切除鏡 2   電極 20 40  1,600 

27 ENT 手術用顕微鏡 1   
ハロゲンランプ 1 7  7 

フューズ 5 1  5 

28 全自動生化学検査装置 3   試薬       

31 血液銀行用冷凍庫 3   記録紙 10 5  150 

33 患者監視装置 33  
プローブ 1 214  7,062 

電極 50 1  1,650 

記録紙 10 2  660 

34 筋電計 1   記録紙 10 2  20 

35 ラボ用高圧蒸気滅菌装置 3   ガスケット 1 27  81 

36 パルスオキシメーター 40   電池 2 1  80 

37 眼科用手術顕微鏡 1   ハロゲンランプ 1 8  8 

42 水晶体手術装置 1   
ハンドピース 1 187  187 

チップ 3 112  336 

46 ENT ユニット 4  

スプレーセット 1 97  388 

ランプ 1 8  32 

フィルター 1 11  44 
コンプレッサ
ホース 1 13  52 

吸引ホース 1 13  52 

47 CO2 インキュベーター 2   炭酸ガス（40L) 12 8  192 

49 輸液ポンプ 40  
輸液セット 20 滴
/ml 2 44  3,520 

輸液セット 60 滴
/ml 4 53  8,480 

56 麻酔器（MRI 対応型）   1 
麻酔ガス 1 16  16 

ソーダライム 1 19  19 

57 患者モニター（MRI 対応型）  1 

プローブ 1 214  214 

電極 50 1  50 

記録紙 10 2  20 

61 麻酔器   1 
麻酔ガス 1 16  16 

ソーダライム 1 19  19 

62 大動脈内バルーンパンピング   1 バルーンキット 300 79  23,700 

63 超音波診断装置 
（TEE プローブ付） 

 1 
ゲル 2 12  24 

記録紙 10 8  80 

65 ホルター心電計   1 電池 2 2  4 

68 人工心肺装置   1 チューブセット 500 2  1,000 

73 ポータブル超音波診断装置   1 
ゲル 2 12  24 

記録紙 10 8  80 
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機材
番号 機材名 ガザ地区

計画数量
西岸地区
計画数量

消耗品 
交換部品 

年間 
必要量 

単価
(USD) 

小計
(USD)

74 無影灯   1 ハンドル 3 75  225 

79 
  

超音波診断装置 
（カラードップラー） 

 1 
ゲル 2 12  24 

記録紙 10 8  80 

80 ハンドヘルド型超音波血流計   1 ゲル 1 12  12 

82 人工呼吸器    15 

成人用呼吸回路
セット 2 412  12,360 

バクテリアフィ
ルター 2 11  330 

83 セントラルモニターユニット
（5 ベッド） 

 1 

プローブ 5 214  1,070 

電極 250 1  250 

記録紙 50 2  100 

84 セントラルモニターユニット
（7 ベッド） 

 1 

プローブ 7 214  1,498 

電極 350 1  350 

記録紙 70 2  140 

85 点滴ステーション   15 

輸液セット 20 滴
/ml 6 44  3,960 

輸液セット 60 滴
/ml 8 53  6,360 

89 酸素流量計   15 電池 1 2  30 

94 ECG    2 
ゲル 2 12  48 

記録紙 10 8  160 

96 血圧計 
（パルスオキシメーター付）   2 電池 1 2  4 

ガザ地区合計 209,652 

西岸地区合計 52,267 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章  プロジェクトの評価 

  





79 
 

第 4 章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

本計画の実施のためには、パレスチナ側により、「3-3 相手国分担事業の概要」で既述した免税

措置、輸入される資機材の便宜供与、銀行取極・支払授権書の発給、インフラ整備、既存建物の

改修と増築、既存ユーティリティーの改修工事、既存機材・家具の撤去等について、本計画の実

施に支障のないようパレスチナ側で必要な手続きや作業等が遅滞なく執り行われることが前提と

なる。さらに、医療施設の維持管理に関する予算・人員が確保されることも前提条件となる。 

 

4-2 プロジェクト全体計画達成のための必要な相手方投入（負担）事項 

本計画の効果を発現・維持するためにパレスチナ側が取り組むべき事項は、以下が考えられる。 
 

(1) 適切な人材の確保と配置 

本計画で新たに整備される機材を適切に運用し維持していくためには、新たな人員配置が必要

となる。これらのスタッフは、機材据付け開始前には配置をし、初期操作指導やソフトコンポー

ネントに参加させることが必要である。事前に予算措置を含む計画を策定し、計画的に採用、配

置、研修を進める必要がある。 

 

(2) 施設運営と機材維持管理のための予算の確保 

本計画の効果を達成するため、西岸地区保健庁とガザ地区保健庁は「3-5-2 運営・維持管理費」

で記述した増額分を確保し、調達された機材を適切に運営、維持することが求められる。特に、

ガザ地区においてはイスラエル側からの制約を受け、スペアパーツや消耗品の入手や発電のため

の燃料の入手が困難になる状況に陥りやすい環境にある。従って、これらの状況を考慮して入手

計画（予算計画など）を作成し、入手が滞らないように配慮することが肝要である。 

 

(3) 人材の技術向上 

対象病院が適切な維持管理を継続的に実施するためには、機材維持管理部門の技術者及び各病

院の医療従事者の維持管理技術を向上させる必要があるため、本計画ではソフトコンポーネント

等による維持管理技術の向上を図る予定である。各病院はこれらの取り組み、技術協力（実施予

定）等で学んだ技術を生かし、適切な維持管理を実施することが重要である。さらに、院内研修

や地域内研修により他の要員や医療施設への技術の移転を図るなど、効果を持続するための施策

が必要である。 
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4-3 外部条件 

事業目的達成のための外部条件：治安が著しく悪化しないこと、事業関係者の渡航滞在が

確保されることが外部条件となる。 

 

4-4 プロジェクトの評価 

4-4-1 妥当性 

(1) 拠点病院の負担軽減の観点 

西岸地区においては、ラマッラ市内の Palestine Medical Complex（PMC）、ヘブロンの

クイーン・アリア病院の 2 大病院が最も多い診療科を備え、患者数も集中している。これら

2 病院の病床稼働率は 100％以上となっており、既にキャパシティーを越える患者を受け入

れている。また、カテラボを有し、急増する心疾患患者を多く受け入れているのもこの 2 病

院であり（クイーン・アリア病院は今後数か月内にカテラボを設置予定）、今後も一層患者

が増加することが予想されている。そのため、これら病院に次いで西岸地区で 3 番目の規模

となるラフィディア外科病院にカテラボや高度画像診断機器等を整備し患者を分散させるこ

とは、医療サービスへのアクセス向上のみならず、医療サービスの質の向上の意味からも有

意義である。 

ガザ地区においては、三次病院の機能も持つアル・シーファ病院が診療科、機材保有状況

等最も充実しており、病院からのリファラル患者も多く受け入れていることから、ガザ地区

全体の患者の 7 割が集中している。ガザ地区保健庁としては、アル・シーファ病院を三次医

療施設として機能を回復させ、ガザ地域内でリファラル体制を築く計画である。そのために

は、各地域拠点病院の機能やサービスを強化する必要があることから、北部ガザ（インドネ

シア病院）、ラファ（ヨーロッパ・ガザ病院）、ハンユニス（ナセル・メディカル・コンプ

レックス）の地域拠点病院が選定された。 

 

(2) 高度医療サービスへの地理的アクセスの改善の観点 

西岸地区の心疾患治療の拠点は、中部に位置する PMC、南部に位置するクイーン・アリア

病院、北部（ナブルス、ジェニン、トゥルカレム、カルキリヤ、サルフィート、チュバス含

む）に位置するラフィディア外科病院と定められている。ラフィディア外科病院はカテーテ

ル治療を行える体制になく、クイーン・アリア病院のカテーテル治療も未だ開始されていな

いため、北部の対象患者の多くは PMC へのリファーを余儀なくされている。しかし、PMC

における同治療の受入れキャパシティーは既に飽和状態に達しており、治療に数ヶ月待たさ

れる。 

また、MRI を保有する公的病院は西岸地区では PMC のみであり、PMC のキャパシテ

ィー不足により対応できない患者は民間病院へとリファーされている。民間病院の医療サー

ビスに対する費用は公的病院よりも高額であり、保健庁から支払われる規定額を越える費用

は患者が支払うことになっており、保健庁の負担のみならず患者の負担も大きい。 
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以上のことから、ラフィディア外科病院にカテーテルラボや MRI 等の高度画像診断機器等

を整備することで、北部地域の約 100 万人の住民のこれら高度医療機器による診断や治療へ

のアクセスが改善され、患者費用負担も軽減も期待されている。 

ガザ地区においては、住民は居住地域（行政区）にある病院で先ず診断を受ける必要があ

り、そこで対応できない場合に他行政区の病院に送られることになっている。そのため、各

行政区の地域拠点病院のサービス内容、設備、キャパシティーを増強することは、それぞれ

の地域の患者にとっての医療サービスの利便性を高め、ガザ地区全体の医療サービス提供体

制の効率化を図ることができる。 

 

(3) パレスチナの開発計画との整合性 

NCDs に起因する死亡が多数を占めるようになり、疾病構造が大きく変化したこと、そし

て NCDs 患者のパレスチナ域外及び民間病院へのリファラルにかかる支出が保健財政を逼迫

し、保健財政健全化のために公的病院の専門性を高め、より多くの患者を域内で治療できる

ようにするため、パレスチナ政府は 2017 年に「国家保健戦略 2017-2022」を策定し、NCDs

への取組を一層推進することを打ち出した。 

本計画はNCDs対策に必要な診察や診断、治療を行うために必要な機材供与を目的として

実施され、パレスチナ政府の方針に合致している。また、がんや心疾患患者の域外リファラ

ルへの申請の多くがイスラエル側に却下されており、適切な治療を受けることができずに死

亡するケースも散見される。このようなことから、NCDs 疾患にかかる公的病院の医療技術

の高度化への支援や保健財政健全化への支援のみならず、人道的見地からも妥当性があると

判断される。 

 

4-4-2 有効性 

以下に本計画の実施により期待される目標値を示す。 

 

(1) 定量的効果 

本プロジェクト実施により期待されるアウトプットは下記のとおり。 
表 4-1：本プロジェクトの成果指標 

ガザ地区   

指標名 
基準値 

（2018 年実績値）

目標値（2024 年） 
【事業完成 3 年後】

ガザ地区からガザ地区外へのリファラル数（回/年） 21,266 16,266 

※検査機器導入に伴い早期発見患者が見込まれる癌等の患者は除外 

ラフィディア外科病院   

指標名 
基準値 

（2018 年実績値）

目標値（2024 年） 
【事業完成 3 年後】

MRI 検査数（回/年） 0 5,000 

心臓手術件数（開心術、心臓カテーテル手術を含む）（回/年） 0 1,000 
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ヨーロッパ・ガザ病院   

指標名 
基準値 

（2018 年実績値）

目標値（2024 年） 
【事業完成 3 年後】

CT 検査数（回/年） 9,499 11,677 

CT によって診断された冠動脈疾患患者（人/年） 100 120 

 
ナセル・メディカル・コンプレックス   

指標名 
基準値 

（2018 年実績値）

目標値（2024 年） 
【事業完成 3 年後】

MRI 検査数（回/年） 0 5,000 

 
インドネシア病院   

指標名 
基準値 

（2018 年実績値）

目標値（2024 年） 
【事業完成 3 年後】

内視鏡による検査・手術数（回/年） 0 500 

 

 

1） 基準値の算出 

各病院にヒアリングを行い以下のとおり算出・設定した 

① ラフィディア外科病院における「MRI 検査数」と「心臓手術件数」、ナセル・メディカ

ル・コンプレックスにおける「MRI 検査数」は、機材が未整備のため基準値を 0 とし

た。また、インドネシア病院における「内視鏡による検査・手術数」は全機材が故障し

ているため、基準値を 0 とした。 

② 「ガザ地区からの域外リファラル申請数41」は、WHO によるパレスチナの保健概況年

次レポート “Right to Health 201942“より入手した。 

③ ヨーロッパ・ガザ病院における「CT 検査数」、「CT によって検査された冠動脈疾患手

術数」は、病院の年次報告書より抜粋した。 
 

2） 目標値の算出 

① ラフィディア外科病院とナセル・メディカル・コンプレックスにおける「MRI 検査数」

の目標値は、保健庁との協議において MRI 検査を必要とする患者が 1 日約 20 人来院

しているとのことで、この数値（20 人/日）を年間稼働日の 250 日に乗じて算出した。 

② ラフィディア外科病院における「心臓手術件数（開心術、心臓カテーテル手術を含む）」

の目標値は、ラフィディア外科病院が心臓の検査・手術で必要と判断した年間の患者数

を基に設定した。 

③ 「ガザ地区からの域外リファラル申請数」の目標値は、2018 年度の実際の数値から、

画像診断を目的としたリファラルの割合である 3％分と内視鏡を目的としたリファラ

                                                        
41 域外へのリファラルが実際に許可されるには、イスラエル政府の承認が必要であり、外部要因の影響を大きく受けることか

ら、成果目標としては、「域外リファラル数」ではなく、「域外リファラル申請数」とした。 
42 WHO. (2019). Right to Health 2018. 



83 
 

ルの割合である 0.5％分を削減した43 44。 

④ ヨーロッパ・ガザ病院における「CT 検査数」は、2018 年のガザ地区の CT 検査数（36,649

件）をヨーロッパ・ガザ病院のキャッチメント（ラファー県とハンユニス県）の人口割

合（31.86％）に相当する値とした。また、「CT によって診断された冠動脈手術件数」

は、基準値に CT 検査数の予想増加分を 2 割として算出した。 

⑤ インドネシア病院における「内視鏡検査数」は、胃・大腸内視鏡検査を必要とする毎月

の患者数（40～45 名程度。現在は全数を他病院へリファーしている）を基に、全患者

をインドネシア病院で検査するとして設定した。 

 

(2) 定性的効果 

1）患者の満足度の向上 

西岸北部のラフィディア外科病院、ガザ南部のヨーロッパ・ガザ病院、ガザ中南部のナセ

ル・メディカル・コンプレックス、ガザ北部のインドネシア病院と、地域拠点病院の医療機

材整備を行うことにより、これまで西岸地区の PMC やガザ地区のアル・シーファ病院など

大規模な総合病院まで移動していた患者が地域で同等の医療サービスを受けることが可能と

なる。これにより、医療サービスへのアクセスが改善され、特定病院への一極集中が分散さ

れる。また、移動にかかる距離や費用が軽減され、待ち時間等の軽減も期待できることから、

患者の満足度向上につながる。 
 

2）医療従事者のサービスの改善 

高度医療診断機材および治療機材の整備により、これまで他病院へリファーしていた患者

の検査、診断、治療がそれぞれの拠点病院で可能になり、医療従事者によるサービスの質が

改善する。 

 

4-4-3 結論 

 以上の内容により、本計画の妥当性は高く、有効性が見込まれると判断される。 

                                                        
43 Ibid. 
44 域外リファラル申請の目的内訳についてはデータがなく、許可された域外リファラル数における内訳の数値を参考にした。 
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資料 1 調査団氏名、所属 

1-1 第 1 回現地調査 （2019 年 4 月 5 日～5 月 4 日） 

 

氏名 担当 所属 

磯野 光夫 総括 JICA 人間開発部国際協力専門員 

神作 麗 技術参与 JICA 人間開発部国際協力専門員 

青木 優 計画管理 
JICA 人間開発部保健第一グループ 
保健第一チーム 

守田 貴志 
業務主任/保健医療計画 2/ 
機材計画  

インテムコンサルティング株式会社 

佐藤(大野) 伸子 保健医療計画１ 
アスカ・ワールド・コンサルタント 
株式会社 

大原 みさと 調達計画/積算 インテムコンサルティング株式会社 

浜野 修 設備計画 株式会社アールコンサルタンツ 

 

1-2 第 2 回現地調査 （2019 年 10 月 11 日～10 月 26 日） 

 

氏名 担当 所属 

磯野 光夫 総括 JICA 人間開発部国際協力専門員 

神作 麗 技術参与 JICA 人間開発部国際協力専門員 

遊佐 敢 計画管理 
JICA 人間開発部保健第一グループ 
保健第一チーム 

守田 貴志 
業務主任/保健医療計画 2/ 
機材計画  

インテムコンサルティング株式会社 

大原 みさと 調達計画/積算（自社負担） インテムコンサルティング株式会社 

浜野 修 設備計画 株式会社アールコンサルタンツ 

 

A1

ohhara
タイプライターテキスト



資料 2 調査行程 

2-1. 第 1 回現地調査 

 
  

官団員 宿泊
業務主任/機材計画/保健医療

計画２
宿泊 保健医療計画1 宿泊 調達計画/積算 宿泊 設備計画 宿泊

守田貴志 佐藤（大野）伸子 大原みさと 浜野修

13 10 30 27 12 10 30 27 21 18

1 4月5日 金 日本→ 日本→（香港）→ 日本→（香港）→

2 4月6日 土 →空港→ラマッラ ｴﾙｻﾚﾑ →空港→ラマッラ ﾗﾏｯﾗ →空港→ラマッラ ﾗﾏｯﾗ

3 4月7日 日
JICA、保健庁、保健庁（財務、
調達）

ｴﾙｻﾚﾑ
JICA、保健庁、保健庁（財務、
調達）

ﾗﾏｯﾗ
JICA、保健庁、保健庁（財務、
調達）

ﾗﾏｯﾗ

4 4月8日 月

ガザへ移動
ガザ保健庁
インドネシア病院
ラマッラへ移動

ﾗﾏｯﾗ

ガザへ移動
エレツ検問所（8：00集合）
ガザ保健庁
インドネシア病院
ラマッラへ移動

ﾗﾏｯﾗ

ガザへ移動（6：00発）
エレツ検問所（8：00集合）
ガザ保健庁
インドネシア病院
ラマッラへ移動

ﾗﾏｯﾗ

5 4月9日 火
ラフィディア病院
ラマラメディカル視察

ｴﾙｻﾚﾑ
ラフィディア病院
ラマラメディカル視察

ﾗﾏｯﾗ
ラフィディア病院
ラマラメディカル視察

ﾗﾏｯﾗ

6 4月10日 水
ガザへ移動
ナセル病院
ヨーロッパ病院

ｶﾞｻﾞ

ガザへ移動（6：00発）
エレツ検問所（8：00集合）
ナセル病院
ヨーロッパ病院

ｶﾞｻﾞ

ガザへ移動（6：00発）
エレツ検問所（8：00集合）
ナセル病院
ヨーロッパ病院

ｶﾞｻﾞ

7 4月11日 木
ガザWHO
ガザ保健庁
ラマッラへ移動

ﾗﾏｯﾗ
ガザWHO
ガザ保健庁
ラマッラへ移動

ﾗﾏｯﾗ
ガザWHO
ガザ保健庁
ラマッラへ移動

ﾗﾏｯﾗ

8 4月12日 金
団内協議
ミニッツ案作成

ﾗﾏｯﾗ
団内協議
ミニッツ案作成

ﾗﾏｯﾗ
団内協議
ミニッツ案作成

ﾗﾏｯﾗ

9 4月13日 土
団内協議
ミニッツ案作成

ﾗﾏｯﾗ
団内協議
ミニッツ案作成

ﾗﾏｯﾗ
団内協議
ミニッツ案作成

ﾗﾏｯﾗ

10 4月14日 日
アルデイラ病院
西岸保健庁（ミニッツ協議）
ガザ保健庁（ミニッツ協議）

ﾗﾏｯﾗ
アルデイラ病院
西岸保健庁（ミニッツ協議）
ガザ保健庁（ミニッツ協議）

ﾗﾏｯﾗ
アルデイラ病院
西岸保健庁（ミニッツ協議）
ガザ保健庁（ミニッツ協議）

ﾗﾏｯﾗ 日本→（香港）→

11 4月15日 月
ラフィディア病院
保健庁（ミニッツ協議）

ﾗﾏｯﾗ
ラフィディア病院
保健庁（ミニッツ協議）

ﾗﾏｯﾗ ラフィディア病院 ﾗﾏｯﾗ
→空港→ラマッラ
ラフィディア病院

ﾗﾏｯﾗ

12 4月16日 火
ミニッツ署名
JICA報告
空港→

ミニッツ署名
JICA報告

ﾗﾏｯﾗ 調達調査 ﾗﾏｯﾗ
ラフィディア病院
調達調査

ﾗﾏｯﾗ

13 4月17日 水 →日本 ラフィディア病院 ﾗﾏｯﾗ ラフィディア病院 ﾗﾏｯﾗ
電力会社、水道局、IT業
者調査
調達調査

ﾗﾏｯﾗ

14 4月18日 木 ラフィディア病院 ﾗﾏｯﾗ ラフィディア病院 ﾗﾏｯﾗ ラフィディア病院 ﾗﾏｯﾗ

15 4月19日 金 団内会議 ﾗﾏｯﾗ  団内会議 ﾗﾏｯﾗ 団内会議 ﾗﾏｯﾗ

16 4月20日 土 団内会議 ﾗﾏｯﾗ 日本→（香港）→ 団内会議 ﾗﾏｯﾗ 団内会議 ﾗﾏｯﾗ

17 4月21日
日

（祝）

ガザへ移動
ガザ保健庁
インドネシア病院

ｶﾞｻﾞ
→空港→ラマッラ
西岸保健庁
ラフィディア病院

ﾗﾏｯﾗ
ガザへ移動
ガザ保健庁
インドネシア病院

ｶﾞｻﾞ
ガザへ移動
ガザ保健庁
インドネシア病院

ｶﾞｻﾞ

18 4月22日 月 インドネシア病院 ｶﾞｻﾞ
ガザへ移動
ガザ保健庁
インドネシア病院

ｶﾞｻﾞ インドネシア病院 ｶﾞｻﾞ インドネシア病院 ｶﾞｻﾞ

19 4月23日 火 ナセル病院 ｶﾞｻﾞ ナセル病院 ｶﾞｻﾞ ナセル病院 ｶﾞｻﾞ ナセル病院 ｶﾞｻﾞ

20 4月24日 水 ヨーロッパ病院 ｶﾞｻﾞ ヨーロッパ病院 ｶﾞｻﾞ ヨーロッパ病院 ｶﾞｻﾞ ヨーロッパ病院 ｶﾞｻﾞ

21 4月25日 木
アルシーファ病院
ガザ保健庁
ラマッラへ移動

ﾗﾏｯﾗ
アルシーファ病院
ガザ保健庁
ラマッラへ移動

ﾗﾏｯﾗ
アルシーファ病院
ガザ保健庁
ラマッラへ移動

ﾗﾏｯﾗ
アルシーファ病院
ガザ保健庁
ラマッラへ移動

ﾗﾏｯﾗ

22 4月26日 金 イタリア開発協力機関 ﾗﾏｯﾗ イタリア開発協力機関 ﾗﾏｯﾗ イタリア開発協力機関 ﾗﾏｯﾗ イタリア開発協力機関 ﾗﾏｯﾗ

23 4月27日 土 テクニカルノート案作成 ﾗﾏｯﾗ テクニカルノート案作成 ﾗﾏｯﾗ テクニカルノート案作成 ﾗﾏｯﾗ テクニカルノート案作成 ﾗﾏｯﾗ

24 4月28日 日
ガザへ移動
アルハヤ病院
調達調査

ｶﾞｻﾞ

ガザへ移動
アルハヤ病院
ローカルコンサルタントとの
協議

ｶﾞｻﾞ
ガザへ移動
アルハヤ病院
調達調査

ｶﾞｻﾞ
ガザへ移動
アルハヤ病院
調達調査

ｶﾞｻﾞ

25 4月29日 月 調達調査 ｶﾞｻﾞ
ガザ保健庁
ラマッラへ移動
西岸保健庁

ﾗﾏｯﾗ 調達調査 ｶﾞｻﾞ 調達調査 ｶﾞｻﾞ

26 4月30日 火

ガザ保健庁協議
ラマッラへ移動
西岸保健庁協議
調達調査

ﾗﾏｯﾗ
西岸保健庁
空港→

ガザ保健庁協議
ラマッラへ移動
西岸保健庁協議
調達調査

ﾗﾏｯﾗ

ガザ保健庁協議
ラマッラへ移動
西岸保健庁協議
調達調査

ﾗﾏｯﾗ

27 5月1日 水 調達調査 ﾗﾏｯﾗ （香港）→日本 調達調査 ﾗﾏｯﾗ 調達調査 ﾗﾏｯﾗ

28 5月2日 木
テクニカルノート署名
JICA報告
調達調査

ﾗﾏｯﾗ  
テクニカルノート署名
JICA報告
調達調査

ﾗﾏｯﾗ
テクニカルノート署名
JICA報告
調達調査

ﾗﾏｯﾗ

29 5月3日 金 ラマッラ→空港→  ラマッラ→空港→ ラマッラ→空港→

30 5月4日 土 （香港）→日本  （香港）→日本 （香港）→日本

日付日数 曜日

A2



2-2. 第 2 回現地調査 

 

 

  

官団員 宿泊
業務主任/機材計画/

保健医療計画２
宿泊

調達計画/積算
(自社負担)

宿泊 設備計画 宿泊

守田貴志 大原みさと 浜野修
9 6 16 13 16 13 9 6

1 10月11日 金 日本→（香港）→ 日本→（香港）→ 日本→（香港）→

2 10月12日 土 →（イスラエル）→ラマッラ ﾗﾏｯﾗ →（イスラエル）→ラマッラ ﾗﾏｯﾗ →（イスラエル）→ラマッラ ﾗﾏｯﾗ

3 10月13日 日 JICA、西岸地区保健庁 ﾗﾏｯﾗ JICA、西岸地区保健庁 ﾗﾏｯﾗ JICA、西岸地区保健庁 ﾗﾏｯﾗ

4 10月14日 月 ラフィディア病院 ﾗﾏｯﾗ ラフィディア病院 ﾗﾏｯﾗ ラフィディア病院 ﾗﾏｯﾗ

5 10月15日 火
移動（ガザ地区へ）
ガザ地区保健庁

ｶﾞｻﾞ
移動（ガザ地区へ）
ガザ地区保健庁

ｶﾞｻﾞ
移動（ガザ地区へ）
ガザ地区保健庁

ｶﾞｻﾞ

6 10月16日 水
ナセル病院
ヨーロッパ病院

ｶﾞｻﾞ
ナセル病院
ヨーロッパ病院

ｶﾞｻﾞ
ナセル病院
ヨーロッパ病院

ｶﾞｻﾞ

7 10月17日 木
インドネシア病院
移動（ラマッラへ）

ﾗﾏｯﾗ
インドネシア病院
移動（ラマッラへ）

ﾗﾏｯﾗ
インドネシア病院
移動（ラマッラへ）

ﾗﾏｯﾗ

8 10月18日 金 日本→ 団内打ち合わせ ﾗﾏｯﾗ 団内打ち合わせ ﾗﾏｯﾗ ラマッラ→（イスラエル）→

9 10月19日 土 →（イスラエル）→ラマッラ ﾗﾏｯﾗ ミニッツ案作成 ﾗﾏｯﾗ ミニッツ案作成 ﾗﾏｯﾗ →日本

10 10月20日 日
JICA
ミニッツ協議

ﾗﾏｯﾗ
JICA
ミニッツ協議

ﾗﾏｯﾗ
ミニッツ協議
（代理店調査）

ﾗﾏｯﾗ

11 10月21日 月 ミニッツ協議 ﾗﾏｯﾗ ミニッツ協議 ﾗﾏｯﾗ 代理店調査 ﾗﾏｯﾗ

12 10月22日 火 ミニッツ協議（ガザ） ﾗﾏｯﾗ ミニッツ協議（ガザ） ﾗﾏｯﾗ ミニッツ協議（ガザ） ﾗﾏｯﾗ

13 10月23日 水 ミニッツ協議 ﾗﾏｯﾗ 輸送状況調査（テルアビブ） ﾗﾏｯﾗ 輸送状況調査（テルアビブ） ﾗﾏｯﾗ

14 10月24日 木 ミニッツ署名、報告 ﾗﾏｯﾗ ミニッツ署名、報告 ﾗﾏｯﾗ
ミニッツ署名、報告
（補足調査）

ﾗﾏｯﾗ

15 10月25日 金 病院視察（西岸） ラマッラ→（イスラエル）→ ラマッラ→（イスラエル）→

16 10月26日 土 ラマッラ→（イスラエル）→ （香港）→日本 （香港）→日本

日付日数 曜日
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資料 3 関係者（面会者）リスト 

組織名 名前 部門、役職 

西岸保健庁 Ramlawi Asad 副大臣 

  Ibrahim Elian バイオメディカルエンジニアリングユニット長

  Khalid Mattour 調達部長 

  Maria Yousef Al-Aqura 国際協力局長 

  Abdel Kareem Hamadneh 財務局長 

ラフィディア病院 Qasem Daghlass 病院長 

  Rawda Assaf 事務局長 

  Othman Abu Salah 内科医 

  Ihab Shraideh 血管外科医 

  Salem Hanani 
バイオメディカルエンジニアリングユニット

バイオメディカルエンジニア 

  Nabil Mausour 
バイオメディカルエンジニアリングユニット

バイオメディカルエンジニア 

  Mana Shalahi 看護部門長 

ガザ保健庁 Kseniia El-Kafarha 国際協力局長 

  Ashraf AbuMhadi 国際協力局長 

 Abdullatif Alhaj  病院局長 

  Ahmed Shatat 病院局副長 

  Ibrahim Abbass 病院局 

  Raid Kashkash 国際協力局 

  Abdul Hamed Seyam 
エンジニアリング・メンテナンス局 バイオメ

ディカルエンジニア 

  Hazem Al Qassas 
エンジニアリング・メンテナンス局 バイオメ

ディカルエンジニア 

  Majgi abu Sido エンジニアリング・メンテナンス局 電気技師

  Qasem Alyazji 
エンジニアリング・メンテナンス局 バイオメ

ディカルエンジニア 

  Shadi A. Hon エンジニアリング・メンテナンス局 土木技師

  J Abu Amra エンジニアリング・メンテナンス局 土木技師

  Feras Hamdah 
エンジニアリング・メンテナンス局 バイオメ

ディカルエンジニア 

  Ahmed Basher 
エンジニアリング・メンテナンス局 バイオメ

ディカルエンジニア 
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組織名 名前 部門、役職 

ヨーロッパ病院 Yousif F. El Akkad 病院長 

  Kamal Mousa 事務部長 

  Atta L. Jabazi 看護部長 

  Hassan A. Zammar 心臓外科コンサルタント、カテラボ局長 

インドネシア病院 Shoqi Salem 病院長 

  Mohammed Al Atawi  メンテナンス部 バイオメディカルエンジニア

ナセル病院 Mohammed Khalil Zaqout 病院長 

  Ayman L. Farra ナセル棟マネージャー 

  Tareq aha mustafa 放射線部門長 

  Bassam Abuusasda 脳外科医 

  Alaa elmasirry 内科医 

  Sofia Zorob ラボ部門長 

  Sobhi Keshta メンテナンス部長 

  Omar Awad メンテナンス部 土木技師 

  Mahmoud Duboor メンテナンス部 電気技師 

  Esmail abu Nemmer メンテナンス部 機材技師 

WHO Mahmoud Daher ガザサブオフィス長 

  Mahmoud Al Halabi 調達アシスタント 

イタリアン 
コーポレーション 

Francesco Ribolzi 医療担当 

Palestine Medical Complex Nadia Eideh 内科医 

  Sami Solieman 集中治療室看護部長 

  Pania Aljallaol 看護部長 

  Rawya Abojber パラメディカル部長 

  Ayad Salin 麻酔部長 

  Ghadi Aman 病棟管理 

ベイトジャラ病院 Mohammad Thweib 事務部長 

  Sa'ed  Ahmad Basheer エンジニア・メンテナンス部長 

  Nabil Rayyan パラメディカル部長 

  Mohmoud Ibrahim 外科医 
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ラフィディア外科病院  

番号 機材名 
要請 
数量 

優先

度 

選定基準 
備考/考察 

計画 
数量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

総 
合 

MRI 関連機材                

1 MRI（1.5T) 1 A 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 47 
新 MRI 室に 1 台

を計画。 
1 

2 MRI 用造影剤インジェクター 1 A 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
新 MRI 室に 1 台

を計画。 
1 

3 麻酔器（MRI 対応型） 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
新 MRI 室に 1 台

を計画。 
1 

4 患者モニター（MRI 対応型） 1 A 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
新 MRI 室に 1 台

を計画。 
1 

5 ストレッチャー（MRI 対応型） 1 B+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
MRI 周辺機器セッ

トとして計画。 
1 

6 
酸素流量計（MRI 対応型、 
壁掛けタイプ） 

1 B+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
MRI 周辺機器セッ

トとして計画。 
1 

7 
吸引器（MRI 対応型、 
壁掛けタイプ） 

1 B+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
MRI 周辺機器セッ

トとして計画。 
1 

8 金属探知機（ハンディタイプ） 1 B+ 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 41 
MRI 周辺機器セッ

トとして計画。 
1 

9 室内酸素モニター 1 A 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 41 
MRI 周辺機器セッ

トとして計画。 
1 

10 消火器（MRI 対応型） 1 A 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 41 
MRI 周辺機器セッ

トとして計画。 
1 

11 踏み台（MRI 対応型） 1 B+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
MRI 周辺機器セッ

トとして計画。 
1 

12 車椅子（MRI 対応型） 1 B+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
MRI 周辺機器セッ

トとして計画。 
1 

心臓カテーテル室関連機材         

1 
血管造影撮影装置 
（シングルプレーン） 

1 A 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48 
カテラボに 1 台を

計画。 
1 

2 造影剤インジェクター 1 A 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
カテラボに 1 台を

計画。 
1 

3 麻酔器 1 B+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
カテラボに 1 台を

計画。 
1 

4 大動脈内バルーンパンピング 1 A 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
カテラボに 1 台を

計画。 
1 

5 
超音波診断装置（TEE プロー

ブ付き、大人用/子供用） 
1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

カテラボに 1 台を

計画。 
1 

6 ストレステスト用トレッドミル 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
カテラボに 1 台を

計画。 
1 

7 ホルター心電計 1 B+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
カテラボに 1 台を

計画。 
1 

8 プレッシャーワイヤー 1 B- 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
カテラボに 1 台を

計画。 
1 

9 X 線防護エプロン 5 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
カテラボに 5 セッ

トを計画。 
5 

 
                 

                 

A80

ohhara
タイプライターテキスト
資料６　機材検討表

ohhara
タイプライターテキスト

ohhara
タイプライターテキスト



番号 機材名 
要請 
数量 

優先

度 

選定基準 
備考/考察 

計画 
数量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

総 
合 

循環器科関連機材       

心臓外科関連機材      

1 パフュージョンシステム 1 A 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
手術室に 1 台を

計画。 
1 

2 製氷機 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 台を

計画。 
1 

3 
体外式心臓ペースメーカー

（シングル） 
1 B+ 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 

手術室に 1 台を

計画。 
1 

4 
体外式心臓ペースメーカー

（ダブル） 
1 B+ 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 

手術室に 1 台を

計画。 
1 

5 開胸鋸 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 台を

計画。 
1 

6 ポータブル超音波診断装置 1 B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 台を

計画。 
1 

7 手術灯 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 台を

計画。 
1 

心臓血管手術関連機材                              

1 末梢血管検査装置 1 B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 台を

計画。 
1 

2 デジタル C アーム 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 台を

計画。 
1 

3 手術台 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 台を

計画。 
1 

4 造影剤インジェクター 1 B+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 台を

計画。 
1 

5 
超音波診断装置 

（カラードップラー） 
1 B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

手術室に 1 台を

計画。 
1 

6 ハンドヘルド型超音波血流計 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 台を

計画。 
1 

7 大動脈手術器具セット 3 B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
優先度の低さと予

算の都合で削除。 
0 

8 頚動脈手術器具セット 3 B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
優先度の低さと予

算の都合で削除。 
0 

9 瘻孔手術器具セット 3 B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
優先度の低さと予

算の都合で削除。 
0 

CCU ユニット関連機材                              

1 ICU ベッド 15 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
CCU ユニットに 15

台を計画。 
15 

2 人工呼吸器 15 
4A 
4B 
4C 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
CCU ユニットに 12

台を計画。 
12 

3-1 
セントラルモニターユニット 

（5 ベッド） 
1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

CCU ユニットに 1
セットを計画。 

1 

3-2 
セントラルモニターユニット 

（7 ベッド） 
1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

CCU ユニットに 1
セットを計画。 

1 

4 点滴ステーション 15 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
CCU ユニットに 15

台を計画。 
15 

5 マットレス 
1 
1 

A 
B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

ICU ベッド用に 2
組を計画。 

2 
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番号 機材名 
要請 
数量 

優先

度 

選定基準 
備考/考察 

計画 
数量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

総 
合 

6 ベッドサイドキャビネット 15 B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
ICU ユニットに 15

台を計画。 
15 

7 ベッドサイドテーブル 15 B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
ICU ユニットに 15

台を計画。 
15 

8 酸素流量計 15 B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
ICU ユニットに 15

台を計画。 
15 

9 吸引器（壁掛けタイプ） 15 B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
ICU ユニットに 15

台を計画。 
15 

10 投薬カート 2 B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
1CCU ユニットに 1
台ずつを計画。 

2 

11 救急カート 2 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
1CCU ユニットに 1
台ずつを計画。 

2 

12 除細動装置 2 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
1CCU ユニットに 1
台ずつを計画。 

2 

13 ECG 2 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
1CCU ユニットに 1
台ずつを計画。 

2 

14 薬品戸棚 2 B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
1CCU ユニットに 1
台ずつを計画。 

2 

15 
血圧計 

（パルスオキシメーター付き） 
2 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

1CCU ユニットに 1
台ずつを計画。 

2 

16 デジタルモバイル X 線撮影装置 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
CCU ユニットに 1

台を計画。 
1 

17 X 線防護エプロン 2 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
CCU ユニットに 2
セットを計画。 

2 

18 車椅子 1 B+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
CCU ユニットに 1

台を計画。 
1 

19 リネンカート 2 B- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
1CCU ユニットに 1
台ずつを計画。 

2 

脳神経外科関連機材       

手術室関連機材                              

1 
手術台（メイフィールド頭部

固定装置付き） 
1 C               0 

優先度 C のた

め、削除。 
0 

2 脳外科用手術用顕微鏡 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

3 開頭用ドリル 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

4 超音波吸引器 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

5 脳用開創器 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

6 ヘッドライト 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

7 電気メス 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

8 マットレス（加減圧式） 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

9 ターニケット 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 
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番号 機材名 
要請 
数量 

優先

度 

選定基準 
備考/考察 

計画 
数量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

総 
合 

10 ナビゲーションシステム 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

11 前頚部手術器具セット 3 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

12 開頭術手術器具セット 3 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

13 
脳神経外科用マイクロ手術器

具セット 
3 C               0 

優先度 C のた

め、削除。 
0 

14 VP シャント術器具セット 3 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

15 C アームシステム 3 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

16 神経機能検査装置 3 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

ICU ユニット関連機材                              

1 ICP モニター 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

2 ICU ベッド 5 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

3 人工呼吸器 5 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

4 除細動装置 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

6 ECG 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

7 酸素流量計 5 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

8 吸引器（壁掛けタイプ） 5 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

9 薬品戸棚 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

10 救急カート 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

15 点滴ステーション 5 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

16 投薬カート 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

17 ベッドサイドテーブル 5 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

18 マットレス 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

19 リネンカート 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

20 凝固計 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

21 吸引器（モバイル式） 5 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

22 血液保温器 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 
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番号 機材名 
要請 
数量 

優先

度 

選定基準 
備考/考察 

計画 
数量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

総 
合 

診断用機材                              

1 EEG 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

2 EMG 1 C               0 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

全科共通機材                              

1 
X 線透視撮影装置（放射線

科） 
1 C               0 

優先度 C のた

め、削除。 
0 

 

 

ヨーロッパ・ガザ病院 

番号 機材名 
要請 
数量 

優先

度 

選定基準 
備考/考察 

計画 
数量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

総 
合 

1 血管造影撮影装置（FPD） 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
予算の都合で削

除。 
0 

2 マルチスライス CT 1 A 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 
老朽化機材の更

新。1 台を計画。 
1 

4 デジタル X 線撮影装置 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。1 台を計画。 
1 

5 デジタル X 線透視撮影装置 1 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。1 台を計画。 
1 

6 デジタルマンモグラフィー 1 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
予算の都合で削

除。 
0 

7 
移動型 X 線撮影装置 
（CR カセット付き） 

2 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。2 台を計画。 
2 

10 
超音波診断装置（TEE プロー

ブ付き） 
1 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

予算の都合で削

除。 
0 

11 
超音波診断装置 
（カラードップラー式） 

2 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。2 台を計画。 
2 

12 ポータブル超音波診断装置 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
救急用に 1 台を

計画。 
1 

13 ECG（大人用、12ch） 3 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
小児用と併用。3

台を計画。 
3 

14 ECG（小児用、6ch） 3 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
大人用と併用の

ため、削除。 
0 

18 C-アーム X 線装置 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 台を

計画。 
1 

19 消化器内視鏡システム 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。1 ユニットを計

画。 
1 

20 気管支内視鏡システム 1 C 
優先度 C のた

め、削除。 
0 

21 内視鏡洗浄機 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
内視鏡室に 1 台

を計画。 
1 

22 腹腔鏡術器具セット 1 B 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 48 
予算の都合で削

除。 
0 
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番号 機材名 
要請 
数量 

優先

度 

選定基準 
備考/考察 

計画 
数量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

総 
合 

25 高圧蒸気滅菌器 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。1 台を計画。 
1 

31 除細動装置 2 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 台、救

急用に 1 台を計

画。 
2 

32 ENT 手術用顕微鏡 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 台を

計画。 
1 

33 全自動生化学検査装置 2 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。1 台を計画。 
1 

34 血液銀行用冷却遠心分離機 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。1 台を計画。 
1 

35 遠心分離機 2 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。1 台を計画。 
1 

38 患者監視装置 10 
10 

A+ 
A 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
病棟用に 10 台を

計画。 
10 

40 ラボ用高圧蒸気滅菌装置 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
臨床検査室に 1

台を計画。 
1 

42 パルスオキシメーター 15 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
病棟用と診察室

に 15 台を計画。 
15 

43 眼科用手術顕微鏡 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。1 台を計画。 
1 

44 蛍光眼底造影撮影装置 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。1 台を計画。 
1 

45 光干渉断層計 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。1 台を計画。 
1 

46 超音波眼軸長/角膜厚測定装置 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。1 台を計画。 
1 

47 スリットランプ 
3 
2 

A+ 
A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

老朽化機材の更

新。5 台を計画。 
5 

48 水晶体手術装置 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 台を

計画。 
1 

49 患者用ベッド 15 
35 

A+ 
A- 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。15 台を計画。 
15 

50 ストレッチャー 7 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
院内の患者搬送

のため、7 台を計

画。 
7 

52 ENT ユニット 2 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
耳鼻咽喉科（外

来）に 2 台を計

画。 
2 

53 CO2 インキュベーター 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
臨床検査室に 1

台を計画。 
1 

54 シリンジポンプ 
10 
5 

A+ 
A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

病棟用に 10 台を

計画。 
10 

55 輸液ポンプ 15 
10 

A+ 
A 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
病棟用に 10 台を

計画。 
10 

56 麻酔器 2 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
予算の都合で削

除。 
0 

57 洗濯機 2 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。2 台を計画。 
2 

58 シーツ用ローラーアイロン 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化機材の更

新。1 台を計画。 
1 
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番号 機材名 
要請 
数量 

優先

度 

選定基準 
備考/考察 

計画 
数量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

総 
合 

59 乾燥機 
1 
1 

A+ 
A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

老朽化機材の更

新。1 台を計画。 
1 

60 
セントラルモニター 
（5 ベッド用） 

1 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
予算の都合で削

除。 
0 

61 冠血流量計 1 A- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
予算の都合で削

除。 
0 

62 脳神経外科用手術顕微鏡 1 A- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
予算の都合で削

除。 
0 

63 外付けハードディスク 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
サーバー室に 1

台を計画。 
1 

 

 

ナセル・メディカル・コンプレックス 

番号 機材名 
要請 
数量 

優先

度 

選定基準 
備考/考察 

計画 
数量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

総 
合 

3 MRI 1 A+ 5 5 4 5 5 4 3 3 3 5 42 
新 MRI 室に 1 台

を計画。 1 

4 デジタル X 線撮影装置 2 A+ 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 46 
放射線科に 1 台、

外来棟に 1 台を

計画。 
2 

6 デジタルマンモグラフィー 1 C            優先度 C のた

め、削除。 0 

7 
移動型 X 線撮影装置 
（CR カセット付き） 

2 A 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 46 
既存機材の更

新。1 台を計画。 1 

8 
デジタル歯科用パノラマ X 線

撮影装置 
1 B            既存機材を有す

るため、削除。 0 

10 
超音波診断装置 
（TEE プローブ付き） 

1 A 5 5 3 5 5 5 3 3 4 5 43 
診察室に 1 台を

計画。 1 

11 
超音波診断装置 
（カラードップラー式） 

2 A+ 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 47 
超音波検査室に

2 台を計画。 2 

12 ポータブル超音波診断装置 1 B 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 47 
救急用に 1 台を

計画。 1 

13 ECG（大人用、12ch） 3 A 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 47 
小児用と併用。3

台を計画。 3 

14 ECG（小児用、6ch） 3 B            大人用と併用の

ため、削除。 0 

15 ホルター心電計 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
ECG 室に 1 台を

計画。 1 

17 人工透析装置 13 A 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 47 
既存機材の更

新。1 台を計画。 10 

19 消化器内視鏡システム 1 B            既存機材を有す

るため、削除。 0 

20 気管支内視鏡システム 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
内視鏡室に 1 ユ

ニットを計画。 1 

21 内視鏡洗浄機 1 A+ 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 
内視鏡室に 1 台

を計画。 1 

22 腹腔鏡術器具セット 1 A+ 5 5 3 5 5 4 3 4 4 5 43 
手術室に 1 セッ

トを計画。 1 
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番号 機材名 
要請 
数量 

優先

度 

選定基準 
備考/考察 

計画 
数量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

総 
合 

23 泌尿器科用手術台 1 B            
既存機材を有す

るため、削除。 0 

24 膀胱鏡内視鏡システム 1 A+ 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 44 
泌尿器科に 1 セ

ットを計画。 1 

25 高圧蒸気滅菌器 1 A+ 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 
新設される中央

滅菌室に 2 台を

計画。 
2 

26 腎盂尿管鏡 1 A+ 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 46 
泌尿器科に 1 セ

ットを計画。 1 

27 尿管鏡 1 A+ 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 46 
泌尿器科に 1 セ

ットを計画。 1 

28 前立腺切除鏡 1 A+ 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 46 
手術室に 1 セッ

トを計画。 1 

29 空気式砕石術装置 1 A+ 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 44 
手術室に 1 セッ

トを計画。 1 

31 除細動装置 2 C            
優先度 C のた

め、削除。 0 

33 全自動生化学検査装置 2 A+ 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 46 
臨床検査室に 1
台を計画。 2 

34 血液銀行用冷却遠心分離機 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
血液銀行に 1 台

を計画。 1 

35 遠心分離機 2 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
臨床検査室に 1
台を計画。 1 

36 血液銀行用冷凍庫 2 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
臨床検査室に 2
台を計画。 2 

38 患者監視装置 13 
2 

A+ 
A 

5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 46 
病棟用に 13 台を

計画。 13 

39 筋電計 1 A+ 5 5 4 5 5 4 3 4 3 5 43 
検査室に 1 台を

計画。 1 

40 ラボ用高圧蒸気滅菌装置 1 A 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 
臨床検査室に 1
台を計画。 1 

41 EO ガス滅菌装置 1 A+            
EO ガスが入手不

可のため、削

除。 
0 

42 パルスオキシメーター 15 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
病棟用と診察室

に 15 台を計画。 15 

49 患者用ベッド 
100 
50 

A 
B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

老朽化により 50
台を計画。 50 

50 ストレッチャー 7 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
院内の患者搬送

のため、7 台を

計画。 
7 

51 
血液バッグ震盪器 
（リクライニングチェア付き） 

3 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
血液採取室に 2
台を計画。 2 

52 ENT ユニット 2 A+ 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 47 
耳鼻咽喉科（外

来）に 2 台を計

画。 
2 

54 シリンジポンプ 15 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
病棟用に 20 台を

計画。 20 

55 輸液ポンプ 15 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
病棟用に 20 台を

計画。 20 
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番号 機材名 
要請 
数量 

優先

度 

選定基準 
備考/考察 

計画 
数量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

総 
合 

56 麻酔器 2 B 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 46 
予算の都合で削

除。 0 

57 洗濯機 5 A+ 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 47 
老朽化のため、4

台を計画。 4 

58 シーツ用ローラーアイロン 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
洗濯室に 1 台を

計画。 1 

59 乾燥機 2 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 
老朽化のため、2

台を計画。 2 

63 外付けハードディスク 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
サーバー室に 1
台を計画。 1 

 

 

インドネシア病院 

番号 機材名 
要請 
数量 

優先

度 

選定基準 
備考/考察 

計画 
数量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

総 
合 

3 MRI 1 A+ 5 5 3 5 4 5 4 4 5 5 45 
予算の都合で削

除。 0 

4 デジタル X 線撮影装置 2 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

放射線科に 1
台、外来棟に 1
台を計画。 

2 

7 
移動型 X 線撮影装置 
（CR カセット付き） 

2 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
既存機材の更

新。1 台を計画。 2 

9 CT 用 UPS（120kVA） 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
CT 室に 1 台を計

画。 1 

10 
超音波診断装置 
（TEE プローブ付き） 

1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
診察室に 1 台を

計画。 1 

12 ポータブル超音波診断装置 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
救急用に 1 台を

計画。 1 

13 ECG（大人用、12ch） 3 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
小児用と併用。3

台を計画。 3 

14 ECG（小児用、6ch） 3 B            大人用と併用の

ため、削除。 0 

15 ホルター心電計 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
ECG 室に 1 台を

計画。 1 

16 トレッドミル 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
既存機材の更

新。1 台を計画。 1 

18 C-アーム X 線装置 
1 
 

B            既存機材を有す

るため、削除。 0 

19 消化器内視鏡システム 
1 
1 

A+ 
B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

内視鏡室に 1 台

を計画。 1 

20 気管支内視鏡システム 1 C            優先度 C のた

め、削除。 0 

21 内視鏡洗浄機 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
内視鏡室に 1 台

を計画。 1 

22 腹腔鏡術器具セット 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 セッ

トを計画。 1 

23 泌尿器科用手術台 1 B            
既存機材を有す

るため、削除。 0 
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番号 機材名 
要請 
数量 

優先

度 

選定基準 
備考/考察 

計画 
数量 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

総 
合 

24 膀胱鏡内視鏡システム 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
泌尿器科に 1 セ

ットを計画。 1 

25 高圧蒸気滅菌器 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
新設される中央

滅菌室に 2 台を

計画。 
1 

26 腎盂尿管鏡 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
泌尿器科に 1 セ

ットを計画。 1 

27 尿管鏡 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
泌尿器科に 1 セ

ットを計画。 1 

28 前立腺切除鏡 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
手術室に 1 セッ

トを計画。 1 

29 空気式砕石術装置 1 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
予算の都合で削

除。 0 

31 除細動装置 2 B            
現有機材を有す

るため、削除。 0 

35 遠心分離機 2 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
臨床検査室に 1
台を計画。 1 

36 血液銀行用冷凍庫 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
臨床検査室に 1
台を計画。 1 

37 セロフュージ 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
血液採取室に 1
台を計画。 1 

38 患者監視装置 
10 
5 

A+ 
B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

病棟用に 10 台を

計画。 10 

40 ラボ用高圧蒸気滅菌装置 1 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
臨床検査室に 1
台を計画。 1 

42 パルスオキシメーター 10 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
病棟用と診察室

に 10 台を計画。 10 

49 患者用ベッド 50 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化により 25

台を計画。 25 

50 ストレッチャー 5 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
院内の患者搬送

のため、5 台を

計画。 
5 

51 
血液バッグ震盪器 
（リクライニングチェア付き） 

3 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
血液採取室に 2
台を計画。 2 

53 CO2 インキュベーター 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
臨床検査室に 1
台を計画。 1 

54 シリンジポンプ 10 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
病棟用に 10 台を

計画。 10 

55 輸液ポンプ 10 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
病棟用に 10 台を

計画。 10 

57 洗濯機 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化のため、1

台を計画。 1 

59 乾燥機 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
老朽化のため、1

台を計画。 1 

63 外付けハードディスク 1 A+ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
サーバー室に 1
台を計画。 1 
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1. ソフトコンポーネントを計画する背景 
「パレスチナ医療機材整備計画」（以下「本計画」という。）は、パレスチナの地域拠点病院に

て主に非感染性疾患（以下「NCDs」という。）の診察や治療に必要な医療機材を整備することで、

これら NCDs 対策に係る医療サービスを向上させることにより、NCDs の早期発見、早期治療等

を実現し、パレスチナの人々の健康増進を図るものである。 

本計画の協力対象は、西岸地区（ラフィディア外科病院）とガザ地区（ヨーロッパ ガザ病院、

ナセル メディカル コンプレックス、インドネシア病院）の MRI や X 線撮影装置関連機器、カ

テラボ関連機器、内視鏡関連機器、CSSD 関連機器等であり、安全で安定した稼働が求められる。

そのためには、医療機材の使用者（医師や看護師、助産師、医療系技師）や維持管理部門（Biomedical 

Eingeering Unit）の技術者が早期に医療機材の不具合や異常を発見して対処することが重要であ

り、試薬や消耗品、交換部品の予算計画を策定して、適宜必要な部品を入手できる体制の構築が

求められる。これらの対応が迅速、かつ的確に実施できるようになれば、医療機材はより継続的

に使用されるようになり、より質の高い安定した医療サービスが提供できるようになる。 

本計画によって整備される医療機材には、初めて導入される機材や既存機材とは異なる機材操

作が必要になる機材が多く含まれている。機材使用者（エンドユーザー）や維持管理部門の技術

者は基本的な操作技術や保守技術があることは認められるものの、各自の知識や経験による技術

に頼っている状況であり、標準化された点検フォーマットは無く、使用知識や技術習得のための

研修会も実施されていないため、病院間、診療科間に操作技術や保守技術にバラつきがある。ま

た、各病院に医療機器管理台帳はあるものの、改善が必要である。そのため、エンドユーザーの

機材操作技術や日々の点検作業、維持管理部門の技術者の点検・修理技術の更新・習得に必要な

技術指導と標準化フォーマットの導入により、病院全体の医療サービスの質的な向上を図ること

が求められている。 

パレスチナ側も本計画で整備される機材の操作技術や保守技術の習得と標準化フォーマットは

必要と判断しており、2019 年 4 月～5 月にかけて実施された現地調査において、整備される医療

機器の操作技術や維持管理技術に係るソフトコンポーネントの要請があった。 

調達機材の基本的な操作技術は初期操作指導に譲ることとし、本ソフトコンポーネントでは本

計画で新たに整備される医療機材の維持管理技術習得に主眼を置いた内容とする。本ソフトコン

ポーネントの実施に当たっては自立発展性の観点から、参加型ワークショップを行いながら計画・

内容をまとめていく。各病院の維持管理部門の技術者だけでなく、機材を実際に使用する各部門

のエンドユーザーも対象に含め、医療機材の維持管理体制を構築するための動機付けを行う。一

方的なインプットで終わることが無い様、留意して実施する。 

始業時／終業時の動作確認、清掃、洗浄、消毒を含む日常点検項目や定期的に機器の性能の確

認や消耗品交換を行う定期点検項目を標準化させ、点検作業が短時間で実施できるよう、点検マ

ニュアルやチェックシート等を参加者が共通認識の下で標準化フォーマットを作成する。しばら

く時間を置いた後の第 2 回目の指導では、正しく点検技術が習得できているのか、フォーマット

が正しく使用され、管理、報告ができているのか等を確認し、必要に応じて点検技術の再指導と

フォーマットの修正を行う。さらに、日常点検記録簿や医療機器管理台帳、医療機器維持管理計

画案（次年度の維持管理費用の予算案含む）等の作成方法を指導し、病院長や保健庁担当者に対

する医療機材の現状と次年度の医療機器維持管理計画案を報告・協議する体制の構築支援を行う。 
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2. ソフトコンポーネントの目標 
ソフトコンポーネントの成果に加え、相手国実施機関による継続的な活動の実施により、達成

されるべき目標は以下のとおりである。 

1. 医療機材に対する運営維持管理能力が向上し、計画的な点検作業を実施できるようになる。 

2. 各部門・診療科が作成する日常点検記録簿と維持管理部門が作成する定期保守点検報告書

により、全ての医療機器の状態が一冊の台帳（医療機器管理台帳）で把握できるようになる。 

3. 年間の医療機器維持管理計画案が作成され、点検時期や各種交換部品の交換時期や費用、運

営維持管理費用の大枠が把握できるようになる。 

 

 

3. ソフトコンポーネントの成果 
ソフトコンポーネント完了時に達成されるべき成果は以下のとおりである。 

 

技術指導内容 直接的成果 

機材の維持管理体制

強化・管理能力向上

の指導 

・ エンドユーザーの研修参加により、日常点検技術が習得される。 
・ エンドユーザーが実施する日常点検内容や点検記録が統一化され、機材の状況把握が

容易になる。 
・ 医療機材の維持管理部門により、定期保守点検技術が習得されるとともに、代理店と

の適切な連携体制が構築される。 

機材データ管理によ

る維持管理計画の策

定・予算案の策定 

・ 院内の医療機材の各種点検記録（使用履歴、消耗品・交換部品の交換履歴、日常点検・

定期点検・修理の履歴等）の作成・管理ができるようになる。 
・ 次期点検に必要な交換部品・消耗品や次年度に必要な試薬等の名称と数量、経費が把

握できるようになる。 
・ 年間の医療機器維持管理計画案が作成され、代理店との保守契約や機材の運営維持管

理に必要な経費等を含めた予算案を作成できるようになる。 

 

 

4. 成果達成度の確認方法 
ソフトコンポーネントの成果を確認する方法は次のとおりである。 

 

技術指導内容 確認方法 確認項目 

機材の維持管理体制

強化・管理能力向上

の指導 

・ 機材維持管理に係る作業フローチャート実効性・継

続性や作成プロセスを確認する。 
・ エンドユーザーが行う日常点検に関する日常点検

記録簿の中身と作成プロセスを確認する。 
・ 維持管理部門が行う定期点検に関する定期点検計

画書や定期点検報告書の中身と作成プロセスを確

認する。 
・ 維持管理部門が作成する医療機器管理台帳の中身

と作成プロセスを確認する。 

・ 作業フローチャート 
・ 保守点検計画書 
・ 日常点検チェックシート 
・ 日常点検記録簿*1 
・ 定期点検計画書 
・ 定期点検チェックシート 
・ 定期点検報告書*2 
・ 医療機器管理台帳 

機材データ管理によ

る維持管理計画の策

定・予算案の策定 

・ 維持管理に必要な交換部品・消耗品、試薬等の管理

体制の管理フローとプロセスを確認する。 
・ 代理店との保守契約を含めた次年度の医療機器維

持管理計画書の中身と作成プロセスを確認する。 

・ 消耗品・交換部品・試薬の入

出庫履歴（在庫管理） 
・ 交換部品や消耗品の調達計

画案 

*1: 日常点検後のチェックシートを取りまとめたもの。 
*2: 定期点検後のチェックシートを取りまとめたもの。 
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5. ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 
成果に対する活動計画は下表に示すとおりである。 

 

各成果達成に向けた活動（投入計画）は以下のとおりである。 

（1）実施リソース 

1) 機材運用・保守管理指導技術者：日本人 1 名 

2) 現地傭人    ：パレスチナ人 2 名（西岸地区とガザ地区に各 1 名） 

 

（2）活動計画 

活動：①事前国内準備、②第 1 回目現地指導、③国内作業、④第 2 回目現地指導、⑤国内

作業の詳細は以下のとおりである。 

① 事前国内準備 

機材運用・保守管理指導技術者は、現地指導で想定される維持管理体制に関する資料、各

種フォーマット、業務フローチャート等を国内にて準備し、最初のワークショップにサン

プルとして示せるようにする。また、技術指導実施に先立ち現地庸人と連携しながら、病院

長、機材維持管理部門、エンドユーザーである医師や看護師、技師と実施スケジュールや研

修実施場所、参加者のグループ分けを調整する。併せて、現地にて使用する各種資料の作成

補助・管理等を進める。これら国内準備作業に要する日数は、5 日間とする。 

技術指導の対象機材は、本計画により新たに整備される以下の機材とする。 

 

西岸地区（ラフィディア外科病院） 

MRI 関連機材 MRI(C)、造影剤ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ(C)、麻酔器(C)、患者ﾓﾆﾀｰ(C) 

心臓ｶﾃｰﾃﾙ室関連

機材 
血管造影撮影装置(C)、造影剤ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ(C)、麻酔器(C)、大動脈内ﾊﾞﾙｰﾝﾎﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ(C)、 
心ｴｺｰ(C)、ｽﾄﾚｽﾃｽﾄ用ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ(C)、ﾎﾙﾀｰ心電計(C)、ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾜｲﾔｰ(C) 

循環器科関連機材 人工心肺装置(C)、体外式心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ(C)、ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ心ｴｺｰ(C)、手術灯(A) 

心臓血管手術関連

機材 
末梢血管診断装置(C)、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ C ｱｰﾑ(C)、手術台、造影剤ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ(C)、超音波診断装置(B)、
ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞ型超音波血流計(C) 

CCU 関連機材 人工呼吸器(B)、ｾﾝﾄﾗﾙﾓﾆﾀｰﾕﾆｯﾄ(B)、点滴ｽﾃｰｼｮﾝ(B)、除細動装置(B)、ECG(A) 

ガザ地区（EGH、NMC、インドネシア病院） 

画像診断関連機材 
MRI(C)、血管造影撮影装置(B)、CT(B)、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ X 線撮影装置(B)、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ X 線透視撮影

装置(B)、移動型 X 線撮影装置(B)、超音波診断装置(B)、C ｱｰﾑ X 線撮影装置(B) 

診断用機材 ECG(A)、ﾎﾙﾀｰ心電計(C)、ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ(C)、筋電計(C) 

内視鏡関連機材 内視鏡ｼｽﾃﾑ(C)、内視鏡洗浄機(C)、腹腔鏡術器具セット(C)、砕石装置(C) 

人工透析関連機材 人工透析装置(B) 

臨床検査関連機材 全自動生化学検査装置(A)、血液銀行用冷却遠心分離機(A)、ラボ用高圧蒸気滅菌装置(A) 

眼科関連機材 
眼科用手術用顕微鏡(A)、蛍光眼底造影撮影装置（FFA）(C)、光干渉断層計（OCT）(C)、
超音波眼軸長／角膜厚測定装置（A&B ｽｷｬﾝ）(C)、ｽﾘｯﾄﾗﾝﾌﾟ(A) 

その他 ｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ(B)、輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ(B)、患者監視装置(B)、高圧蒸気滅菌器(A) 

(A): 対象病院にすでに導入されている機材で，メーカーが異なるのでメンテ等に若干の違いがあるもの 
(B): 対象病院にすでに導入されている機材であるが，高度医療機材もしくは人命に深く関わる機材のためメン

テ方法を再度指導する必要があるもの 
(C): 対象病院にとって新規導入の機材 
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② 第 1 回目現地指導 

西岸地区ラフィディア外科病院とガザ地区 3 病院とに分け、機材を使用するエンドユー

ザー、機材維持管理関係者に対し、ワークショップにより維持管理体制構築に関しての啓

発を行う。ワークショップにて、各部門、各診療科に整備された医療機材の保守点検計画書

や日常点検と定期保守点検のための点検チェックシートやマニュアル等の作成指導を行い、

作成した各種フォーマットに基づいて医療機材の維持管理を行うことを指導する。また、

点検報告書や医療機材管理台帳の作成指導や医療機器維持管理計画案の作成指導も行う。

これらの技術指導は、日本より派遣される機材運用・保守管理指導技術者が実施する。 

指導対象者は各病院の医師や看護師、技術者などのエンドユーザーや機材維持管理部門

の技術者である。そのため、通常業務に支障が出ないよう配慮することはもちろんのこと、

各指導・ワークショップに参加する病院スタッフのシフトなどにも配慮し、日常業務に影

響が少ない形で参加できる環境を整える。 

ガザ地区 3 病院への指導について、各病院に単独に整備される医療機材は各病院にて指

導を行う。一方、2 または 3 病院に共通して整備される医療機材については、1 つの病院を

ピックアップして他の病院の代表者を集め合同でワークショップを開き、効率化を図る。 

本案件は安全対策の関係でコンサルタントの作業時間が限られている。合わせて病院が

15 時に営業を終了するため、ガザ地区、西岸地区ともに 9 時から～15 時（うち休憩 1 時

間）が指導時間となる。 

また、ガザ地区は対象病院が 3 病院あり参加候補者が多いため、一日あたりの参加者を

分散させるために参加者が多い指導日については同一内容の講義を複数回実施する。今後

の指導結果・3 回に渡る保守管理において、持続性の観点から先方維持管理能力にっ係る定

着度合を確認していくため、故障、修理対応、消耗品交換にかかる記録報告体系も併せて確

認・徹底を図る。 

 
日
数 

曜
日 

指導内容 
対象
機材

対象施設／対象部門 
想定参加
者数*3

1 金 移動（東京→香港→ 

2 土 移動（→テルアビブ、ラマッラ） 

3 日 

・ 機材保守管理の重要性にかかるセミナー 
・ 技術指導の実施計画内容・工程について 
・ 機材維持管理システムフローの作成 
・ 保守点検計画書の作成 

 

【ラフィディア外科病院】 
（副）病院長、部門長、エ
ンドユーザー、機材維持管
理部門、等 

約 15 名

4 月 
・ 日常点検チェックシートの作成 
・ 日常点検マニュアルの整理（自作含む） 
・ 日常点検の実演指導 
・ 日常点検記録簿の作成 

対象全
機材

【ラフィディア外科病院】 
エンドユーザー、機材維持
管理部門 

約 10 名

5 火 約 10 名

6 水 約 10 名

7 木 約 10 名

8 金 資料整理 

9 土 資料整理 

10 日 

・ 定期点検計画書（チェックシート含）の作成 
・ 定期点検報告書の作成 
・ 定期点検の実演指導 
・ 医療機器管理台帳の改訂/作成 

対象
全機材

【ラフィディア外科病院】 
エンドユーザー、機材維持
管理部門 

約 10 名

11 月 約 10 名

12 火 約 10 名

13 水 約 10 名

14 木 約 10 名
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日
数 

曜
日 

指導内容 
対象
機材

対象施設／対象部門 
想定参加
者数*3

15 金 資料整理 

16 土 資料整理 

17 日 
・ 医療機器維持管理計画案の作成 
・ 医療機器管理台帳と医療機器維持管理計画案を

用いた病院長への報告体制の構築 
・ 報告と今後の予定の協議（アンケート、質疑応

答、等） 

対象
全機材

【ラフィディア外科病院】 
（副）病院長、部門長、エ
ンドユーザー、機材維持管
理部門 

約 10 名

18 月 約 10 名

19 火 約 10 名

20 水 約 10 名

21 木 約 15 名

22 金 資料整理 

23 土 資料整理 

24 日 

・ 機材保守管理の重要性にかかるセミナー 
・ 技術指導の実施計画内容・工程について 
・ 機材維持管理システムフローの作成 
・ 保守点検計画書の作成 

 

【ガザ地区保健庁】 
保健庁代表者、3 病院の
（副）病院長、部門長、エ
ンドユーザー、機材維持管
理部門 

約 15 名

25 月 
・ 日常点検チェックシートの作成 
・ 日常点検マニュアルの整理（自作含む） 
・ 日常点検の実演指導 
・ 日常点検記録簿の作成 

3 病院
共通
機材

【ガザ地区】 
3 病院のエンドユーザー、
機材維持管理部門 

約 10 名

26 火 約 10 名

27 水 約 10 名

28 木 約 10 名

29 金 資料整理 

30 土 資料整理 

31 日 

・ 定期点検計画書（チェックシート含）の作成 
・ 定期点検報告書の作成 
・ 定期点検の実演指導 
・ 医療機器管理台帳の改訂/作成 

3 病院
共通
機材

【ガザ地区】 
3 病院のエンドユーザー、
機材維持管理部門 

約 10 名

32 月 約 10 名

33 火 約 10 名

34 水 約 10 名

35 木 約 10 名

36 金 資料整理 

37 土 資料整理 

38 日 
・ 日常点検チェックシートの作成 
・ 日常点検マニュアルの整理（自作含む） 
・ 日常点検の実演指導 
・ 定期点検計画書（チェックシート含）の作成 
・ 定期点検の実演指導 

単独
整備
機材

【ガザ地区】 
対象病院のエンドユーザ
ー、機材維持管理部門 

約 10 名

39 月 約 10 名

40 火 約 10 名

41 水 約 10 名

42 木 約 10 名

43 金 資料整理 

44 土 資料整理 

45 日 ・ 医療機器維持管理計画案の作成 
・ 医療機器管理台帳と医療機器維持管理計画案を

用いた病院長への報告体制の構築 
・ 報告と今後の予定の協議（アンケート、質疑応

答、等） 

対象
全機材

【ガザ地区保健庁】 
保健庁代表、3 病院の
（副）病院長、エンドユー
ザー、機材維持管理部門 

約 10 名

46 月 約 10 名

47 火 約 10 名

48 水 約 15 名

49 木 ・ 総括協議  西岸地区保健庁  

50 金 移動    

51 土 移動 

*3 : 全日同じ参加者ではなく、機材種類や分野により参加者が異なる。記載の人数は平均した人数。ただし対象病院の機

材維持管理部門は全日参加を原則とし、各チェックシートの作業に齟齬が出ないように維持管理部門が全体を把握する。

各日の対象機材は事前に病院側に示し、参加者をリストアップしてもらう。 
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③ 国内作業 

・第 1 回目の技術指導の結果のまとめを行う（1 日間）。 

・第 2 回目の事前準備を行う（2 日間）。 

第 2 回目に実施する技術指導前に各病院における整備機材やマニュアルの活用状況、機

材使用者や維持管理部門の技術者からのコメント・評価等を確認した上で、事前に講義資

料の準備や調整を行う。 

 

④ 第 2 回目現地指導 

第 2 回目現地指導では、第 1 回目の現地指導に基づいて、病院スタッフが実際に行った

機材の保守管理状況を確認し、日常点検や定期保守点検の技術習得に曖昧な点が認められ

た場合、最終的な技術指導を実施する。チェックリストを使用して感じた不具合・問題点・

修正点等について協議し、必要な修正を行う。さらに、点検記録簿や報告書に基づく各種デ

ータ集計、医療機材維持管理計画案についても最終確認し、適宜指導する。 

第 2 回目の現地指導で点検技術や保守技術、医療機器維持管理計画案策定技術の定着を

目指すが、第 1 回目で既に全職員を対象とした指導を実施しているため、第 2 回目は日本

より派遣される機材運用・保守管理指導技術者による直接の指導は必要最低限にとどめ、

機材維持管理部門の技術者を中心に病院スタッフ同士で教え合いながら保守管理方法を再

確認するよう促していく。機材運用・保守管理指導技術者は実技に係る補足説明や誤った

知識・点検技術の修正を適宜行い、スタッフ間での技術移転の重要性や、今後も定期的にチ

ェックシートやマニュアル等を見直していくことの重要性について認識させる。 

西岸地区とガザ地区の両保健庁や病院関係者に対しての本ソフトコンポーネントの完了

報告は、機材運用・保守管理指導技術者が行う。 

 

 
日
数 

曜
日 

指導内容 
対象
機材

対象施設／対象部門 
想定参加

者数 
1 金 移動（東京→香港→ 

2 土 移動（→テルアビブ、ラマッラ） 

3 日 
・ 技術指導の実施計画内容・工程について 
・ 保守点検計画書の修正協議 

対象
全機材

【ラフィディア外科病院】 
（副）病院長、部門長、
エンドユーザー、機材維
持管理部門、等 

約 15 名

4 月 ・ 日常点検チェックシートやマニュアルの修正協議 
・ 日常点検の技術確認と再指導 
・ 日常点検記録簿の修正協議 
・ 定期点検計画書（チェックシート含）の修正協議 
・ 定期点検報告書の修正協議 
・ 定期点検の技術確認と再指導 
・ 医療機器管理台帳の修正協議 

対象
全機材

【ラフィディア外科病院】 
エンドユーザー、機材維
持管理部門 

約 10 名

5 火 約 10 名

6 水 約 10 名

7 木 約 10 名

8 金 資料整理 

9 土 資料整理 

10 日 ・ 医療機器維持管理計画案の修正協議 
・ 医療機器管理台帳と医療機器維持管理計画案を用

いた病院長への報告体制の修正 
・ 総括協議（アンケート、質疑応答、等） 

対象
全機材

【ラフィディア病院】 
（副）病院長、部門長、
エンドユーザー、機材維
持管理部門 

約 10 名

11 月 約 10 名

12 火 約 10 名
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日
数 

曜
日 

指導内容 
対象
機材

対象施設／対象部門 
想定参加

者数 

13 水 
・ 技術指導の実施計画内容・工程について 
・ 保守点検計画書の修正協議 

対象
全機材

【ガザ地区保健庁】 
保健庁代表者、3 病院の
（副）病院長、部門長、
エンドユーザー、機材維
持管理部門 

約 15 名

14 木 約 15 名

15 金 資料整理 

16 土 資料整理 

17 日 ・ 日常点検チェックシートやマニュアルの修正協議 
・ 日常点検の技術確認と再指導 
・ 日常点検記録簿の修正協議 
・ 定期点検計画書（チェックシート含）の修正協議 
・ 定期点検報告書の修正協議 
・ 定期点検の技術確認と再指導 
・ 医療機器管理台帳の修正協議 

対象
全機材

【ガザ地区】 
各病院のエンドユーザ
ー、機材維持管理部門 

約 10 名

18 月 約 10 名

19 火 約 10 名

20 水 約 10 名

21 木 約 10 名

22 金 資料整理 

23 土 資料整理 

24 日 
・ 日常点検チェックシートやマニュアルの修正協議 
・ 日常点検の技術確認と再指導 
・ 日常点検記録簿の修正協議 
・ 定期点検計画書（チェックシート含）の修正協議 
・ 定期点検報告書の修正協議 
・ 定期点検の技術確認と再指導 
・ 医療機器管理台帳の修正協議 

対象
全機材

【ガザ地区】 
各病院のエンドユーザ
ー、機材維持管理部門 

約 10 名

25 月 約 10 名

26 火 約 10 名

27 水 

・ 医療機器維持管理計画案の修正協議 

【ガザ地区保健庁】 
保健庁代表、3 病院の
（副）病院長、エンドユ
ーザー、機材維持管理部
門 

約 10 名

28 木 約 10 名

29 金 資料整理 

30 土 資料整理 

31 日 ・ 医療機器管理台帳と医療機器維持管理計画案を用
いた病院長への報告体制の修正 

・ 総括協議（アンケート、質疑応答、等） 
・ 活動完了報告 

対象
全機材

【ガザ地区保健庁】 
保健庁代表、3 病院の
（副）病院長、エンドユ
ーザー、機材維持管理部
門 

約 10 名

32 月 約 10 名

33 火 ・ 活動完了報告  西岸地区保健庁  

34 水 移動 

35 木 移動 

 

技術指導に想定される専門家の現地派遣期間は以下のとおりである。 

1) 機材運用・保守管理指導技術者   ：日本人 1 名 

現地派遣期間：第 1 回目 1.70MM（移動 4 日間、指導 46 日間、報告と今後の予定の協

議 1 日） 

 第 2 回目 1.17MM（移動 4 日間、指導 30 日間、総括と報告 1 日） 

 

2) 現地傭人（通訳：英語－アラビア語・業務調整） ：パレスチナ人 2 名 

業務期間： 西岸地区  第 1 回目 0.53MM（通訳業務 16 日間） 

  第 2 回目 0.27MM（通訳業務 8 日間） 

 ガザ地区  第 1 回目 0.63MM（通訳業務 19 日間） 

  第 2 回目 0.47MM（通訳業務 14 日間） 
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*各種資料の翻訳業務は通訳業務と分けて発注 

 

3) 安全対策計画     ：日本人 1 名 

現地派遣期間：0.33MM （移動 4 日間、現地作業 6 日間） 

 

⑤ 国内作業 

現地における指導結果をまとめ、最終レポートとしてソフトコンポーネント完了報告書

を作成する（3 日間）。 

 

（3）安全対策 

ガザ地区での安全管理においては、協力準備調査と同様に JICA 安全対策措置の行動規範に

沿い行動する。これらの安全管理については、コンサルタント及び調達業者に適用させるもの

とし、ガザ地区内での作業は下記の安全対策を講じる。 
 

【ガザ地区における安全対策】 

1. 作業時間：午前 9 時～午後 3 時。（午後 5 時～午前 8 時はホテル外出禁止） 
2. 活動日：日曜日～木曜日午前中。（金曜日、土曜日のガザ地区滞在禁止） 

3. 宿泊先：JICA 指定のホテル。 

4. 移動手段：防弾車を使用。（UNDP 所有の防弾車を利用） 
5. 行動方針：原則、複数人で移動。 

6. 携帯電話：携帯電話に加え、イリジウム衛星携帯電話を携行。 

 

また、日本人の安全対策計画を 1 名派遣し、研修期間中の安全対策の確認と指導を行う。 

 

 

6. ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 
本ソフトコンポーネントは、調達機材の全般に対する専門的知識を有し、医療機材の維持管

理の指導が可能な技術者が実施する。パレスチナでは、西岸地区とガザ地区の両地域において

活動でき、調達機材の運営維持管理に精通している技術者の採用は困難であるため、日本人コ

ンサルタントを対象病院へ派遣し、技術指導を実施する。 
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7. ソフトコンポーネントの実施工程 
現段階における実施工程（案）は以下のとおり。実施に当たっては、パレスチナ側関係者と

機材運用・保守管理指導技術者による協議・検討を踏まえ最終実施工程を確定することとする。 

 

全体工程表（案） 

 
実施工程 

（E/N 締結から）
1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

実施

工程 

機器製作 
                 

機材輸送                  

機材据付                  

ソフトコンポーネ

ント実施 

         

専門家

派遣 
機材運用・保守管

理指導技術者 

                 

成果品 
                 

 

 

 

8. ソフトコンポーネントの成果品 
施主及び日本側への完了報告書の他、ソフトコンポーネントの成果品として次を予定する。 

① 作業フローチャート 
② 保守点検計画書 
③ 日常点検チェックシート 
④ 定期点検チェックシート 
⑤ 日常点検記録簿 
⑥ 定期点検報告書 
⑦ 医療機器管理台帳 

⑧ 医療機器維持管理計画案 
⑨ ソフトコンポーネント完了報告書 

 

 

9. ソフトコンポーネントの概略事業費 
本ソフトコンポーネントの概算事業費は 18,418 千円であり、内訳は以下の通りである。な

お、詳細内訳は、別添資料-1「積算内訳詳細」のとおりである。 

 
項目・費用 計（円） 

（1）直接人件費 3,515 千円

（2）直接経費 7,792 千円

（3）間接費 7,311 千円

合  計 18,418 千円

国内業務 現地業務 

完了報告書 
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10.  相手国実施機関の責務 
本ソフトコンポーネントは、パレスチナにおける 4 病院に整備される医療機材の運営維持

管理体制を向上させ、安全性及び持続性を確保するために実施される。そのため、各指導は可

能な限り、保健庁と対象病院の自発的な活動を促す手法をとる。 

ソフトコンポーネント実施前には、保健庁及び各病院は機材運用・保守管理指導技術者や現

地庸人との事前調整に積極的に協力しながら対象となるスタッフを選定し、実施中は各部門・

各診療科が責任を持ち各指導にスタッフを参加させる。 

また、本ソフトコンポーネントで習得された技術が定着して習慣化されるために、病院長と

副院長は医療機材の維持管理部門の業務を監督すると共に、医療機材の維持管理業務が医療

施設運営の中で重要な業務として位置づけられるよう、指導力を発揮することが望まれる。さ

らに、エンドユーザーの上長に当たる各部門、各診療科長は、安全な医療サービスを継続して

提供するために、自身の診療科における日常点検の点検作業が確実に実行されるよう指導、監

督することが重要である。 

本ソフトコンポーネントで対象としている医療機材は本計画で整備される機材に限定され

るが、ここで習得される維持管理の技術や手法は現場ニーズに適しており、病院スタッフによ

り維持されるように工夫するため、他の医療機器や診療科にも十分応用可能である。全診療科

における各種点検作業が導入され、医療機材の維持管理体制が強化されることになれば、対象

4 病院を中心とした地域の医療サービスの向上を図ることができる。本ソフトコンポーネント

をモデルケースとして、病院全体に技術や手法が普及されるよう、病院長や副院長の指導力が

期待される。 

さらに、本計画により整備される機材の継続的な稼働には、消耗品や交換部品の購入予算の

確保も重要な要素となる。病院長や副院長、維持管理部門長は機材の稼働状況、消耗品や交換

部品の在庫状況を把握し、次年度の予算案に基づいた予算を確保することも各病院長と保健

庁の重要な責務である。 
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